








14 人権啓発の取組実績及び年度当初の人権啓発計画等についてご報告している。人権啓発の取組は、グループ各社まで同⼀の研修会を
実施しているので、グループとしての対応としてご報告している。

15 紛争鉱物に対する調査依頼。
16 現状、自社の取組みについて聞かれている。

17 『サプライヤーCoC(取引⾏動規範)』にて、①法律の遵守、②労働条件、③環境、④地域社会との係わり合い、⑤企業内の独自規範、⑥
証明、⑦遵守の項目について確認を⾏っている。

18 主に自社における取り組みについて聞かれることが多い。サプライチェーンに関する問い合わせでも対サプライヤーに自社として実施した施策(方
針の共有やCSR監査など)を問われることが多い。(サプライヤーでの現状等、サプライヤーに確認しないと答えられないような質問はあまりない)

19 CSRガイドラインの配布、ならびにCSR自主点検チェックシートの配布、回収によるサプライヤーの取組み状況評価･分析。

20 取引先からのCSRアンケート内において｢人権｣に関する質問項目があった場合、自社内において問題が無い事を確認し、その旨を記載して
いる。

21 紛争鉱物、英国現代奴隷法に関する顧客からの調査の要請に対応した。

22 当社にて設定したサプライヤー⾏動規範に沿って1次サプライヤーを自⼰点検(SAQ)方式で調査し、必要に応じて是正を要請※個々の顧
客要請を都度展開するのではなく、当社スケジュールで上記の調査を実施している形です。

23 取引先の指定する監査会社による監査。
24 主要原材料の全てのサプライヤーに対し、監査目的でのアンケートを実施。
25 商品の製造委託先向上をはじめ、サプライヤーに対して「お取引先アンケート」を⾏い、調査・確認を⾏っている。
26 自社だけでなく、材料や部品の調達先であるサプライヤーにも、年少者を就労させていないことを保障することを求められている。

27 購入先様に自主アセスメントをお願い。自主アセスメントの結果に基づき、必要に応じて、購入先様を訪問し、現場確認やヒアリングを実施。

28 弊社の基幹原料の⼀つであるパーム油に関して、サプライヤーとのエンゲージメントを通じて、サプライチェーン上の環境・人権課題の改善活動
を実施している。

29 1次サプライヤーに対して定期的にSAQによるアンケート調査を実施している。

30
問い合わせの件数はまだ極めて少なく、自社の取組みについてのみ問われる内容であったため、自社のなかで回答を作成し、回答している。
⼀方で、それとは別に、1次サプライヤーに対してアンケート調査も毎年実施（昨年度は201社に対して実施）しており、サプライヤーの状況
把握には努めている。

31 ・業者へのクエッショニア、アンケートの実施。
・海外現場における児童労働などの調査実施。

32
国内の業界団体よりサプライヤーの人権に関する取り組みについて、どのように実施しているかの共有、これから業界としてどのように対応すべき
かの話し合いを定期的に⾏っています。弊社内でどのように実施しているのかの確認であったため、サプライヤーまで遡って確認には⾄っていませ
ん。

33 CSR関連アンケートの回答依頼、第三者機関によるプラットフォーム型調査への対応依頼を通じて状況を把握。
34 質問票もしくは実地監査。

35 顧客からコンプライアンス関係の実施状況調査の質問項目で問われることがある。メーカーではないのでサプライヤーも少なく、あっても国内の
サービス業が中心で、人権に関する質問の多くが当社事業との関連性が低く「該当なし」と答えることも多い。

36 顧客からのＣＳＲ調達調査内に於いて。
37 紛争鉱物についての調査を受けた。

38 当社CoCプログラムを策定し、⼯場での人権擁護、従業員の健康と安全の確保、環境の持続可能性などについて監査を⾏うとともに、管
理・運営されるようサポートを⾏っている。

39 国内外の全サプライヤーに対し、当社サプライチェーンCSR取組方針への理解と協⼒を要請する書状を送付。隔年で送付状況をモニタリン
グ。主要サプライヤーに対してはアンケート調査を実施。

40 関係部署へのヒアリング調査。
41 自社独自の調査を実施。
42 調達部門からサプライヤーに対してデスクトップ調査を実施。
43 取引先様への調査票と第二者、第三者監査。
44 グループ会社での取組み状況の確認。

45
持続可能な天然ゴム調達のために、天然ゴムの大手サプライヤーと共に、天然ゴム小規模農家の方々とコミュニケーションを取っています。ゴム
の収益増と⾼品質化に役⽴つノウハウを伝え、農家の経済的な自⽴を⽀援しています。これまでも、児童労働・強制労働などの人権問題が
ないか確認しておりますが、コミュニケ―ションを継続・拡大しています。

46 サプライチェーンマネジメントに関する質問を受けた。
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1 ・原材料調達上の人権問題。
・サプライヤーに関わる問題。

2 定期的に地域住⺠および地域団体とダイアログを開催し、その場での質問に応えていく形で対応を⾏なっている。質問の中には、地域住⺠の
人権を考慮すべき、当社の事業活動の地域社会への悪影響に関するものなどが含まれる。

3
NGOやNPO、地域社会からの問い合わせについては基本的に全て対応し、先ずは相手の主張・要望についてヒアリングを⾏っています。ヒアリ
ング内容については社内で調査や対応を検討し、結果についてフィードバックを⾏っています。最近では当社の取引先におけるミャンマーでの従
業員に対する人権侵害や、防衛装備品の輸出についてNGOから問い合わせをいただき、調査・回答を⾏いました。

4
エシカル通信簿等ではアンケートに回答し、追加質問に対しても全てお答えしています。また結果発表の場にも参加し、直接ステークホルダー
からのご意⾒を賜りながら、こちらの感想、今後の対応等についてお伝えしています。課題はポイントを絞ったものは少なく、網羅的に対応を確
認されることが多いです。

5 自社に直接関係する人権問題は近年発⽣していない。すべての問い合わせに対しては、広報部門等で誤解である事案も含めて丁寧に説
明し、問い合わせ者の理解を得るようにしている。人権NGO・他社企業と「ビジネスと人権」の社内浸透について対話活動を⾏っている。

6 ⼯場での人権や労働環境に関わる問題。
7 事実確認などを経て、人権への影響に直接･間接を問わず自社が関連している場合は適宜問い合わせ回答などを⾏っている。

8 サプライチェーンにおける人権問題（年少者就労や強制労働、不法移⺠）や環境問題（森林破壊，⽔質汚染）に関する課題を協議し
ている。

9 自社および調達先の人権問題。
10 パーム油農園における児童労働・強制労働などの人権課題についてエンゲージメントを実施している。
11 ⼯場周辺の住⺠に対しては、環境影響を中心に対話の場を定期的に設定している。
12 ⼯事の際の周辺住⺠に対する周知等。
13 海外での現場開設にあたり、現地政府、自治体、地域社会の住⺠との協議、対話を⾏う。

14 弊社でサプライヤーの人権に対し、どのような対応を⾏っているのかに関するアンケート調査であったため、協議等が必要な問い合わせではあり
ませんでした。

15
①グローバル枠組み協定（GFA）の締結者による年⼀回以上の情報交換会、意⾒交換を⾏っている。（主として当社のCSR調達の実施
状況および労働組合からの情報提供など）
②当社グループの国内⼯場が⽴地する地域でリスク・コミュニケーションを実施している。

16 海外法規制への対応。
17 レターや自社HP及びニュースリリースを通じて。
18 自社の事業領域に関係する人権課題について、意⾒交換を⾏っている。

19
当社グループはCSR調達窓口及び各拠点に外部苦情受付窓口などを設置しており、NPO/地域社会からの相談や問い合わせに対応して
おります。先ずは先方の話しをお伺いし、当社としての対応を回答しております。その中で、必要に応じて、協議や対話を継続し、理解を得て
おります。

1 アンケート形式

2 米国NGOのコンサルと協働して当社グループの事業活動における人権リスクアセスメント・インパクトアセスメントを実施しました。人権に関連す
る本社部門・カンパニーにヒアリングを実施し、人権侵害が起こった時の深刻度合と当社における影響⼒を軸としてマッピングを⾏いました。

3 内部監査による確認と評価。
4 サプライヤーとの協働「サプライヤーCSRアンケート」の実施。 グループ内⽣産拠点、及び主要原料調達国の現代奴隷リスク調査、評価。
5 評価対象の管理職に対し調査票を送付し、回答を定量評価してリスクを特定している。

6 ・第三者機関によるCSR監査の受審。
・グループ会社内でのCSR監査の実施。

7 毎年主要10社程度を外部または自社監査を実施。

8 仕入先に対して:調達部門によるサプライヤー評価　自社に対して:事業を⾏っている｢各国の法定最低就業年齢｣｢遵守させるための規定の
有無の確認｣を⾏っている。

9 2013年よりCSR推進団体であるRBA（Responsible Business Alliance）に加盟。　RBAのリスク評価の仕組みである自⼰診断アン
ケートによる評価、及び監査を活用して評価。

10

調達している材料や部品について、人権リスクなどの⾼いと思われる調達品を抽出し、その特定された調達品については、毎年、調達部門と
CSR部が監査を実施している。
また、ある客先から要求された場合は、その出荷製品に係る全ての材料や部品の調達先に対し、人権などに関する同意書の締結を⾏ってい
る。

2-1.A.ウ.「ビジネスと人権」に関しての「NGO/NPO、地域社会」への具体的な対応内容

3-2.D.人権への負の影響の特定・評価・予防・軽減・対処での具体的な評価方法
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11 当社拠点、および、1次調達先に対して自主アセスメントの実施を要請。当社拠点のうち、移⺠労働者リスクの⾼い地域で、人材派遣会社
や労働者への書面調査、インタビューを実施。

12 コンサルの助⾔・参画を経て実施した。リスクデータをもとにリスクの⾼い事業領域・エリアを絞り、その結果に基づいて社内インタビューを⾏うこと
で、インパクトの⾼い領域を特定した。

13
①　外部のリスク分析会社のリスクデータを基に、リスクスコアを算出し、リスクを洗い出し。
②　社内のインタビュー等を経て、①で抽出したリスクについて優先順位づけ。
③　社外の有識者のアドバイスを得て、優先的に対応を取っていくテーマ（リスク）について特定。

14 各事業部および国内外のグループ企業に対して実施しているリスク管理評価活動の中に織り込んで⾏っている。
15 各地域の事業所において認識している人権リスクをリストアップ。
16 CSR監査の実施。

17 RBAの⾏動規範や「国連ビジネスと人権に関する指導原則」を参考に、社外コンサルタント⽀援を受けて調査項目を設定。2016年から国
内グループ会社を対象に調査に取りかかり、2017年以降、海外グループ会社に拡大。

18 CSR調達委員会を調達部門の代表者で組織で、年間4回程度開催しその中で実施している。
19 自社CoCプログラムに基づき、⼦会社の中国現地法人が監査を実施。⽇本本社の品質管理部門と連携してモニタリングを⾏っている。

20 資材、人事部などの関連部署がチェックリストを元に、従業員、サプライヤーに対しヒアリング及び、現地訪問を実施。必要に応じて改善活動
を⾏っている。

21 ビジネスと人権の指導原則並びにOECD発⾏のHRDD手順にならって実施。
22 コンサルティング会社のもつチェックシートを用いて、デスクトップ調査を実施。
23 取引先様への調査票、第二者、第三者監査。

24 CSR本部コンプライアンス推進室が年2回発⾏する⽉次報告書に記入を求め、その内容を評価しています。
その結果を経営層に報告しています。

1 ・パーム油の認証(RSPO)農家と現地NPOとの対話会(インドネシア)。
・責任あるマイカ調達にむけた協議会への参画(インド)。

2 国際政策に精通した外部専門家によるアドバイザリーボードを開催し、人権・環境・医薬品のアクセスに関する助⾔を受けている。

3 コンサルと共にマレーシアのパーム油プランテーション視察及び人権団体や精油企業との対話を実施、現地の現状把握と、自社の今後の対
応の方向性を検討した。

4 国連グローバル・コンパクトに署名し、人権デュー・ディリジェンス分科会に参加。企業としての人権侵害リスクの予防・軽減・対処について、国
連グローバル・コンパクト・ジャパンを中心として企業と取り組んでいる。

5 人権NGO・他社と「ビジネスと人権」の浸透活動について協働している。

6
・教育委員会主催のモノづくり授業として、毎年1800人程度の小学⽣にモノづくりの楽しさを実感してもらっている。
・⾼校主催のJSSF(ジャパン・スーパーサイエンスフェア)に参加し、電⼦部品を活用した授業を世界の⾼校⽣に向け、実施している。
・「ありがと本」の収益を被災地へ寄付。

7 国連グローバル･コンパクトに署名し、ネットワークジャパンの会員として会合やセミナーへの参加の参加。また、インダストリオール(年に1回)や
UAゼンセン(適時)との情報交換の実施。

8 2013年11⽉よりCSR推進団体であるRBA（Responsible Business Alliance）に加盟。　RBAのリスク評価の仕組みである自⼰診
断アンケートによる評価、及び監査を活用して評価。

9 グローバル・コンパクト(国連)の活動に参加し、効果的な人権取り組みの調査、研究、発表を⾏って、自社の取り組みに活かした。
10 労務管理部門・調達部門との意⾒交換会を実施し、優先的に取り組む項目を検討。

11 「ビジネスと人権フォーラム」で、⽇本の⺠間企業としては初めて、当社の人権に関する取組み事例を発表したり、或いは環境NGO団体との
情報交換や団体が企画するセミナーや現地フィールドツアーなどに参加したりして、様々なステークホルダーとの対話を積極的に⾏っている。

12 国際移住機関(IOM)に委託して当社拠点・取引先の人権リスクを調査している。今後トレーニング等の⽀援もお願いする予定。国際労働
期間(ILO)に各地の人権リスク、制度、ILO条約の解釈について助⾔を求めている。

13 パーム油サプライチェーンの改善活動を、マレーシアやインドネシアの課題に通じたNGOと協働で⾏っている。（例︓マレーシアのNGOとのパー
ム油小規模農家⽀援活動を通じて、サプライチェーン上の小規模農家の⽣産性向上と持続可能な農園運営の両⽴⽀援を⾏っている）

14 例えば、「人⾝取引の防⽌」であれば、官庁や国際移住機関（IOM）、国内外の市⺠団体等とも連携したうえで、対策を進めている。
15 製造委託先⼯場（海外）の労使紛争の実情把握のため、IndustriAlLL、UAゼンセン、当社労働組合が現地調査を実施。
16 外部の有識者の意⾒を伺い、対策へ反映を図っています。

3-2.F.予防・軽減・対処の具体的なステークホルダーとの協働の内容
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1 当社は⼥性管理職の人数が⼀般企業に⽐べると低く、⼥性の意⾒を取り入れる機会が少ないため、人権に対してなんらかのリスクが起こりう
る可能性がある。

2 欧米企業と⽐較し、「⻑時間労働」「年令、作業時間⽐例賃⾦」「年功社員による中途入社者に対するハラスメント」の人権リスクが⾼い。

3 ⼥性登用について、⼥性活躍、⼥性管理職登用育成の機会を広げる職域拡大に取組む。パワハラ、セクハラに関して法務部の苦情・クレー
ムの受付対応を充実させる取組みをすすめている。

4 当社では⻑い間、⼥性⼀般職は、職務や職級が硬直的で、能⼒や希望に⾒合ったキャリアを形成できない状況が続いている。(現在、それ
を問題視したうえで、⼥性⼀般職に対する教育・研修を拡充し、より能⼒を活用してもらえるための施策をスタートさせている)

5
設問項目についてはグローバル化において全て人権リスクになり得ると懸念しています。多様性への配慮や労務管理については国内外の各会
社で個別に対応を⾏っておりますが、今後ますますグローバル化が進むにあたり、今まで⾒落とされてきた少数派への対応や今までの慣⾏に対
する問題提起がされると考えています。

6 そもそもの業界の構造的に、⼥性⽐率が低いため、積極的な登用等が難しい面がある。

7 グローバル化に伴い、労働に関する人の認識が変わってきているが、変化を認識していない従業員が残っている。すべての職場でLGBTに考
慮した職場環境になっておらず、今後人権リスクとなりうると考えている

8 設問項目については、すでに認識している。

9
・外国人の労働問題は、労働人口の増加に伴い、多くの方が在職されている。その中で、⽣活環境の違い、考え方の違いを理解できず彼ら
の人権を知らず知らずのうちに害してしまうことが懸念される。・LGBTは、カミングアウトされてない方がどのような環境にいらっしゃるのか、また、
カミングアウトできる社内風⼟をいかに構築していくか、懸念される。

10 グローバル化に伴い、外国人労働者が増えてくる中で、⽂化や慣習、宗教等の違いに対応する会社としての対応。また、理解不⾜により、結
果として人権侵害としてしまっていたという事象が⽣じてしまうかもしれないことを懸念。

11 1.⼥性管理職⽐率8%(目標15%)。2.適正な労働時間管理の定着。3.毎年発⽣するハラスメント案件。4.海外より技能実習制度自
体が奴隷制度との指摘。5.障がい者雇用⽐率未達。

12

･労働時間に関する⽇本の法規制が国際基準に⾒合っていない現状(週間総労働時間が60時間未満)では、グローバル視点では人権問
題と⾔われる可能性あり。
･外国人労働者の処遇や労働条件に関する議論が不十分な中で、外国人労働者の受入れ拡大法案の可決を目前に控えており、リスクで
ある。

13 ･国際的に問題視されている⽇本の技能実習⽣の制度であるが、現在も入管法の改定がされている中、今後どのように改定され、それに対
応していくか。

14 パワハラやセクハラについては、当人の軽い⾔動が自社にとって⾼いリスクとなる事を認識している。セクハラについてはある程度周知されている
が、パワハラについては理解深度にばらつきがあると想定し、本年度秋に管理職を対象としてパワハラ研修を実施した。

15 人種、地域により捉え方が違うために大きな問題へ発展する可能性がある。
16 多様な人々に対して、内容的に差がないような処遇を具体的にどのようにとるかが課題である。

17 ⼥性社員⽐率は全体の10〜12％程度と低い⽔準であり、⼥性管理職⽐率も2〜3%程度と、⼥性活躍推進の取組みに遅れがあると認
識している。

18 セクハラ等のジェンダー問題や⻑時間労働の問題はリスクとなり得ると考えている。そのため、ダイバーシティや働き方改⾰、労働安全衛⽣につ
いては、ESG経営の重点テーマとして推進している。

19 グローバルにビジネスを展開しているため、人種・国籍・宗教等に関する人権リスクがある。

20 サービス業として多様なお客様に接するうえで、LGBTや宗教に対する、従業員の側の理解の不⾜が懸念される。また、障がいのある方に対し
ては、ハード面（空港等の施設面）での不⾜を懸念する。社内においては、パワハラに対する更なる対策の強化が求められる。

21 現在はKPIを設定して取り組んでいるものの、今後は要求基準のレベルアップが予想される。
22 法の定める障がい者雇用数を満たせず、また十分に活用する手法等も未確⽴。
23 国内の常識と海外の常識のズレがあるから。
24 外国人の⻑時間労働などには特に注意を払い対応していくべきと認識している。

25 ・宗教への対応については、不十分ではない。
・LGBTについては、施設面の対応が十分ではない。

26 今後の事業拡大に伴う、労働者の多様化により問題が顕在化する可能性がある。

1 「つながらない権利」への対応(就業時間外の社員コミュニケーション)。
2 IoT進展による個人情報のひとり歩き。
3 現状は考えていない。
4 社会⽣活における予測可能性の減少　人間としての自律性の低減、⾒えにくい格差の拡大。

3-3.C.グローバル化に伴い懸念される人権リスクについての具体的な内容

3-3.E.新しいテクノロジーが及ぼす人権への影響について、懸念しているリスク
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11 当社拠点、および、1次調達先に対して自主アセスメントの実施を要請。当社拠点のうち、移⺠労働者リスクの⾼い地域で、人材派遣会社
や労働者への書面調査、インタビューを実施。

12 コンサルの助⾔・参画を経て実施した。リスクデータをもとにリスクの⾼い事業領域・エリアを絞り、その結果に基づいて社内インタビューを⾏うこと
で、インパクトの⾼い領域を特定した。

13
①　外部のリスク分析会社のリスクデータを基に、リスクスコアを算出し、リスクを洗い出し。
②　社内のインタビュー等を経て、①で抽出したリスクについて優先順位づけ。
③　社外の有識者のアドバイスを得て、優先的に対応を取っていくテーマ（リスク）について特定。

14 各事業部および国内外のグループ企業に対して実施しているリスク管理評価活動の中に織り込んで⾏っている。
15 各地域の事業所において認識している人権リスクをリストアップ。
16 CSR監査の実施。

17 RBAの⾏動規範や「国連ビジネスと人権に関する指導原則」を参考に、社外コンサルタント⽀援を受けて調査項目を設定。2016年から国
内グループ会社を対象に調査に取りかかり、2017年以降、海外グループ会社に拡大。

18 CSR調達委員会を調達部門の代表者で組織で、年間4回程度開催しその中で実施している。
19 自社CoCプログラムに基づき、⼦会社の中国現地法人が監査を実施。⽇本本社の品質管理部門と連携してモニタリングを⾏っている。

20 資材、人事部などの関連部署がチェックリストを元に、従業員、サプライヤーに対しヒアリング及び、現地訪問を実施。必要に応じて改善活動
を⾏っている。

21 ビジネスと人権の指導原則並びにOECD発⾏のHRDD手順にならって実施。
22 コンサルティング会社のもつチェックシートを用いて、デスクトップ調査を実施。
23 取引先様への調査票、第二者、第三者監査。

24 CSR本部コンプライアンス推進室が年2回発⾏する⽉次報告書に記入を求め、その内容を評価しています。
その結果を経営層に報告しています。

1 ・パーム油の認証(RSPO)農家と現地NPOとの対話会(インドネシア)。
・責任あるマイカ調達にむけた協議会への参画(インド)。

2 国際政策に精通した外部専門家によるアドバイザリーボードを開催し、人権・環境・医薬品のアクセスに関する助⾔を受けている。

3 コンサルと共にマレーシアのパーム油プランテーション視察及び人権団体や精油企業との対話を実施、現地の現状把握と、自社の今後の対
応の方向性を検討した。

4 国連グローバル・コンパクトに署名し、人権デュー・ディリジェンス分科会に参加。企業としての人権侵害リスクの予防・軽減・対処について、国
連グローバル・コンパクト・ジャパンを中心として企業と取り組んでいる。

5 人権NGO・他社と「ビジネスと人権」の浸透活動について協働している。

6
・教育委員会主催のモノづくり授業として、毎年1800人程度の小学⽣にモノづくりの楽しさを実感してもらっている。
・⾼校主催のJSSF(ジャパン・スーパーサイエンスフェア)に参加し、電⼦部品を活用した授業を世界の⾼校⽣に向け、実施している。
・「ありがと本」の収益を被災地へ寄付。

7 国連グローバル･コンパクトに署名し、ネットワークジャパンの会員として会合やセミナーへの参加の参加。また、インダストリオール(年に1回)や
UAゼンセン(適時)との情報交換の実施。

8 2013年11⽉よりCSR推進団体であるRBA（Responsible Business Alliance）に加盟。　RBAのリスク評価の仕組みである自⼰診
断アンケートによる評価、及び監査を活用して評価。

9 グローバル・コンパクト(国連)の活動に参加し、効果的な人権取り組みの調査、研究、発表を⾏って、自社の取り組みに活かした。
10 労務管理部門・調達部門との意⾒交換会を実施し、優先的に取り組む項目を検討。

11 「ビジネスと人権フォーラム」で、⽇本の⺠間企業としては初めて、当社の人権に関する取組み事例を発表したり、或いは環境NGO団体との
情報交換や団体が企画するセミナーや現地フィールドツアーなどに参加したりして、様々なステークホルダーとの対話を積極的に⾏っている。

12 国際移住機関(IOM)に委託して当社拠点・取引先の人権リスクを調査している。今後トレーニング等の⽀援もお願いする予定。国際労働
期間(ILO)に各地の人権リスク、制度、ILO条約の解釈について助⾔を求めている。

13 パーム油サプライチェーンの改善活動を、マレーシアやインドネシアの課題に通じたNGOと協働で⾏っている。（例︓マレーシアのNGOとのパー
ム油小規模農家⽀援活動を通じて、サプライチェーン上の小規模農家の⽣産性向上と持続可能な農園運営の両⽴⽀援を⾏っている）

14 例えば、「人⾝取引の防⽌」であれば、官庁や国際移住機関（IOM）、国内外の市⺠団体等とも連携したうえで、対策を進めている。
15 製造委託先⼯場（海外）の労使紛争の実情把握のため、IndustriAlLL、UAゼンセン、当社労働組合が現地調査を実施。
16 外部の有識者の意⾒を伺い、対策へ反映を図っています。

3-2.F.予防・軽減・対処の具体的なステークホルダーとの協働の内容

4

1 当社は⼥性管理職の人数が⼀般企業に⽐べると低く、⼥性の意⾒を取り入れる機会が少ないため、人権に対してなんらかのリスクが起こりう
る可能性がある。

2 欧米企業と⽐較し、「⻑時間労働」「年令、作業時間⽐例賃⾦」「年功社員による中途入社者に対するハラスメント」の人権リスクが⾼い。

3 ⼥性登用について、⼥性活躍、⼥性管理職登用育成の機会を広げる職域拡大に取組む。パワハラ、セクハラに関して法務部の苦情・クレー
ムの受付対応を充実させる取組みをすすめている。

4 当社では⻑い間、⼥性⼀般職は、職務や職級が硬直的で、能⼒や希望に⾒合ったキャリアを形成できない状況が続いている。(現在、それ
を問題視したうえで、⼥性⼀般職に対する教育・研修を拡充し、より能⼒を活用してもらえるための施策をスタートさせている)

5
設問項目についてはグローバル化において全て人権リスクになり得ると懸念しています。多様性への配慮や労務管理については国内外の各会
社で個別に対応を⾏っておりますが、今後ますますグローバル化が進むにあたり、今まで⾒落とされてきた少数派への対応や今までの慣⾏に対
する問題提起がされると考えています。

6 そもそもの業界の構造的に、⼥性⽐率が低いため、積極的な登用等が難しい面がある。

7 グローバル化に伴い、労働に関する人の認識が変わってきているが、変化を認識していない従業員が残っている。すべての職場でLGBTに考
慮した職場環境になっておらず、今後人権リスクとなりうると考えている

8 設問項目については、すでに認識している。

9
・外国人の労働問題は、労働人口の増加に伴い、多くの方が在職されている。その中で、⽣活環境の違い、考え方の違いを理解できず彼ら
の人権を知らず知らずのうちに害してしまうことが懸念される。・LGBTは、カミングアウトされてない方がどのような環境にいらっしゃるのか、また、
カミングアウトできる社内風⼟をいかに構築していくか、懸念される。

10 グローバル化に伴い、外国人労働者が増えてくる中で、⽂化や慣習、宗教等の違いに対応する会社としての対応。また、理解不⾜により、結
果として人権侵害としてしまっていたという事象が⽣じてしまうかもしれないことを懸念。

11 1.⼥性管理職⽐率8%(目標15%)。2.適正な労働時間管理の定着。3.毎年発⽣するハラスメント案件。4.海外より技能実習制度自
体が奴隷制度との指摘。5.障がい者雇用⽐率未達。

12

･労働時間に関する⽇本の法規制が国際基準に⾒合っていない現状(週間総労働時間が60時間未満)では、グローバル視点では人権問
題と⾔われる可能性あり。
･外国人労働者の処遇や労働条件に関する議論が不十分な中で、外国人労働者の受入れ拡大法案の可決を目前に控えており、リスクで
ある。

13 ･国際的に問題視されている⽇本の技能実習⽣の制度であるが、現在も入管法の改定がされている中、今後どのように改定され、それに対
応していくか。

14 パワハラやセクハラについては、当人の軽い⾔動が自社にとって⾼いリスクとなる事を認識している。セクハラについてはある程度周知されている
が、パワハラについては理解深度にばらつきがあると想定し、本年度秋に管理職を対象としてパワハラ研修を実施した。

15 人種、地域により捉え方が違うために大きな問題へ発展する可能性がある。
16 多様な人々に対して、内容的に差がないような処遇を具体的にどのようにとるかが課題である。

17 ⼥性社員⽐率は全体の10〜12％程度と低い⽔準であり、⼥性管理職⽐率も2〜3%程度と、⼥性活躍推進の取組みに遅れがあると認
識している。

18 セクハラ等のジェンダー問題や⻑時間労働の問題はリスクとなり得ると考えている。そのため、ダイバーシティや働き方改⾰、労働安全衛⽣につ
いては、ESG経営の重点テーマとして推進している。

19 グローバルにビジネスを展開しているため、人種・国籍・宗教等に関する人権リスクがある。

20 サービス業として多様なお客様に接するうえで、LGBTや宗教に対する、従業員の側の理解の不⾜が懸念される。また、障がいのある方に対し
ては、ハード面（空港等の施設面）での不⾜を懸念する。社内においては、パワハラに対する更なる対策の強化が求められる。

21 現在はKPIを設定して取り組んでいるものの、今後は要求基準のレベルアップが予想される。
22 法の定める障がい者雇用数を満たせず、また十分に活用する手法等も未確⽴。
23 国内の常識と海外の常識のズレがあるから。
24 外国人の⻑時間労働などには特に注意を払い対応していくべきと認識している。

25 ・宗教への対応については、不十分ではない。
・LGBTについては、施設面の対応が十分ではない。

26 今後の事業拡大に伴う、労働者の多様化により問題が顕在化する可能性がある。

1 「つながらない権利」への対応(就業時間外の社員コミュニケーション)。
2 IoT進展による個人情報のひとり歩き。
3 現状は考えていない。
4 社会⽣活における予測可能性の減少　人間としての自律性の低減、⾒えにくい格差の拡大。

3-3.C.グローバル化に伴い懸念される人権リスクについての具体的な内容

3-3.E.新しいテクノロジーが及ぼす人権への影響について、懸念しているリスク
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5 AI等の活用により固定観念や偏⾒が反映されやすくなることによる差別(特定層の採用や商品提供の拒否、犯人視)、IoTによる私的な領
域の情報収集や干渉、自動化した製品の人権侵害責任の所在など。

6 サイバーテロなどによる、顧客や当社従業員の個人情報漏洩。

7 AI等の活用で当社の製品が意図に反して人権侵害を⾏ってしまうケースについて懸念しています。またロボットなど、自動化した製品が人権
侵害につながる⾏動を起こした際の責任の所在についても懸念しています。

8 サプライチェーンマネジメントにおける、労働者の個人情報登録等、労働者の理解を得るところ。

9 BtoBビジネスが半数以上を占めるため、自社の新しいテクノロジーが直接的に人権に影響を与えることはないと考えているが、自社の製品を
使用した最終製品(新しいテクノロジー)が人権に影響を与えることも起こりうると認識している。

10
・カメラ監視による人物特定が、個人のプライバシー保護の観点において、⽣活者の不安感を惹起する可能性がある。
・AI（人⼯知能）による自動学習・自動判断が、差別などの人権侵害を惹起する可能性や、人権侵害の責任所在を不明確にする可能
性がある。

11 AI等の活用が広がってゆくなか、個人の情報の流出やSNSなどへの意図しない偏⾒の流出など。

12
･AI等で、こちらが意図しない形での固定観念や偏⾒が反映され、その情報を製品やサービスに用いることにより人権侵害に加担したとみなさ
れること。･監視カメラや位置情報収集によるプライバシー侵害、個人情報の保護等･SNSで気軽に情報発信が出来るようになり表現等を熟
考せず発信し、それが差別的発⾔に繋がる等。

13 CASEの発展による個人情報の流出。
14 何が真実で何がフェイクかが分からずに、同調、協調し差別的指向(思考)が⾼められ、固定概念や偏⾒を強くもってしまうこと。
15 AI等の活用による判断にアルゴリズムに基づく差別など人権侵害が含まれる懸念がある。

16 ①ビッグデータ活用上のプライバシー情報の流出、悪用懸念。②悪意あるデータ書き換えにより、誤った経営判断、人事、経理がなされ、事
業運営が脅かされること。

17 さまざまなIoT技術導入による多様な情報の流出。
18 AI推進を始めたところであり、人権への影響の有無については今後の検討テーマである。
19 貧困・経済格差によるデジタルディバイド。

20 今後、タレントマネジメント等にAI等のテクノロジーが進出すると考えられるが、人事上の選定過程がブラックボックス化することによる、人間に
とって納得感の得にくい結論となる懸念がある。

21 新しいテクノロジーは現状、機会として認識している。
22 AI等の活用により固定観念や偏⾒が反映されやすくなることによる差別。

23 現状特定のリスクを想定していないが、今後AI・IoTを活用したビジネスを展開する際には、従来の人権リスクに加え、新しいテクノロジーが及
ぼす人権リスクについても十分に検討したいと考えている。

1 通報内容は、リスクマネジメント部門および担当役員に連絡され、情報提供者の保護と併せて対応策が検討され、改善アクションが実施され
る。

2 通報窓口(社内通報制度)を制度化し、周知済み。
3 経営トップ主導の下、全社で不適正につながる可能性のある業務の⾒直しを実施し、改善に取り組んだ。

4 コンプライアンス委員会に通報及び対応結果、評価の議論、報告がなされ、再発防⽌を⾏っている。コンプライアンス委員会は代表取締役
社⻑が委員⻑である。

5 受付窓口から経営トップへ報告し、外部専門家に相談の上、対処します。
6 社⻑を含めた社内組織で検討・調査・解決までを⾏っている。事案によっては弁護⼠の手も借りている。
7 パワーハラスメントに該当するケースがあり、事実関係を調査の上、当事者の処分も含めた適切な措置を⾏った。
8 企業倫理委員会(経営層、組合代表、社外委員で構成)に付議し、ケースによっては追跡評価を実施。
9 通報内容により対処方法は多岐にわたるので、記載を差し控えます。

10
重要な通報については当該部署や関係部署を交えて協議を⾏い、対処方法については外部に窓口を設置する「コンプライアンス報告・相談
制度」を担当する外部弁護⼠に相談・報告を⾏っています。また、経営層への報告については半期に1回開催する「CSR委員会」で具体的
な内容・対処方法について報告を⾏っています。

11 1.通報に基づき、コンプライアンス室が事実確認・調査を実施。
2.社外の弁護⼠を含むコンプライアンス委員会において対処及び再発防⽌策を審議。

12 外部機関で受付け、匿名性加⼯してから社内窓口で受理、調査委員会で事実確認し、問題が特定された場合、当該部署もしくは当該者
へ対応する。必要に応じ懲罰委員会を開催し、処分を決定する。通報者へ対応を報告し、1ヶ⽉後に報復有無を確認し終了。

13 CSR部門(法務課)において受理の後、秘密保持の観点から最小限度の共有範囲に留めつつ、適切な措置を講じることとしている。
14 事実内容の確認(本人、関係者)　経営層への報告、対処の検討。

15 守秘義務を課したうえ、関係者への聞き取りを⾏い、問題の解決を図る。その際、対⽴する意⾒をすべて公平に判定するように努めるととも
に、対応後の再発防⽌にも配慮している。

16 通報があった場合は事実関係を調査し、社内基準に従い対処している。

3-4.F.重要な通報への対処の方法についての具体例
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17 経営層(コンプライアンス委員⻑)へ報告し、当該経営層により選任された調査担当部門による調査を実施し、確認された事実関係をもと
に、改善措置等を検討する。

18 得意先との不適切な関係、不適切な福利厚⽣利用、ハラスメント案件。
19 違反事例など重要な事例があった場合は、応急措置を取るとともに、恒久措置も取り、⻑期的に状況を確認している。
20 リスク所管部署、関係者を緊急招集し事案対応協議、対応する。
21 通報内容については秘密を保ち、通報者に不利益を与えないよう配慮しながら調査などを実施し、早期改善を当該部署に指⽰。

22 法務部、CC（コーポレートコミュニケーション）部で通報を受付→関係部署と協議→対応部署を決め、FACTFINDING→当事者と面談
→事実確認→対応検討(懲戒、救済、是正)→経過観察→案件処理　完了判断→完了。

23 顧客の安全・安心に関する通報は、最優先事項として対処している。

24 重要な通報案件が発⽣した場合、直ぐに所管部署が調査・対応にあたる仕組みが構築されており、且つ四半期にコンプライアンス委員会が
開催され、経営層や全事業部にも報告、周知、協議する仕組みがある。

25

＜パーム油サプライチェーン＞2018年5⽉、グリーバンスメカニズムを構築・公表しました。これはステークホルダーから当社グループに提起され
た問題について、弊社が策定した「責任あるパーム油調達方針」に基づき対応しています。透明性をもってグリーバンスに対応するため、当社
グループウェブサイトに「グリーバンスWEBページ（英語）」を設置して対応しています。＜従業員向け内部通報制度＞国内外の従業員向
けの内部通報窓口を設置しています。社外弁護⼠への通報ルートも設けています。

26 メーラーによるアナログ追跡。
27 通報無し。投資家からの通報があった場合には、記録を作成し、社内で経営まで回覧。必要に応じて、対処。

28 CSR委員会　企業倫理・コンプライアンス部会事務局が関係部門の協⼒を得ながら調査する。部会⻑を社⻑が務めており、適宜社⻑や監
査役会に調査経過、結果を報告する。

29 会社の経営に重大な影響のある通報と通報窓口責任者が認めたときは、役員会等に報告を⾏う。

30
内部通報窓口は３つ設けており、社内は法務部コンプライアンスグループ、社外として弁護⼠事務所、及び常勤監査役が受付けている。
窓口が受付けた通報は、コンプライアンス委員会事務局が、各部署・各グループ会社で配置されているコンプライアンス推進責任者と連携し
調査を⾏う。調査結果はコンプライアンス委員会で精査・判断される。

31

コンプライアンス報告・相談窓口で受けた後、
１）チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)に伝達・報告
２）調査開始・分析
３）CCOの指⽰・承認の下、対応先を実⾏
４）(顕名通報の場合)希望者には対応内容をフィードバック
５）(顕名通報の場合)報復がなかったかの確認

32 ・内部通報制度
・ハラスメント相談窓口（社内・社外）

33

重要な通報に関する報告は、倫理・コンプライアンス委員会委員⻑（経営層）へ報告される。委員⻑は、委員会及び必要と思われる関係
者に相談内容の調査を指⽰し、委員会は相談の内容を速やかに調査し、事実関係を確認(顧問弁護⼠によるヒアリングも⾏い、法務上の
確認を実施）した上で、必要な対応策、再発防⽌策などを委員⻑・社⻑に報告する。社⻑は適時適切に、事実関係、原因、対策、再発
防⽌策について内外に公開する。

34 関係者によるヒアリング等、事実確認に努め、必要な是正措置等を講じる。
35 事実関係の確認および通報者へのフィードバック。

36
通報内容を担当役員に報告し、対処方針を決めた上で、通報者に対するヒアリングに加え、周囲に対してもヒアリングを⾏い、適切に事実確
認を⾏った。
事実と認められたため、外部専門家のアドバイスも参考にして、社内処分を⾏った。

1 ・企業倫理研修のプログラムに組み込んでいる。
・世界人権デー(12⽉)で担当役員から社員へのメッセージをWeb掲載。・グループ企業全体での社員のeラーニング(予定)。

2 社内ポータルサイトにて経営トップからのコメントを掲載。
3 社内での人権リスクを含めた教習所講座を開催し、社員研修、実務対応の共有化を図っている。
4 全社員(国内)対象とする人権の社内研修を実施。

5 グローバル憲章共有活動を通じ、グローバルでの問題意識を⾼め、啓発する機会を設けている(17年度は年間3,000人に対する直接のワー
クショップをグローバルに展開)。

6 コンプライアンス教育の⼀環で実施している。
7 外部コンサルを導入し、人権デュー・デリジェンスを実施、社内外の課題を洗い出し、部門毎に対応の計画を⽴て進捗を確認している。
8 複数テーマについて、定期的な社内研修を実施している。

9 年1回、①全役員向け、②社員全員向け、③新入社員向け、④海外赴任者向けの「人権啓発研修」を実施し、eラーニングなどのツールも
用いながら、ビジネスと人権に関わるテーマも持ち込んでいる。

4-3.A.「ビジネスと人権」の社内浸透における具体的な取り組みや工夫について
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5 AI等の活用により固定観念や偏⾒が反映されやすくなることによる差別(特定層の採用や商品提供の拒否、犯人視)、IoTによる私的な領
域の情報収集や干渉、自動化した製品の人権侵害責任の所在など。

6 サイバーテロなどによる、顧客や当社従業員の個人情報漏洩。

7 AI等の活用で当社の製品が意図に反して人権侵害を⾏ってしまうケースについて懸念しています。またロボットなど、自動化した製品が人権
侵害につながる⾏動を起こした際の責任の所在についても懸念しています。

8 サプライチェーンマネジメントにおける、労働者の個人情報登録等、労働者の理解を得るところ。

9 BtoBビジネスが半数以上を占めるため、自社の新しいテクノロジーが直接的に人権に影響を与えることはないと考えているが、自社の製品を
使用した最終製品(新しいテクノロジー)が人権に影響を与えることも起こりうると認識している。

10
・カメラ監視による人物特定が、個人のプライバシー保護の観点において、⽣活者の不安感を惹起する可能性がある。
・AI（人⼯知能）による自動学習・自動判断が、差別などの人権侵害を惹起する可能性や、人権侵害の責任所在を不明確にする可能
性がある。

11 AI等の活用が広がってゆくなか、個人の情報の流出やSNSなどへの意図しない偏⾒の流出など。

12
･AI等で、こちらが意図しない形での固定観念や偏⾒が反映され、その情報を製品やサービスに用いることにより人権侵害に加担したとみなさ
れること。･監視カメラや位置情報収集によるプライバシー侵害、個人情報の保護等･SNSで気軽に情報発信が出来るようになり表現等を熟
考せず発信し、それが差別的発⾔に繋がる等。

13 CASEの発展による個人情報の流出。
14 何が真実で何がフェイクかが分からずに、同調、協調し差別的指向(思考)が⾼められ、固定概念や偏⾒を強くもってしまうこと。
15 AI等の活用による判断にアルゴリズムに基づく差別など人権侵害が含まれる懸念がある。

16 ①ビッグデータ活用上のプライバシー情報の流出、悪用懸念。②悪意あるデータ書き換えにより、誤った経営判断、人事、経理がなされ、事
業運営が脅かされること。

17 さまざまなIoT技術導入による多様な情報の流出。
18 AI推進を始めたところであり、人権への影響の有無については今後の検討テーマである。
19 貧困・経済格差によるデジタルディバイド。

20 今後、タレントマネジメント等にAI等のテクノロジーが進出すると考えられるが、人事上の選定過程がブラックボックス化することによる、人間に
とって納得感の得にくい結論となる懸念がある。

21 新しいテクノロジーは現状、機会として認識している。
22 AI等の活用により固定観念や偏⾒が反映されやすくなることによる差別。

23 現状特定のリスクを想定していないが、今後AI・IoTを活用したビジネスを展開する際には、従来の人権リスクに加え、新しいテクノロジーが及
ぼす人権リスクについても十分に検討したいと考えている。

1 通報内容は、リスクマネジメント部門および担当役員に連絡され、情報提供者の保護と併せて対応策が検討され、改善アクションが実施され
る。

2 通報窓口(社内通報制度)を制度化し、周知済み。
3 経営トップ主導の下、全社で不適正につながる可能性のある業務の⾒直しを実施し、改善に取り組んだ。

4 コンプライアンス委員会に通報及び対応結果、評価の議論、報告がなされ、再発防⽌を⾏っている。コンプライアンス委員会は代表取締役
社⻑が委員⻑である。

5 受付窓口から経営トップへ報告し、外部専門家に相談の上、対処します。
6 社⻑を含めた社内組織で検討・調査・解決までを⾏っている。事案によっては弁護⼠の手も借りている。
7 パワーハラスメントに該当するケースがあり、事実関係を調査の上、当事者の処分も含めた適切な措置を⾏った。
8 企業倫理委員会(経営層、組合代表、社外委員で構成)に付議し、ケースによっては追跡評価を実施。
9 通報内容により対処方法は多岐にわたるので、記載を差し控えます。

10
重要な通報については当該部署や関係部署を交えて協議を⾏い、対処方法については外部に窓口を設置する「コンプライアンス報告・相談
制度」を担当する外部弁護⼠に相談・報告を⾏っています。また、経営層への報告については半期に1回開催する「CSR委員会」で具体的
な内容・対処方法について報告を⾏っています。

11 1.通報に基づき、コンプライアンス室が事実確認・調査を実施。
2.社外の弁護⼠を含むコンプライアンス委員会において対処及び再発防⽌策を審議。

12 外部機関で受付け、匿名性加⼯してから社内窓口で受理、調査委員会で事実確認し、問題が特定された場合、当該部署もしくは当該者
へ対応する。必要に応じ懲罰委員会を開催し、処分を決定する。通報者へ対応を報告し、1ヶ⽉後に報復有無を確認し終了。

13 CSR部門(法務課)において受理の後、秘密保持の観点から最小限度の共有範囲に留めつつ、適切な措置を講じることとしている。
14 事実内容の確認(本人、関係者)　経営層への報告、対処の検討。

15 守秘義務を課したうえ、関係者への聞き取りを⾏い、問題の解決を図る。その際、対⽴する意⾒をすべて公平に判定するように努めるととも
に、対応後の再発防⽌にも配慮している。

16 通報があった場合は事実関係を調査し、社内基準に従い対処している。

3-4.F.重要な通報への対処の方法についての具体例
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17 経営層(コンプライアンス委員⻑)へ報告し、当該経営層により選任された調査担当部門による調査を実施し、確認された事実関係をもと
に、改善措置等を検討する。

18 得意先との不適切な関係、不適切な福利厚⽣利用、ハラスメント案件。
19 違反事例など重要な事例があった場合は、応急措置を取るとともに、恒久措置も取り、⻑期的に状況を確認している。
20 リスク所管部署、関係者を緊急招集し事案対応協議、対応する。
21 通報内容については秘密を保ち、通報者に不利益を与えないよう配慮しながら調査などを実施し、早期改善を当該部署に指⽰。

22 法務部、CC（コーポレートコミュニケーション）部で通報を受付→関係部署と協議→対応部署を決め、FACTFINDING→当事者と面談
→事実確認→対応検討(懲戒、救済、是正)→経過観察→案件処理　完了判断→完了。

23 顧客の安全・安心に関する通報は、最優先事項として対処している。

24 重要な通報案件が発⽣した場合、直ぐに所管部署が調査・対応にあたる仕組みが構築されており、且つ四半期にコンプライアンス委員会が
開催され、経営層や全事業部にも報告、周知、協議する仕組みがある。

25

＜パーム油サプライチェーン＞2018年5⽉、グリーバンスメカニズムを構築・公表しました。これはステークホルダーから当社グループに提起され
た問題について、弊社が策定した「責任あるパーム油調達方針」に基づき対応しています。透明性をもってグリーバンスに対応するため、当社
グループウェブサイトに「グリーバンスWEBページ（英語）」を設置して対応しています。＜従業員向け内部通報制度＞国内外の従業員向
けの内部通報窓口を設置しています。社外弁護⼠への通報ルートも設けています。

26 メーラーによるアナログ追跡。
27 通報無し。投資家からの通報があった場合には、記録を作成し、社内で経営まで回覧。必要に応じて、対処。

28 CSR委員会　企業倫理・コンプライアンス部会事務局が関係部門の協⼒を得ながら調査する。部会⻑を社⻑が務めており、適宜社⻑や監
査役会に調査経過、結果を報告する。

29 会社の経営に重大な影響のある通報と通報窓口責任者が認めたときは、役員会等に報告を⾏う。

30
内部通報窓口は３つ設けており、社内は法務部コンプライアンスグループ、社外として弁護⼠事務所、及び常勤監査役が受付けている。
窓口が受付けた通報は、コンプライアンス委員会事務局が、各部署・各グループ会社で配置されているコンプライアンス推進責任者と連携し
調査を⾏う。調査結果はコンプライアンス委員会で精査・判断される。

31

コンプライアンス報告・相談窓口で受けた後、
１）チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)に伝達・報告
２）調査開始・分析
３）CCOの指⽰・承認の下、対応先を実⾏
４）(顕名通報の場合)希望者には対応内容をフィードバック
５）(顕名通報の場合)報復がなかったかの確認

32 ・内部通報制度
・ハラスメント相談窓口（社内・社外）

33

重要な通報に関する報告は、倫理・コンプライアンス委員会委員⻑（経営層）へ報告される。委員⻑は、委員会及び必要と思われる関係
者に相談内容の調査を指⽰し、委員会は相談の内容を速やかに調査し、事実関係を確認(顧問弁護⼠によるヒアリングも⾏い、法務上の
確認を実施）した上で、必要な対応策、再発防⽌策などを委員⻑・社⻑に報告する。社⻑は適時適切に、事実関係、原因、対策、再発
防⽌策について内外に公開する。

34 関係者によるヒアリング等、事実確認に努め、必要な是正措置等を講じる。
35 事実関係の確認および通報者へのフィードバック。

36
通報内容を担当役員に報告し、対処方針を決めた上で、通報者に対するヒアリングに加え、周囲に対してもヒアリングを⾏い、適切に事実確
認を⾏った。
事実と認められたため、外部専門家のアドバイスも参考にして、社内処分を⾏った。

1 ・企業倫理研修のプログラムに組み込んでいる。
・世界人権デー(12⽉)で担当役員から社員へのメッセージをWeb掲載。・グループ企業全体での社員のeラーニング(予定)。

2 社内ポータルサイトにて経営トップからのコメントを掲載。
3 社内での人権リスクを含めた教習所講座を開催し、社員研修、実務対応の共有化を図っている。
4 全社員(国内)対象とする人権の社内研修を実施。

5 グローバル憲章共有活動を通じ、グローバルでの問題意識を⾼め、啓発する機会を設けている(17年度は年間3,000人に対する直接のワー
クショップをグローバルに展開)。

6 コンプライアンス教育の⼀環で実施している。
7 外部コンサルを導入し、人権デュー・デリジェンスを実施、社内外の課題を洗い出し、部門毎に対応の計画を⽴て進捗を確認している。
8 複数テーマについて、定期的な社内研修を実施している。

9 年1回、①全役員向け、②社員全員向け、③新入社員向け、④海外赴任者向けの「人権啓発研修」を実施し、eラーニングなどのツールも
用いながら、ビジネスと人権に関わるテーマも持ち込んでいる。

4-3.A.「ビジネスと人権」の社内浸透における具体的な取り組みや工夫について
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10 グローバルで管理職全員を対象としたワークショップを年1回実施している。

11 毎年10⽉をCSR⽉間とし、CSR室が主管となり教育を⾏っている。また、毎年1回全者委員会より労働・倫理eラーニングを⾏い、教育を実
施。会社ホームページや社内イントラネットを用い、トップより発⾏を⾏っており、浸透をはかっている。

12 倫理綱領の配布、スマホへのインストール等での徹底。

13 ･なるべく事例などを用いて、業務と人権を関連してイメージしてもらえるようにしている。･トップメッセージを年1回、メールにて各役員/従業員
に直接配信。

14 調達に関連する従業員とサプライヤーの双方によるCSR勉強会。
15 ESGの取り組みを中期経営計画に記載。

16 経営トップの認識を⾼めるため、当社の現状把握と対応策の検討を⾏っている段階。経営トップの合意を得られれば、社内浸透を⾏う予
定。

17
・「ビジネスと人権に関する教材ビデオ」を⽇本語・英語・中国語で作成し、社内イントラに掲載すると共に、社内研修で使用、社内浸透を
図っている。・各グループ会社に設置している「リスクマネジメント委員会」に対して、ビジネスと人権に関する社会の動きや考慮すべき人権リス
クについて、本社CSR部門が定期的に説明している。

18 ・毎年テーマを変えて、eラーニングをグループ全社員必須受講として実施（グループ各社の業績にも連動）。
・新入社員研修や新任管理職研修等の集合教育の場を活用して啓発。

19 各拠点でのコンプライアンス研修。

20 2018年に国連・グローバルコンパクトに署名した際、社内通達で周知徹底し、国内グループ企業に対しては認証のコピーを郵送で配付し
た。

21 ⽣産部門担当者へ、定期的にCSRモニタリングの結果共有を⾏っています。
22 社内のCode of Ethicsに基づき、会社としてあるべ⾏動様式として研修実施。
23 全社員対象のeラーニングのほか、担当部門が各拠点で講習会を実施している。

24
全社を対象に、社外講師を招聘したCSRの基礎的な知識向上を目的としたCSR講演会、サステナビリティ潮流としてのESG分野における世
界的または産業別の課題やSDGsなどに関する社内勉強会を開催。また階層別研修として、経営層、部⻑級、CSR推進担当者に対する
セミナーを実施。そのた、社内におけるトピックス的なCSR活動をレポートし定期刊⾏物（原則⽉1回以上）を発⾏するなどを⾏っている。

25 海外赴任者向けコンプライアンス講習会を実施している。

26 ・人権啓発活動
・社内研修

27
・人権方針の公開
・eラーニング研修
・自社リスクアセスメント

28 ・ハラスメントに関するガイドブックを作成し、社員へ配付。
・社員の健康向上のため、健康宣⾔を策定し、各種改善策を実施。

29 新任管理職に対する研修を実施している。
30 コンプライアンス教育を毎⽉実施しており、その中で人権に関する課題を挙げ、意識付けを⾏っています。
31 年に⼀回の⾏動規範の読み合わせは、研修体系を取っており、各部門で⾏った後、実施報告書を作成し、理解度合いを確認している。

1 投融資に関する稟議の段階で相手先の性質、実⾏の目的等が厳格に審査される。
2 M&Aの際のデュー・ディリジェンスで確認している。
3 投資のデュー・ディリジェンスの際にチェックする体制となっている。
4 M&A及びそれに準ずる事項におけるデュー・ディリデュンスの実施。
5 財務的要素と非財務要素を統合的に捉えて体系的に評価するESGインテグレーションを投資判断プロセスに組み込んでいます。
6 M&A時のデュー・ディリジェンスプロセスの中で、評価している。
7 投資のデュー・ディリジェンスの際にチェックする体制となっている。
8 新規案件の事前検討段階において、ステークホルダーへの社会的影響を確認。
9 社内基準や国連グローバル・コンパクトの考え方から適切かどうか判断している。
10 明確なルール化はされていないが、デュー・ディリジェンスの⼀環として手続きを⾏っている。

1 ・特にGenerationZ世代では、このような取り組みのある企業への就職希望評価は⾼い。
・製品ブランド価値向上への貢献。

2 機関投資家のうち、⼀部の評価が上った程度。
3 新たな雇用創出。

4-4.A.ア.投融資の際の具体的な社内手続きやルール等について

4-5.A.「ビジネスと人権」に関する取り組みがもたらすポジティブな効果の具体的な内容について
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4 取り組みを実施することで、従業員が人権に配慮することに繋がり、それが社内従業員に対しても「良い会社であること」という心理的な側面
も含めた良好な効果をもたらし、啓発活動にも結び付く。そのことで取り組み意欲がさらに沸く。以上のポジティブな循環が期待できる。

5 当社は地域環境には多大な影響を与えうる化学プラントを有する企業であるが、地域住⺠からの理解を得ながら事業を継続できている。

6
例えば宗教の事例を挙げると、イスラム教徒が多い現地においては、勤務場所での礼拝所の設置、宗教的な装備(スカーフ)の着用の自由、
食事の配慮をするとともに他の少数派の宗教の教徒にも配慮した事業の運営をすることで現地の従業員が働きやすい環境をつくり、現地の
優秀な人材を維持・確保することに貢献している。

7 MSCI⽇本株⼥性活躍指数への2年連続組込み。
8 企業レピュテーションの向上に寄与。

9
従業員中心となり、人権の観点での社会貢献活動を実施しており、活動を通じて従業員の交流が⽣まれ職場の活性化が図れている。職場
の活性化が⽣産性向上や製品・サービスの開発・改良に寄与している。社会貢献活動の結果、地域コミュニティとの良い関係が構築できてい
る。

10 具体的な効果はまだ把握し切れていないが、公開した取り組みが社外（ESG 調査機関やメディア等）に評価を受けることで、就活⽣や投
資家をはじめとしたステークホルダーに対する、イメージやプレゼンスの向上につながっていると感じる。

11 ESG評価向上による投資の呼び込み、及びブランド強化。
12 多様な人材の活躍推進による企業活⼒の向上、業績向上。

13

バイヤーの⽴場として、サプライヤーと直接、対等に対話を⾏なうことで、当社の人権に対する取組みを理解して頂くと共に、持続可能な調達
に向けた協⼒体制の構築に結びついている。
また、具体的な活動を上述のような対外活動や統合報告書、ＷＥＢなどで情報発信することにより、当社の企業評価の向上に繋がってい
る。

14 外部評価機関によるCSR評価の向上、サプライヤーとのエンゲージメントよるサプライチェーンの改善。

15 肥満の問題など健康栄養問題が⼦どもの人権に係わることから、事業活動そのものが人権課題に貢献できるため、積極的な取り組みの推
進ができる。

16 間接的にダイバシティが促進され、チームとしてのパフォーマンスが⾼まる。
17 投資家層の拡大（特にカナダ、オランダ等の海外年⾦系投資家）。
18 能⼒ある人材の獲得、育成によりぎ業績貢献に繋がる。また、これら⼀連の活動をレポートすることによる企業評価向上。

19 是正計画に真摯に取り組んだ製造委託先⼯場がその地域で、「労働環境が良い」と評価され採用がしやすくなり、また定着率も⾼まったと報
告を受けた。

20 優秀な人材の獲得や、リテンション率の向上に繋がる機会として認識している。
21 よき企業⽂化の醸成とやる気の創出。
22 社員の、社会課題に対する意識の向上が期待される。
23 ハラスメントの解決により、働きやすい職場になった。

1 ・事業との関連付けが難しいため、事業部門と⼀枚岩での対応が難しい。
2 まずどこから着手すればよいかわからない。国際機関の説明会に出たがメリットがよくわからなかった。

3
外国法の進展や技術の進歩など、ウォッチを要する事項が著しく増大している。それに対して、コンプライアンスに関するメディア(雑誌等)は基
本的には旧来通りでギャップを感じる。ギャップを事業全体がフォローすることには事務的負担上大いに影響があり、それをうまくブリーフィングす
ることは更に難しい。

4 従業員の教育体制ができていない。また機会が中々与えられない。

5 事業との関連付けが難しいため、そこまで急務な課題だとは理解されていない。独⽴した人権への取り組みよりも、既存のコンプライアンスや
CSRの枠組みのなかで対処が出来ていれば十分であると認識されている。

6 ⽇本においては人権への定義が国際的なものと⽐較して狭いため、事業と人権が関係しているという認識を持つことが難しく、社内の理解を
得ることや取り組みを進めることに大きな課題があると感じています。

7 しっかり対応するには、それ相応の⼯数がかかるが、グループ内でその為のリソースが全ての領域で充分とは云えず、対応に大きなバラつきが発
⽣している。また、取引先を巻き込んだ取組は相手先との関係性を保ちながらの実施に限界も感じることが多い。

8 体制整備・最新情報に関する積極的なキャッチアップ。
9 具体的な事例や情報が得られる機会が少ない。(意識では理解できているものの、経営リスクが今⼀つ不明である)

10 自社のサプライチェーン/バリューチェーンが複雑であり、バリューチェーン全体での「ビジネスと人権」への取り組み状況を把握することが難しく課
題と認識している。

4-6.A.「ビジネスと人権」における課題
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10 グローバルで管理職全員を対象としたワークショップを年1回実施している。

11 毎年10⽉をCSR⽉間とし、CSR室が主管となり教育を⾏っている。また、毎年1回全者委員会より労働・倫理eラーニングを⾏い、教育を実
施。会社ホームページや社内イントラネットを用い、トップより発⾏を⾏っており、浸透をはかっている。

12 倫理綱領の配布、スマホへのインストール等での徹底。

13 ･なるべく事例などを用いて、業務と人権を関連してイメージしてもらえるようにしている。･トップメッセージを年1回、メールにて各役員/従業員
に直接配信。

14 調達に関連する従業員とサプライヤーの双方によるCSR勉強会。
15 ESGの取り組みを中期経営計画に記載。

16 経営トップの認識を⾼めるため、当社の現状把握と対応策の検討を⾏っている段階。経営トップの合意を得られれば、社内浸透を⾏う予
定。

17
・「ビジネスと人権に関する教材ビデオ」を⽇本語・英語・中国語で作成し、社内イントラに掲載すると共に、社内研修で使用、社内浸透を
図っている。・各グループ会社に設置している「リスクマネジメント委員会」に対して、ビジネスと人権に関する社会の動きや考慮すべき人権リス
クについて、本社CSR部門が定期的に説明している。

18 ・毎年テーマを変えて、eラーニングをグループ全社員必須受講として実施（グループ各社の業績にも連動）。
・新入社員研修や新任管理職研修等の集合教育の場を活用して啓発。

19 各拠点でのコンプライアンス研修。

20 2018年に国連・グローバルコンパクトに署名した際、社内通達で周知徹底し、国内グループ企業に対しては認証のコピーを郵送で配付し
た。

21 ⽣産部門担当者へ、定期的にCSRモニタリングの結果共有を⾏っています。
22 社内のCode of Ethicsに基づき、会社としてあるべ⾏動様式として研修実施。
23 全社員対象のeラーニングのほか、担当部門が各拠点で講習会を実施している。

24
全社を対象に、社外講師を招聘したCSRの基礎的な知識向上を目的としたCSR講演会、サステナビリティ潮流としてのESG分野における世
界的または産業別の課題やSDGsなどに関する社内勉強会を開催。また階層別研修として、経営層、部⻑級、CSR推進担当者に対する
セミナーを実施。そのた、社内におけるトピックス的なCSR活動をレポートし定期刊⾏物（原則⽉1回以上）を発⾏するなどを⾏っている。

25 海外赴任者向けコンプライアンス講習会を実施している。

26 ・人権啓発活動
・社内研修

27
・人権方針の公開
・eラーニング研修
・自社リスクアセスメント

28 ・ハラスメントに関するガイドブックを作成し、社員へ配付。
・社員の健康向上のため、健康宣⾔を策定し、各種改善策を実施。

29 新任管理職に対する研修を実施している。
30 コンプライアンス教育を毎⽉実施しており、その中で人権に関する課題を挙げ、意識付けを⾏っています。
31 年に⼀回の⾏動規範の読み合わせは、研修体系を取っており、各部門で⾏った後、実施報告書を作成し、理解度合いを確認している。

1 投融資に関する稟議の段階で相手先の性質、実⾏の目的等が厳格に審査される。
2 M&Aの際のデュー・ディリジェンスで確認している。
3 投資のデュー・ディリジェンスの際にチェックする体制となっている。
4 M&A及びそれに準ずる事項におけるデュー・ディリデュンスの実施。
5 財務的要素と非財務要素を統合的に捉えて体系的に評価するESGインテグレーションを投資判断プロセスに組み込んでいます。
6 M&A時のデュー・ディリジェンスプロセスの中で、評価している。
7 投資のデュー・ディリジェンスの際にチェックする体制となっている。
8 新規案件の事前検討段階において、ステークホルダーへの社会的影響を確認。
9 社内基準や国連グローバル・コンパクトの考え方から適切かどうか判断している。
10 明確なルール化はされていないが、デュー・ディリジェンスの⼀環として手続きを⾏っている。

1 ・特にGenerationZ世代では、このような取り組みのある企業への就職希望評価は⾼い。
・製品ブランド価値向上への貢献。

2 機関投資家のうち、⼀部の評価が上った程度。
3 新たな雇用創出。

4-4.A.ア.投融資の際の具体的な社内手続きやルール等について

4-5.A.「ビジネスと人権」に関する取り組みがもたらすポジティブな効果の具体的な内容について

8

4 取り組みを実施することで、従業員が人権に配慮することに繋がり、それが社内従業員に対しても「良い会社であること」という心理的な側面
も含めた良好な効果をもたらし、啓発活動にも結び付く。そのことで取り組み意欲がさらに沸く。以上のポジティブな循環が期待できる。

5 当社は地域環境には多大な影響を与えうる化学プラントを有する企業であるが、地域住⺠からの理解を得ながら事業を継続できている。

6
例えば宗教の事例を挙げると、イスラム教徒が多い現地においては、勤務場所での礼拝所の設置、宗教的な装備(スカーフ)の着用の自由、
食事の配慮をするとともに他の少数派の宗教の教徒にも配慮した事業の運営をすることで現地の従業員が働きやすい環境をつくり、現地の
優秀な人材を維持・確保することに貢献している。

7 MSCI⽇本株⼥性活躍指数への2年連続組込み。
8 企業レピュテーションの向上に寄与。

9
従業員中心となり、人権の観点での社会貢献活動を実施しており、活動を通じて従業員の交流が⽣まれ職場の活性化が図れている。職場
の活性化が⽣産性向上や製品・サービスの開発・改良に寄与している。社会貢献活動の結果、地域コミュニティとの良い関係が構築できてい
る。

10 具体的な効果はまだ把握し切れていないが、公開した取り組みが社外（ESG 調査機関やメディア等）に評価を受けることで、就活⽣や投
資家をはじめとしたステークホルダーに対する、イメージやプレゼンスの向上につながっていると感じる。

11 ESG評価向上による投資の呼び込み、及びブランド強化。
12 多様な人材の活躍推進による企業活⼒の向上、業績向上。

13

バイヤーの⽴場として、サプライヤーと直接、対等に対話を⾏なうことで、当社の人権に対する取組みを理解して頂くと共に、持続可能な調達
に向けた協⼒体制の構築に結びついている。
また、具体的な活動を上述のような対外活動や統合報告書、ＷＥＢなどで情報発信することにより、当社の企業評価の向上に繋がってい
る。

14 外部評価機関によるCSR評価の向上、サプライヤーとのエンゲージメントよるサプライチェーンの改善。

15 肥満の問題など健康栄養問題が⼦どもの人権に係わることから、事業活動そのものが人権課題に貢献できるため、積極的な取り組みの推
進ができる。

16 間接的にダイバシティが促進され、チームとしてのパフォーマンスが⾼まる。
17 投資家層の拡大（特にカナダ、オランダ等の海外年⾦系投資家）。
18 能⼒ある人材の獲得、育成によりぎ業績貢献に繋がる。また、これら⼀連の活動をレポートすることによる企業評価向上。

19 是正計画に真摯に取り組んだ製造委託先⼯場がその地域で、「労働環境が良い」と評価され採用がしやすくなり、また定着率も⾼まったと報
告を受けた。

20 優秀な人材の獲得や、リテンション率の向上に繋がる機会として認識している。
21 よき企業⽂化の醸成とやる気の創出。
22 社員の、社会課題に対する意識の向上が期待される。
23 ハラスメントの解決により、働きやすい職場になった。

1 ・事業との関連付けが難しいため、事業部門と⼀枚岩での対応が難しい。
2 まずどこから着手すればよいかわからない。国際機関の説明会に出たがメリットがよくわからなかった。

3
外国法の進展や技術の進歩など、ウォッチを要する事項が著しく増大している。それに対して、コンプライアンスに関するメディア(雑誌等)は基
本的には旧来通りでギャップを感じる。ギャップを事業全体がフォローすることには事務的負担上大いに影響があり、それをうまくブリーフィングす
ることは更に難しい。

4 従業員の教育体制ができていない。また機会が中々与えられない。

5 事業との関連付けが難しいため、そこまで急務な課題だとは理解されていない。独⽴した人権への取り組みよりも、既存のコンプライアンスや
CSRの枠組みのなかで対処が出来ていれば十分であると認識されている。

6 ⽇本においては人権への定義が国際的なものと⽐較して狭いため、事業と人権が関係しているという認識を持つことが難しく、社内の理解を
得ることや取り組みを進めることに大きな課題があると感じています。

7 しっかり対応するには、それ相応の⼯数がかかるが、グループ内でその為のリソースが全ての領域で充分とは云えず、対応に大きなバラつきが発
⽣している。また、取引先を巻き込んだ取組は相手先との関係性を保ちながらの実施に限界も感じることが多い。

8 体制整備・最新情報に関する積極的なキャッチアップ。
9 具体的な事例や情報が得られる機会が少ない。(意識では理解できているものの、経営リスクが今⼀つ不明である)

10 自社のサプライチェーン/バリューチェーンが複雑であり、バリューチェーン全体での「ビジネスと人権」への取り組み状況を把握することが難しく課
題と認識している。

4-6.A.「ビジネスと人権」における課題
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11

・事業と人権が直結するもの（⽣体認証とプライバシーなど）については社内の理解はそれなりに進むものの、サプライチェーンの人権など、事
業部門が⽇常的に意識しないものについては、事業と関連付けた意識啓発が難しい。
・グローバル動向をリアルタイムに大局的に把握するのが難しい。また人権NGO の動きなど、⽇本ではメディアによる発信も少なく、入手情報
が限定的になりがち。
・自社のビジネスに関連性が⾼い、「テクノロジーと人権」といった新たなテーマに関する議論をするスキームが、整備過程と感じる。（グローバル
にも）・ソフトロー的なものへの対応をどこまでやるのか、どこまでリソースを投資するかの判断をつけるのが難しい。

12 調達プロセスの中にCSRの観点が落とし込まれていない。

13 ｢人権｣の定義付けが難しい。働きやすい環境づくりとイコールになっており、狭い⾒解の中で「人権」が捉えられるため、人権を共通⾔語として
社内で話す事が難しい。

14 人権デュー・ディリジェンスのやり方がまだ手探り状態。

15 BtoB企業としてこれまで事業を⾏ってきたことから、社会やユーザーの関心や問題意識に対する感度がどうしても鈍いと感じる。人権に対する
取組みを未だ、事業推進の背反事項して捉えられてしまい、積極的且つポジティブな取組みが未だ限定的となっている。

16 どこまで手を突っ込むか、それにどこまでコストをかけるか、という2点についての社内外での合意が非常に難しい。
17 人権デュー・ディリジェンスの実施について、自社アセットではない現場でどう対応すべきか。
18 対応すべきことが多く、負荷が⾼い。
19 ⽣活⽔準の⾼い⽇本では、人権侵害を具体的に想像できないことが多い。メディアを通じた情報発信の増加が必要と思われる。
20 人権デュー・デリジェンスによるリスク把握と削減の実施。
21 社内には顕著な課題がないと認識しており、危機感の醸成にはやや困難さがある。
22 ・製造業ではないため、関連付けが難しい部分がある。・全てのリスクに対して対応するには相当のリソースが必要。（特に予防）

1 体制を作るだけでなく、実効性をあげるための仕組みが必要。
2 NCPの認知度が低いため、実際にどのような活動を⾏っているのかがわかりにくい。
3 NCPの窓口がわかりづらい。
4 世の中にあまり知られていないので、救済メカニズムとしての役割が十分果たせていないのではないか。
5 ハラスメントについての法整備を進める必要がある。

6 ･外務省・厚⽣労働省・経済産業省の三省が担当することで責任の所在があいまい。主担当省庁を明確にしてはどうか?
･⽇本のNCPの認知度は低いので、多⾔語化を含むアクセシビリティの強化などが必要。

7 ⾏動指針の周知。⽇本NCPの周知。問題提起のハードル下げ(手続きサポート体制づくりなど)。

8 ①社会認知を⾼める　②人権に関する世界の諸問題の存在を周知する　③産業界におけるベストプラクティスの紹介　グローバル企業の取り
組みの紹介

9 3つの省が担当しているので、責任の所在が分かりにくい。

10

・国内外への周知徹底（企業の中でも認知度は⾼くないと思います。）・企業の対応との連携を期待します。具体的には、受け付けた苦情
に関して、国内の関連する企業に対して内容を共有頂くことを期待します。当社としても既にパーム油についてグリーバンスメカニズムを運用し
ていますが、個社の窓口ではアクセス可能性（農園労働者は当社を知らない）に限界があると感じています。サプライチェーン上で関係する
企業が連携して問題のある現場にエンゲージメントをするためのプラットフォームとなることを期待します。

11 誰を対象にしているのか明確でなく、対象者での認知が取れていないために通報件数が多くない。人権被害者が誰で、どこにいるのかを把握
して連絡先を伝えられるようにしなければ、仕組みとして機能しない。

12 海外のNCPの活動状況については知らないが、⽇本のNCPは手続きをこなしているだけに⾒えることもある。三省だけでなく、独⽴した専門家
や非政府団体などを構成員に加えてもよいのではないか。

13 運営体制の⼀体化、リソースの拡充、更なる周知、企業の苦情処理メカニズムとの連携等。
14 早期にNAP(National Action Plan)を策定し、また指導原則を周知した上で、それに基づくNCPの運用が重要。
15 認知度の向上。

1 主にドメスティックな企業にとってすべきことを⽰してほしい。

2 ⽇本政府には、大手企業により強く、「ビジネスと人権に関する指導原則」の実施を強く要請すべき。中小企業には促進のフレームワークを構
築すべき。

3 企業の自主性に委ねるだけでは、人権に関する国際⾏動規範に対する理解が深まらない。国として企業にどこまで求めているかをもっと明らか
にしてほしい。

5-1.A.ア.わが国のNPC（National Contact Point）について改善すべき点

5-1.C.｢ビジネスと人権」に関して政府や公的機関・国際機関に対する要望・期待の具体的な内容

10

4

人権に関する国際的な⾏動規範について広く周知を⾏うことがまず求められます。具体的に人権について例⽰し、現状の法律の中で人権侵
害に加担していると考えられるものについては国際機関からの勧告を受け入れて変更することが求められます。(ILO中核的労働基準の批准
など)　その他企業に対して人権への取り組みを促すため、公共調達に人権への審査項目を追加するなど、⼀定のハードルを課すことで⽇本
企業への人権取り組みの推進を⾏うことを期待します。

5 国内と海外の課題認識ギャップを埋める為に⾏政からも積極的な情報提供を経営者向けに発信していただきたい。

6 ⽇本企業における人権対応が、単なるリスク回避やグローバル基準への批准という以上に、⽇本における経済戦略として捉えて考えていただ
きたいと思います。

7 影響評価の基準や方法について、共通のものを策定・提⽰していただけると、各社の取り組みがより推進されると感じる。

8

･公共調達において人権に取り組む企業に加点したり、新興国へのミッション参加に人権に取り組む企業を優先させる等の企業の取り組み促
進につながるインセンティブ付与･リソース面で取り組みが進まない中小企業への⽀援･国⺠への訴求(人権に取り組む企業の製品を消費者
が選べるようになれば、多くの企業が人権を無視できなくなる)。
･⽇本企業が進出する新興国の政府に対し⽇本政府として人権の取り組みを求める、等。

9 技能労働実習⽣の問題が最近クローズされている中、入管難⺠法改正案の成⽴が進もうとしている。現状の問題が棚上げにならないよう、
そして世界基準での人権の取組みが盛り込まれるように関係機関で協議し、対策して欲しいと考えます。

10

サプライチェーン上の苦情処理の分野で、企業の対応との連携を期待します。国連ビジネスと人権の指導原則に基づいて、⺠間企業として
パーム油に関する苦情処理窓口を設置していますが、NGOからの苦情は来るものの実際の人権侵害を受けている人・困っている人からの訴
えは来ていません。(パーム農園従事者が⽇本企業の名前すら知らないことや⾔葉の問題があるため。)本来は、パーム農園が所在する国、
⼜は消費国である⽇本、⼜は関係業界などで⼀つ窓口を持つべきと考えます。パーム農園所在国への働きかけを含めて⽇本政府・関係省
庁に複雑な今の状況を交通整理して頂ければ有り難いです。個社が個別で対応することが、⽇本産業界全体の⽣産性に影響を及ぼすの
ではないかと懸念します。

11
政府としてのコミットの表明、（特に海外の）情報の企業への提供、ガイダンスの作成・提供、企業の競争⼒強化の⽀援（途上国の⽀援、
消費者の啓発、海外に向けた情報発信、企業が協⼒するための場の設定等）、企業に対する自主的な情報開⽰の促進、中小企業の積
極的⽀援、国際的なルールメイキングへの参画等。

12 まずは認知度向上のための広報活動強化。

13
網羅性・客観性を確保し、また策定・公表が目的化することなく、策定後も定期的にレビューする等、実効性ある内容にしていただきたい、⽇
本企業の競争⼒向上につながる内容を期待する。外務省が作るＮＡＰではなく、省庁間で緊密に連携して、政府として⼀貫性ある対応を
お願いしたい。

14 NAP策定は国としての重要なきっかけであり、その実効性を担保していくため、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンや他公的機関がも
つ既存・新規の機能を組み合わせた促進など、従前以上に官⺠連携を進めて頂きたい。

1 新入社員の早期退職(中途採用含む)。
2 国際標準となりつつあるとともに、人権尊重はますます重視されると考えるから。

3
ビジネスと人権に関してはCSRの⼀部として既に取り組みを開⽰している企業もありますが、あくまで当該企業の自主的な取り組みに終始して
います。⽇本では特に「法制化されていないので開⽰しなくてよい」と考える企業が多いため、まずは法律で情報開⽰を義務付けることで各企
業におけるビジネスと人権への取り組みが進むのではないかと考えます。

4 開⽰すべき情報を明確にしてもらたほうが、情報開⽰に取り組みやすいため。

5
外国人労働者が増加する⼀方で、現代奴隷とも捉えられかねない現状があると聞いている。それは｢人権｣というものへの企業の理解不⾜、
サプライチェーンリスクの認識不⾜によるものが大きいのではないかと考え、それが要因の⼀つであることを前提とするのであれば、開⽰義務化は
企業の理解や認識に変化が起こす起因となるのではないか、と考えたため。

6 大手企業を中心に、海外で事業活動を⾏ている⽇本の多国籍企業については、人権への取り組み不⾜が競争⼒の低下につながらないよう
に仕向けていくためにも、強制⼒を持たせた法制化が必要であると考える。中小企業については、対象から外しても問題ない。

7 多くの企業が「ビジネスと人権」に関心を持つ必要があるから。

1 セクターについては、CHRB(Corporate Human Rights Benchmark)の動向に注視した取組みを期待したい。

2 このような取組みについて詳しく知らなかったが、人として、企業として取組んでいるべき内容である為、とりたててこの活動に対し新たに開始す
るものはないと思います。

3 すべては教育からはじまる。

5-1.D.ア.「ビジネスと人権」に関する情報開示を「直ちに義務化すべき」とする理由

5-2.A.「ビジネスと人権」に関して業界団体に対する要望・期待の具体的な内容や実施している連携や取り組み事例
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・事業と人権が直結するもの（⽣体認証とプライバシーなど）については社内の理解はそれなりに進むものの、サプライチェーンの人権など、事
業部門が⽇常的に意識しないものについては、事業と関連付けた意識啓発が難しい。
・グローバル動向をリアルタイムに大局的に把握するのが難しい。また人権NGO の動きなど、⽇本ではメディアによる発信も少なく、入手情報
が限定的になりがち。
・自社のビジネスに関連性が⾼い、「テクノロジーと人権」といった新たなテーマに関する議論をするスキームが、整備過程と感じる。（グローバル
にも）・ソフトロー的なものへの対応をどこまでやるのか、どこまでリソースを投資するかの判断をつけるのが難しい。

12 調達プロセスの中にCSRの観点が落とし込まれていない。

13 ｢人権｣の定義付けが難しい。働きやすい環境づくりとイコールになっており、狭い⾒解の中で「人権」が捉えられるため、人権を共通⾔語として
社内で話す事が難しい。

14 人権デュー・ディリジェンスのやり方がまだ手探り状態。

15 BtoB企業としてこれまで事業を⾏ってきたことから、社会やユーザーの関心や問題意識に対する感度がどうしても鈍いと感じる。人権に対する
取組みを未だ、事業推進の背反事項して捉えられてしまい、積極的且つポジティブな取組みが未だ限定的となっている。

16 どこまで手を突っ込むか、それにどこまでコストをかけるか、という2点についての社内外での合意が非常に難しい。
17 人権デュー・ディリジェンスの実施について、自社アセットではない現場でどう対応すべきか。
18 対応すべきことが多く、負荷が⾼い。
19 ⽣活⽔準の⾼い⽇本では、人権侵害を具体的に想像できないことが多い。メディアを通じた情報発信の増加が必要と思われる。
20 人権デュー・デリジェンスによるリスク把握と削減の実施。
21 社内には顕著な課題がないと認識しており、危機感の醸成にはやや困難さがある。
22 ・製造業ではないため、関連付けが難しい部分がある。・全てのリスクに対して対応するには相当のリソースが必要。（特に予防）

1 体制を作るだけでなく、実効性をあげるための仕組みが必要。
2 NCPの認知度が低いため、実際にどのような活動を⾏っているのかがわかりにくい。
3 NCPの窓口がわかりづらい。
4 世の中にあまり知られていないので、救済メカニズムとしての役割が十分果たせていないのではないか。
5 ハラスメントについての法整備を進める必要がある。

6 ･外務省・厚⽣労働省・経済産業省の三省が担当することで責任の所在があいまい。主担当省庁を明確にしてはどうか?
･⽇本のNCPの認知度は低いので、多⾔語化を含むアクセシビリティの強化などが必要。

7 ⾏動指針の周知。⽇本NCPの周知。問題提起のハードル下げ(手続きサポート体制づくりなど)。

8 ①社会認知を⾼める　②人権に関する世界の諸問題の存在を周知する　③産業界におけるベストプラクティスの紹介　グローバル企業の取り
組みの紹介

9 3つの省が担当しているので、責任の所在が分かりにくい。

10

・国内外への周知徹底（企業の中でも認知度は⾼くないと思います。）・企業の対応との連携を期待します。具体的には、受け付けた苦情
に関して、国内の関連する企業に対して内容を共有頂くことを期待します。当社としても既にパーム油についてグリーバンスメカニズムを運用し
ていますが、個社の窓口ではアクセス可能性（農園労働者は当社を知らない）に限界があると感じています。サプライチェーン上で関係する
企業が連携して問題のある現場にエンゲージメントをするためのプラットフォームとなることを期待します。

11 誰を対象にしているのか明確でなく、対象者での認知が取れていないために通報件数が多くない。人権被害者が誰で、どこにいるのかを把握
して連絡先を伝えられるようにしなければ、仕組みとして機能しない。

12 海外のNCPの活動状況については知らないが、⽇本のNCPは手続きをこなしているだけに⾒えることもある。三省だけでなく、独⽴した専門家
や非政府団体などを構成員に加えてもよいのではないか。

13 運営体制の⼀体化、リソースの拡充、更なる周知、企業の苦情処理メカニズムとの連携等。
14 早期にNAP(National Action Plan)を策定し、また指導原則を周知した上で、それに基づくNCPの運用が重要。
15 認知度の向上。

1 主にドメスティックな企業にとってすべきことを⽰してほしい。

2 ⽇本政府には、大手企業により強く、「ビジネスと人権に関する指導原則」の実施を強く要請すべき。中小企業には促進のフレームワークを構
築すべき。

3 企業の自主性に委ねるだけでは、人権に関する国際⾏動規範に対する理解が深まらない。国として企業にどこまで求めているかをもっと明らか
にしてほしい。

5-1.A.ア.わが国のNPC（National Contact Point）について改善すべき点

5-1.C.｢ビジネスと人権」に関して政府や公的機関・国際機関に対する要望・期待の具体的な内容

10

4

人権に関する国際的な⾏動規範について広く周知を⾏うことがまず求められます。具体的に人権について例⽰し、現状の法律の中で人権侵
害に加担していると考えられるものについては国際機関からの勧告を受け入れて変更することが求められます。(ILO中核的労働基準の批准
など)　その他企業に対して人権への取り組みを促すため、公共調達に人権への審査項目を追加するなど、⼀定のハードルを課すことで⽇本
企業への人権取り組みの推進を⾏うことを期待します。

5 国内と海外の課題認識ギャップを埋める為に⾏政からも積極的な情報提供を経営者向けに発信していただきたい。

6 ⽇本企業における人権対応が、単なるリスク回避やグローバル基準への批准という以上に、⽇本における経済戦略として捉えて考えていただ
きたいと思います。

7 影響評価の基準や方法について、共通のものを策定・提⽰していただけると、各社の取り組みがより推進されると感じる。

8

･公共調達において人権に取り組む企業に加点したり、新興国へのミッション参加に人権に取り組む企業を優先させる等の企業の取り組み促
進につながるインセンティブ付与･リソース面で取り組みが進まない中小企業への⽀援･国⺠への訴求(人権に取り組む企業の製品を消費者
が選べるようになれば、多くの企業が人権を無視できなくなる)。
･⽇本企業が進出する新興国の政府に対し⽇本政府として人権の取り組みを求める、等。

9 技能労働実習⽣の問題が最近クローズされている中、入管難⺠法改正案の成⽴が進もうとしている。現状の問題が棚上げにならないよう、
そして世界基準での人権の取組みが盛り込まれるように関係機関で協議し、対策して欲しいと考えます。

10

サプライチェーン上の苦情処理の分野で、企業の対応との連携を期待します。国連ビジネスと人権の指導原則に基づいて、⺠間企業として
パーム油に関する苦情処理窓口を設置していますが、NGOからの苦情は来るものの実際の人権侵害を受けている人・困っている人からの訴
えは来ていません。(パーム農園従事者が⽇本企業の名前すら知らないことや⾔葉の問題があるため。)本来は、パーム農園が所在する国、
⼜は消費国である⽇本、⼜は関係業界などで⼀つ窓口を持つべきと考えます。パーム農園所在国への働きかけを含めて⽇本政府・関係省
庁に複雑な今の状況を交通整理して頂ければ有り難いです。個社が個別で対応することが、⽇本産業界全体の⽣産性に影響を及ぼすの
ではないかと懸念します。

11
政府としてのコミットの表明、（特に海外の）情報の企業への提供、ガイダンスの作成・提供、企業の競争⼒強化の⽀援（途上国の⽀援、
消費者の啓発、海外に向けた情報発信、企業が協⼒するための場の設定等）、企業に対する自主的な情報開⽰の促進、中小企業の積
極的⽀援、国際的なルールメイキングへの参画等。

12 まずは認知度向上のための広報活動強化。

13
網羅性・客観性を確保し、また策定・公表が目的化することなく、策定後も定期的にレビューする等、実効性ある内容にしていただきたい、⽇
本企業の競争⼒向上につながる内容を期待する。外務省が作るＮＡＰではなく、省庁間で緊密に連携して、政府として⼀貫性ある対応を
お願いしたい。

14 NAP策定は国としての重要なきっかけであり、その実効性を担保していくため、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンや他公的機関がも
つ既存・新規の機能を組み合わせた促進など、従前以上に官⺠連携を進めて頂きたい。

1 新入社員の早期退職(中途採用含む)。
2 国際標準となりつつあるとともに、人権尊重はますます重視されると考えるから。

3
ビジネスと人権に関してはCSRの⼀部として既に取り組みを開⽰している企業もありますが、あくまで当該企業の自主的な取り組みに終始して
います。⽇本では特に「法制化されていないので開⽰しなくてよい」と考える企業が多いため、まずは法律で情報開⽰を義務付けることで各企
業におけるビジネスと人権への取り組みが進むのではないかと考えます。

4 開⽰すべき情報を明確にしてもらたほうが、情報開⽰に取り組みやすいため。

5
外国人労働者が増加する⼀方で、現代奴隷とも捉えられかねない現状があると聞いている。それは｢人権｣というものへの企業の理解不⾜、
サプライチェーンリスクの認識不⾜によるものが大きいのではないかと考え、それが要因の⼀つであることを前提とするのであれば、開⽰義務化は
企業の理解や認識に変化が起こす起因となるのではないか、と考えたため。

6 大手企業を中心に、海外で事業活動を⾏ている⽇本の多国籍企業については、人権への取り組み不⾜が競争⼒の低下につながらないよう
に仕向けていくためにも、強制⼒を持たせた法制化が必要であると考える。中小企業については、対象から外しても問題ない。

7 多くの企業が「ビジネスと人権」に関心を持つ必要があるから。

1 セクターについては、CHRB(Corporate Human Rights Benchmark)の動向に注視した取組みを期待したい。

2 このような取組みについて詳しく知らなかったが、人として、企業として取組んでいるべき内容である為、とりたててこの活動に対し新たに開始す
るものはないと思います。

3 すべては教育からはじまる。

5-1.D.ア.「ビジネスと人権」に関する情報開示を「直ちに義務化すべき」とする理由

5-2.A.「ビジネスと人権」に関して業界団体に対する要望・期待の具体的な内容や実施している連携や取り組み事例
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4 当社が関わる業界団体では、レスポンシブル・ケアの考えに基づき、特に環境面や地域社会貢献に関連したCSRでは先進的な指針を古くか
ら打ち出している。今後は、人権という観点からも舵取りをしてほしいと考えている。

5
当社の製品は⽇本政府の意向により今後海外への輸出が検討されています。輸出先の国が人権侵害を⾏うことが懸念される国であった場
合、当社の製品が人権侵害の加担を⾏ってしまうという懸念があります。上記のような件に関して業界団体で⼀定基準のガイダンスやチェック
の仕組みを検討することを要望します。

6 研究分科会による検討の継続。(パーム油、プラスチックetc…)
7 建設業界における深刻な人手不⾜を受け、外国人材の積極的な活用を考えざるを得ない中で、当該点に特有の注意点等を学びたい。
8 影響評価の基準や方法について、業界共通のものを策定・提⽰していただけると、各社の取り組みがより推進されると感じる。

9
業界団体の中で、その業界で優先度の⾼い人権リスクへの対応や苦情メカニズム等を議論するような委員会やWGを組織し、業界共通のガ
イドラインや政府への提⾔などを実施･業界団体で加盟企業のサプライヤーからの苦情を⼀時的に受け付ける窓口を設置、事実確認などの
⼀次調査を⾏う等の仕組みは効率的かも知れない。(⼀社のサプライヤーから複数企業が購入しているケースも多いので)

10 紛争鉱物調査については、業界としてのルールが定められ、必要な情報提供がなされているが、その他の人権問題に対する取組みのルールや
情報提供が十分ではない。

11
人権の尊重はグローバルな要請であり、国連｢ビジネスと人権に関する指導原則｣を始め、グローバルに認められている規範･ガイダンスなど、
企業が取り組む上で、⼀定レベルはあるように思います。そこで、⽇本発信の規範･ガイダンスなどの作成はあまり意味がなく、企業の混乱につ
ながるように思い、企業の自主的な取り組みをサポートするようなものに限る方が良いと思います。

12 ギャンブル等依存症対策。
13 グローバル・コンパクト(国連)の分科会活動(人権教育分科会、人権DD分科会)。

14 タイヤ業界やノンタイヤメーカーが調達している天然ゴムについて、個社だけでは解決出来ない「持続可能な調達」に向けた取り組みを国内の
主要ゴムメーカーが定期的に協議している。

15 国際的な業界団体で、「人⾝取引の防⽌」について連携して取り組む動きが出ている。
16 電気業界からはＣＳＲ関連の問合せ、質問シートで購入先への問合せが増えてきています。

17
国内市場規模は大きくないが、海外⽣産を⾏い複雑なサプライチェーンをもつ産業では、中小企業が非常に多いため、限られた経営資源の
中で大手企業が自主的に⾏っているレベルで人権デュー・ディリジェンスを実施することは非常に難しいと考えます。そのため、産業界や国など
大きなルールを整備しやるべきことを明確にご提⽰いただいた方がよろしいのではないでしょうか。

1 すべてを政府で対応するのではなく、モニタリング等については、信頼関係のあるNPO/NGOと連携して進めていくほうが良いと思う。また、人権
NPO/NGOを育成・⽀援していくことも必要と考える。

2 自社内におけるグループ⾏動宣⾔では不⾜なのでしょうか。サプライチェーン全体にわたる統制は難しいです。人権デュー・ディリジェンスもおそら
く費用もかかり難しい。しかしビジネスと人権については対応していきたい。

3 ・グローバルスタンダードにいつも遅れて参画するのではなく、先頭集団に常にコンタクトして、先⾏すべき。
・⽇本が人権に対する取り組みが遅れているという誤った情報操作をされないよう、国は広報にもっともっと⼒を入れてほしい。

4
⽇本国内の消費者における「サプライチェーン上の社会・環境課題」への意識は、欧米に⽐べ⾼いとは⾔えません。企業の取り組みを後押し
するのは消費者ですので、消費者への意識啓発が不可⽋だと思います。ビジネスと人権への取り組みが顧客・消費者からの信頼獲得に繋が
り、企業価値向上に寄与する社会となることを期待します。

5 英国同様に法制化すべき。

6

非上場企業でESG開⽰には無縁、かつ学習・研修機関でサプライチェーンを形成しない弊社においては、事業面では顧客のプライバシーなど
人権の⼀定分野が、雇用の面では差別・ハラスメント・障碍者雇用などが関連すると考えますが、それ以外の多くの課題は弊社との関連性が
⾼くないとの認識で、今回のアンケートにはお答えできる部分があまりありませんでした。なお、質問３－３の選択肢に、今後も人口増加が予
測される途上諸国やアフリカ地域諸国における教育機会の普及／アクセスの確保につき選択肢がないのは意外です（⽔・エネルギー等はあ
るにもかかわらず）。

7 ・NAPの早期策定と展開。
・産学官各セクターの役割と責任、また協働体制の明確化。

8

当社の事業形態が、国内企業のみの取引であることから、多様な人種等に接する機会、また対応に迫られる場面がない。
グローバルに事業を展開していない企業にとって「ビジネスと人権」がどれほど重要で、対応の必要性がどのくらいあるのか、またなぜ対応しなけ
ればならないのか、啓蒙活動をお願いしたい。
正直、対応が必要であるという認識は薄い。
また、社内にて「人権」がメインテーマとして議論されることが少なく、回答内容もESG担当としての主観であることをご了承願います。

5-3.これまでの質問以外の「ビジネスと人権」に関するご意見
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4 当社が関わる業界団体では、レスポンシブル・ケアの考えに基づき、特に環境面や地域社会貢献に関連したCSRでは先進的な指針を古くか
ら打ち出している。今後は、人権という観点からも舵取りをしてほしいと考えている。

5
当社の製品は⽇本政府の意向により今後海外への輸出が検討されています。輸出先の国が人権侵害を⾏うことが懸念される国であった場
合、当社の製品が人権侵害の加担を⾏ってしまうという懸念があります。上記のような件に関して業界団体で⼀定基準のガイダンスやチェック
の仕組みを検討することを要望します。

6 研究分科会による検討の継続。(パーム油、プラスチックetc…)
7 建設業界における深刻な人手不⾜を受け、外国人材の積極的な活用を考えざるを得ない中で、当該点に特有の注意点等を学びたい。
8 影響評価の基準や方法について、業界共通のものを策定・提⽰していただけると、各社の取り組みがより推進されると感じる。

9
業界団体の中で、その業界で優先度の⾼い人権リスクへの対応や苦情メカニズム等を議論するような委員会やWGを組織し、業界共通のガ
イドラインや政府への提⾔などを実施･業界団体で加盟企業のサプライヤーからの苦情を⼀時的に受け付ける窓口を設置、事実確認などの
⼀次調査を⾏う等の仕組みは効率的かも知れない。(⼀社のサプライヤーから複数企業が購入しているケースも多いので)

10 紛争鉱物調査については、業界としてのルールが定められ、必要な情報提供がなされているが、その他の人権問題に対する取組みのルールや
情報提供が十分ではない。

11
人権の尊重はグローバルな要請であり、国連｢ビジネスと人権に関する指導原則｣を始め、グローバルに認められている規範･ガイダンスなど、
企業が取り組む上で、⼀定レベルはあるように思います。そこで、⽇本発信の規範･ガイダンスなどの作成はあまり意味がなく、企業の混乱につ
ながるように思い、企業の自主的な取り組みをサポートするようなものに限る方が良いと思います。

12 ギャンブル等依存症対策。
13 グローバル・コンパクト(国連)の分科会活動(人権教育分科会、人権DD分科会)。

14 タイヤ業界やノンタイヤメーカーが調達している天然ゴムについて、個社だけでは解決出来ない「持続可能な調達」に向けた取り組みを国内の
主要ゴムメーカーが定期的に協議している。

15 国際的な業界団体で、「人⾝取引の防⽌」について連携して取り組む動きが出ている。
16 電気業界からはＣＳＲ関連の問合せ、質問シートで購入先への問合せが増えてきています。

17
国内市場規模は大きくないが、海外⽣産を⾏い複雑なサプライチェーンをもつ産業では、中小企業が非常に多いため、限られた経営資源の
中で大手企業が自主的に⾏っているレベルで人権デュー・ディリジェンスを実施することは非常に難しいと考えます。そのため、産業界や国など
大きなルールを整備しやるべきことを明確にご提⽰いただいた方がよろしいのではないでしょうか。

1 すべてを政府で対応するのではなく、モニタリング等については、信頼関係のあるNPO/NGOと連携して進めていくほうが良いと思う。また、人権
NPO/NGOを育成・⽀援していくことも必要と考える。

2 自社内におけるグループ⾏動宣⾔では不⾜なのでしょうか。サプライチェーン全体にわたる統制は難しいです。人権デュー・ディリジェンスもおそら
く費用もかかり難しい。しかしビジネスと人権については対応していきたい。

3 ・グローバルスタンダードにいつも遅れて参画するのではなく、先頭集団に常にコンタクトして、先⾏すべき。
・⽇本が人権に対する取り組みが遅れているという誤った情報操作をされないよう、国は広報にもっともっと⼒を入れてほしい。

4
⽇本国内の消費者における「サプライチェーン上の社会・環境課題」への意識は、欧米に⽐べ⾼いとは⾔えません。企業の取り組みを後押し
するのは消費者ですので、消費者への意識啓発が不可⽋だと思います。ビジネスと人権への取り組みが顧客・消費者からの信頼獲得に繋が
り、企業価値向上に寄与する社会となることを期待します。

5 英国同様に法制化すべき。

6

非上場企業でESG開⽰には無縁、かつ学習・研修機関でサプライチェーンを形成しない弊社においては、事業面では顧客のプライバシーなど
人権の⼀定分野が、雇用の面では差別・ハラスメント・障碍者雇用などが関連すると考えますが、それ以外の多くの課題は弊社との関連性が
⾼くないとの認識で、今回のアンケートにはお答えできる部分があまりありませんでした。なお、質問３－３の選択肢に、今後も人口増加が予
測される途上諸国やアフリカ地域諸国における教育機会の普及／アクセスの確保につき選択肢がないのは意外です（⽔・エネルギー等はあ
るにもかかわらず）。

7 ・NAPの早期策定と展開。
・産学官各セクターの役割と責任、また協働体制の明確化。

8

当社の事業形態が、国内企業のみの取引であることから、多様な人種等に接する機会、また対応に迫られる場面がない。
グローバルに事業を展開していない企業にとって「ビジネスと人権」がどれほど重要で、対応の必要性がどのくらいあるのか、またなぜ対応しなけ
ればならないのか、啓蒙活動をお願いしたい。
正直、対応が必要であるという認識は薄い。
また、社内にて「人権」がメインテーマとして議論されることが少なく、回答内容もESG担当としての主観であることをご了承願います。

5-3.これまでの質問以外の「ビジネスと人権」に関するご意見

12

2 
 （

参
考

）「
指
導

原
則
」

に
つ
い

て
 

1
. 

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
の

問
題

は
、

国
境

を
超

え
る

経
済

活
動

の
隆

盛
と

相
ま

っ
て

、
民

間
部

門
の

当
時

の
目

を

み
は
る
ば
か
り
の
世
界
的
拡
大
を
反
映
し
つ
つ

1
9
9
0
年
代
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
策
課
題
に
恒
久
的
に
組
み

込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

2
. 

か
つ
て
国
際
連
合
で
は
、「

人
権
を
促
進
し
、
そ
の
実
現
を
保
証
し
、
人
権
を
尊
重
し
、
尊
重
す
る
こ
と
を
確

保
し

、
そ

し
て

人
権

を
保

護
す

る
こ

と
」

を
、

国
際

法
の

下
で

直
接

に
企

業
に

課
そ

う
と

す
る

試
み

が
行

わ

れ
ま

し
た

が
、

こ
れ

は
、

経
済

界
と

人
権

活
動

団
体

の
間

に
埋

め
る

こ
と

の
で

き
な

い
溝

を
作

り
だ

し
て

し

ま
い
、
人
権
委
員
会
は
、
新
た
な
取
組
み
と
し
て
、
20
05

年
に
、 「

人
権
と
多
国
籍
企
業
及
び
そ
の
他
の
企
業

の
問
題
」
に
関
す
る
事
務
総
長
特
別
代
表
と
い
う
役
職
の
設
置
を
決
め
ま
し
た
。
 

3
.
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
」
と
は
、
こ
の
特
別
代
表
が
２
０
１
１
年
に
作
成
し
た
最
終
報
 

 
 告

書
に
含
ま
れ
、
同
年
に
国
連
人
権
理
事
会
で
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
以
下
の
３
つ
の
 

柱
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
 

 

①
 国

家
に
は
、

し
か
る
べ
き
政

策
、
規
制
、
及

び
司
法
的
裁
定

を
通
し
て
、
企

業
を
含
む
第
三

者
に
よ
る
人

権
侵
害
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
義
務
が
あ
る
こ
と
。
 

②
  
企
業
に
は
、
人
権
を
尊
重
す
る
と
い
う
責
任
が
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
企
業
が
他
者
の
権
利
を
侵
害
 

す
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
、
ま
た
企
業
が
絡
ん
だ
人
権
侵
害
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
 

デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
実
施
し
て
行
動
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
 

③
  
犠
牲
者
が
、
司
法
的
、
非
司
法
的
を
問
わ
ず
、
実
効
的
な
救
済
の
手
段
に
も
っ
と
容
易
に
ア
ク
セ
ス
 

で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
 

 （
ア

）
上

記
質

問
【

A
】

で
『
「

1
.
ビ

ジ
ネ
ス

と
人

権
」
に

関
す

る
取
り

組
み

を
進
め

て
い

る
』
と

回
答

さ
れ
た

方

に
お

伺
い
し
ま

す
。

 
取
り

組
み

を
推
進

さ
れ

た
理
由

や
き

っ
か
け

は
主

に
何
で

す
か

。
（
複
数

回
答

可
）
 

1
.
各
国
で
の
法
制
化
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
の
流
れ
 

2
.
投
資
家
や
評
価
機
関
へ
の
対
応
 

3
.
B
t
o
B
顧
客
か
ら
の
要
請
 

4
.
N
G
O
/
N
P
O
に
よ
る
批
判
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
 

5
.
自
社
ま
た
は
同
業
他
社
に
お
け
る
人
権
侵
害
事
案
の
発
生
 

6
.
国
際
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
の
場
で
主
流
化
し
つ
つ
あ
る
か
ら
 

7
.
経
営
者
か
ら
の
指
示
・
提
案
 

8
.
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
】
 

 

（
イ

）
 上

記
質

問
【

A
】

で
『
「

ビ
ジ
ネ

ス
と

人
権
」

に
関

す
る
取

り
組

み
を
進

め
て

い
な
い

』
（

2
.
ま

た
は

 

3
.
）

と
回

答
さ

れ
た

方
に
お

伺
い

し
ま
す

。
 

取
り
組

み
を

進
め
て

い
な

い
理
由

は
主

に
何
で

す
か

。
 

（
複

数
回
答
可

）
 

1
.
具
体
的
な
取
り
組
み
方
法
が
わ
か
ら
な
い
 

2
.
取
り
組
み
に
必
要
な
人
員
・
予
算
を
確
保
で
き
な
い
 

3
.
経
営
層
に
重
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
 

4
.
社
内
・
社
外
の
関
係
者
に
重
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
 

5
.
自
社
と
の
関
係
は
低
く
、
緊
急
性
が
な
い
た
め
取
り
組
む
必
要
性
を
感
じ
な
い
 

6
.
す
で
に
一
定
程
度
で
き
て
い
る
た
め
追
加
的
な
取
り
組
み
は
不
要
と
考
え
て
い
る
 

7
.
実
際
に
何
か
人
権
侵
害
事
案
が
起
き
た
ら
対
応
す
る
 

1 
 

 

新
時

代
の

「ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」
の

あ
り

方
に

つ
い

て
の

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
 

一
般
財
団
法
人
企
業
活
力
研
究
所
 

本
調
査
で
は
、

20
11

年
に
国
連
人
権
理
事
会
に
て
承
認
さ
れ
た
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
」
（

以

降
、「

指
導
原
則
」
）
の
日
本
企
業
に
お
け
る
浸
透
状
況
と
、「

ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
す
る
取
り
組
み
の
実
態
と

課
題

の
把

握
を

目
的

と
し
て

い
ま

す
。
貴

社
に

お
け
る

状
況

に
つ
い

て
ご

回
答
く

だ
さ

い
ま
す

よ
う

、
何

卒
よ

ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 
な

お
、

貴
社

に
て

意
識

し
て

「
ビ

ジ
ネ

ス
と

人
権

」
へ

の
取

り
組

み
を

行
っ

て
い

な
い

場
合

は
、

質
問

１
（
P
1

～
P
4
）
と

質
問

６
（
P
2
4
：
ご

回
答

者
情

報
）
の

み
ご

回
答

い
た

だ
い

て
結

構
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

ま
た

ご
回

答
が

難
し

い
設

問
に

つ
き

ま
し

て
は

飛
ば

し
て

ご
回

答
い

た
だ

い
て

結
構

で
ご

ざ
い

ま
す

。
 

【
参
考
】
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
：
国
連
「
保
護
、
尊
重
及
び
救
済
」
枠
組
の
実
施
（
仮
訳
）

 
ht

tp
s:/

/w
w

w.
m

of
a.

go
.jp

/m
of

aj
/fi

le
s/0

00
06

24
91

.p
df
 

 
 （

参
考

）「
人
権

」
に
つ

い
て
 

指
導
原
則
の
第
２
柱
で
あ
る
「
企
業
の
人
権
尊
重
責
任
」
の
対
象
で
あ
る
「
人
権
」
は
、「

国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
人

権
を

意
味

し
、

そ
れ

は
最

低
限

 
、

国
際

人
権
章

典
に

挙
げ

ら
れ

た
人

権
と

「
労

働
に

お
け

る
 
基

本
的

原
則
及

び
権

利

関
す

IL
O 
宣
言
」
に
挙
げ
ら
れ
た
基
本
的
権
利
に
関
す
る
原
則
を
含
み
ま
す
（
「
指
導
原
則
」
１
２
）
。
  

国
際
人
権
章
典
と
は
、
世
界
人
権
宣
言
 
、「

経
済
的
 
、
社
会
的
及
び
文
化
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
、「

市
民
的
及

び
政

治
権

利
に

関
す

る
国

際
規

約
」

を
あ

わ
せ

た
も

の
で

あ
り

、
こ

れ
ら

の
文

書
に

は
様

々
な

種
類

の
人

権
が

挙
げ

ら

れ
て
い
ま
す
。
 

IL
O 
宣
言
に
挙
げ
ら
れ
た
 原

則
と
は
、
IL
O 
中
核
的
労

働
基
準
で
あ
る
結
社
の
自
由
及
び
団
体
交
渉
権
の
承
認
、
強

制
労
働
の
廃
止
、
児
童
労
働
の
撤
廃
、
雇
用
及
び
職
業
に
お
け
る
差
別
の
排
除
を
意
味
し
ま
す
。
 

こ
の

よ
う

に
指

導
原

則
に

お
け

る
「

人
権

」
は

、
労

働
者

・
地

域
住

民
・

消
費

者
を

含
む

様
々

な
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
の
権
利
が
含
ま
れ
 
、
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
の
課
題
は
、
幅
広
く
環
境
・
社
会
に
関
わ
る
課
題
に
及
ん
で
い
ま
す
。
 

具
体

的
に

は
、

例
え

ば
サ

プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
に

お
け

る
委

託
工

場
の

劣
悪

な
労

働
環

境
や

処
遇

、
児

童
労

働
や

強
制

労

働
、

開
発

等
で

の
環

境
汚

染
に

よ
る

先
住

民
族

等
へ

の
権

利
侵

害
、

人
種

差
別

や
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
、

消
費

者
情

報
漏

洩

や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
、
表
現
の
自
由
へ
の
侵
害
な
ど
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
ま
す
。
 

  質
問

1
．
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

の
理

解
 

 質
問

1
-
1
 
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

の
理

解
に

つ
い
て

、
該

当
す

る
も

の
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

【
A
】
「

指
導
原

則
」

に
つ
い

て
 

（
１
つ

に
〇

）
 

(
次

頁
参

考
参
照

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
.
 
「
指
導
原
則
」
に
即
し
て
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
す
る
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
 

2
.
 
「
指
導
原
則
」
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
い
る
が
、
活
動
に
落
と
し
込
め
て
い
な
い
 

3
.
 
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、
内
容
は
知
ら
な
い
 

 

4
.
 
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
 

5
.
 
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
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4 
  （

イ
）

上
記
質

問
【

B
】

で
「

2
.
人

権
デ
ュ

ー
・

デ
ィ
リ

ジ
ェ

ン
ス
の

内
容

を
部
分

的
に

し
か
実

施
し

て
い
な

い
」

ま
た

は
、
「

4
.概

要
に

つ
い
て

理
解

し
て
い

る
が

実
施
し

て
い

な
い
」

と
回

答
さ
れ

た
方

に
お
伺

い
し

ま
す
。

 

そ
の

理
由
は
主

に
何

で
す
か

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
（
複

数
回

答
可

）
 

1
.
事
業
領
域
が
広
い
た
め
 

2
.
事
業
地
域
が
広
範
に
わ
た
る
た
め
 

3
.
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
構
造
が
複
雑
・
膨
大
な
た
め
 

4
.
具
体
的
な
取
り
組
み
方
法
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
た
め
 

5
.
実
施
に
必
要
な
人
員
・
予
算
を
確
保
で
き
な
い
た
め
 

6
.
す
で
に
一
定
程
度
で
き
て
い
る
た
め
追
加
的
な
取
り
組
み
は
不
要
で
あ
る
た
め
 

7
.
経
営
層
か
ら
の
理
解
が
得
ら
れ
て
な
い
た
め
 

8
.
社
内
・
社
外
の
関
係
者
に
重
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
た
め
 

9
.
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
】
 

 【
C
】

国
連

持
続

可
能

な
開
発

目
標

（
S
D
Gs

）
と

「
ビ

ジ
ネ

ス
と

人
権
」

と
の

つ
な
が

り
に

つ
い
て

 
 

（
１

つ
に
〇
）

 

1
.
 「

ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
は

S
D
G
s
の

17
ゴ
ー
ル
に
明
示
的
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
持
続
的
な
開
発
を
可
 

能
と
す
る
た
め
の
基
盤
的
な
要
素
と
し
て
、
1
7
ゴ
ー
ル
す
べ
て
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
 

2
.
 
S
D
G
s
に
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
は
登
場
せ
ず
、
関
連
性
は
低
い
と
考
え
て
い
る
 

3
.
 
S
D
G
s
と
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
考
え
た
こ
と
が
な
い
 

4
.
 
S
D
G
s
を
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
 

5
.
 
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

                   

3 
 

8
.
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
が
何
か
が
理
解
で
き
な
い
、
知
ら
な
い
 
 

9
.
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
】
 

 

【
B
】
「

人
権
デ

ュ
ー

・
デ
ィ

リ
ジ

ェ
ン
ス

」
に

つ
い
て

 
 
(
１

つ
に
〇

)
 
(
下

記
参
考

参
照

) 

1
.
 「

人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
に
つ
い
て
適
切
に
理
解
し
、
自
社
と
し
て
行
う
べ
き
と
判
断
す
る
内

容
に
つ
い
て
業
務
に
落
と
し
込
ん
で
実
施
し
て
い
る
 

2
.
 
概
要
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
い
る
が
、
自
社
と
し
て
行
う
べ
き
と
判
断
す
る
内
容
に
つ
い
て
も
部
分
的
に
し

か
実
施
で
き
て
い
な
い
 

3
.
 
概
要
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
お
り
、
実
施
に
向
け
て
検
討
中
 

4
.
 
概
要
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
い
る
が
、
全
く
実
施
し
て
い
な
い
 

5
.
 
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
 

6
.
 
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 （
参
考

)
 
「
指
導

原
則
」

に
お
け

る
「
人

権
デ
ュ

ー
・
デ

ィ
リ
ジ

ェ
ン
ス

」
に
つ

い
て
 

 「
デ

ュ
ー

・
デ
ィ

リ
ジ

ェ
ン

ス
」

と
は

、
「

（
負

の
影

響
を

回
避

・
軽

減
す

る
た

め
に

）
そ

の
立

場
に

相
当

な
注

意

を
払

う
行

為
又
は

努
力

」
と

い
っ

た
意

味
で

用
い

ら
れ

る
の

が
一

般
的

で
す

が
、

「
指

導
原

則
」

に
お

い
て

は
、

企

業
が

人
権

へ
の
影

響
を

特
定

し
、

予
防

し
、

軽
減

し
、

対
処

方
法

を
説

明
す

る
た

め
の

「
人

権
デ

ュ
ー

・
デ

ィ
リ

ジ

ェ
ン
ス
」
を
実
施
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

「
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
の
実
施
内
容
に
は
、
①
企
業
活
動
の
人
権
へ
の
負
の
影
響
の
評
価
に
加
え
て
、

②
評

価
結

果
に
基

づ
く

適
切

な
措

置
の

実
施

、
③

追
跡

評
価

、
④

情
報

開
示

と
い

う
一

連
の

内
部

統
制

の
プ

ロ
セ

ス

を
含
ん
で
い
ま
す
（
「
指
導
原
則
」
１
７
～
２
１
）
 

 （
ア

）
上
記
質

問
【

B
】
で
「

1
.
人

権
デ
ュ

ー
・
デ
ィ
リ

ジ
ェ

ン
ス
の

内
容

を
業
務

に
落

と
し
込

ん
で

い
る

」
ま

た
は

「
2
.
部
分

的
に

実
施
し

て
い

る
」
と

回
答

さ
れ
た

方
に

お
伺
い

し
ま

す
。
 

実
施

内
容
の
度

合
い

に
つ
い

て
お

答
え
く

だ
さ

い
。
該

当
す

る
箇
所

の
番

号
に
〇

を
し

て
く
だ

さ
い

。
 

 
実
施
出
来
て
い
る
 

実
施
に
向
け
て
検
討
中
 

実
施
出
来
て
い
な
い
 

①
企

業
活

動
の

人
権

へ

の
負
の
影

響
の
評

価
 

１
 

２
 

３
 

②
評

価
結

果
に

基
づ

く

適
切
な
措

置
の
実

施
 

１
 

２
 

３
 

③
追
跡
評

価
 

１
 

２
 

３
 

④
情
報
開

示
 

１
 

２
 

３
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6 
 （

イ
）

 上
記

質
問
【

A】
で
「
（

4
.
ま
た

は
5
.
）
B
t
oB

顧
客

」
に

〇
（

最
近
の

2
.も

し
く

は
3
.）

を
さ
れ

た
方

に

お
伺

い
し
ま
す

。
 

問
い

合
わ

せ
等

へ
の

対
応

に
つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
（

複
数

回
答

可
）

 

1
.
 
1
次
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
対
し
て
調
査
を
実
施
し
、
対
応
し
て
い
る
 

2
.
 
2
次
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
ま
で
遡
っ
て
調
査
を
実
施
し
、
対
応
し
て
い
る
 

3
.
 
調
達
先
ま
で
は
遡
ら
ず
、
自
社
で
可
能
な
範
囲
で
確
認
し
、
対
応
し
て
い
る
 

4
.
 
対
応
し
て
い
な
い
 

5
.
 
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 上
記

質
問
（
イ

）
で

1
.
～

3.
と

回
答

さ
れ
た

場
合

に
お
答

え
く

だ
さ
い

。
 

具
体

的
な

対
応

内
容

に
つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 （

自
由

記
述

）
 

       （
ウ

）
 上

記
質

問
【

A
】

で
「

6
.
N
G
O
/
N
P
O
、

地
域

社
会

」
に

〇
（

最
近

の
2
.も

し
く

は
3
.）

を
さ

れ
た

方
に

お

伺
い

し
ま
す
。

 

問
い

合
わ
せ
等

へ
の

対
応
に

つ
い

て
教
え

て
く

だ
さ
い

。
 

 
 
 

 
 

 
 
 

（
複

数
回
答

可
）
 

1
.
原
則
す
べ
て
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
協
議
・
協
働
・
対
話
（
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
）
の
場
を
設
け
て
 

い
る
 

2
.
自
社
の
関
与
の
度
合
い
を
問
わ
ず
、
人
権
へ
の
影
響
が
深
刻
な
問
題
に
つ
い
て
は
協
議
・
協
働
・
対
話
（
エ
 

ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
）
の
場
を
設
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
 

3
.
問

い
合

わ
せ

の
内

容
が
自

社
に

直
接
関

係
す

る
内
容

の
み

協
議
・

協
働

・
対
話

（
エ

ン
ゲ
ー

ジ
メ

ン
ト
）

の
場
を
設
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
 

4
.
基
本
的
に
対
応
し
て
い
な
い
 

5
.
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 上
記

質
問
（
ウ

）
で

1
.
～

3.
と

回
答

さ
れ
た

場
合

に
お
答

え
く

だ
さ
い

。
 

具
体

的
な

対
応

内
容

に
つ
い

て
教

え
て
く

だ
さ

い
（
協

議
・

協
働
・

対
話

（
エ
ン

ゲ
ー

ジ
メ
ン

ト
）

の
場
を

設

け
て

い
る
企
業

は
、

ど
の
よ

う
な

課
題
に

つ
い

て
そ
れ

を
行

っ
て
い

る
か

い
る
か

を
お

答
え
い

た
だ

け
る
範

囲
 

内
で

教
え

て
く

だ
さ

い
）
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
（

自
由

記
述

）
 

       

5 
 質

問
2
．
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

に
関

す
る

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

の
要

請
 

 質
問

2
-
1
 
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」
に

関
す

る
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
の

要
請

に
つ

い
て

教
え

て
く

だ

さ
い

。
 
 

 

【
A
】
「

ビ
ジ
ネ

ス
と

人
権
」

に
関

し
て
、

過
去

（
5
年
程

度
前

）
と
最

近
に

お
け
る

ス
テ

ー
ク
ホ

ル
ダ

ー
か
ら

の
 

問
い

合
わ
せ
や

質
問

、
問
題

提
起

の
度
合

い
に

つ
い
て

教
え

て
く
だ

さ
い

。
 
     

（
過

去
、
最
近

両
方

、
該
当

す
る

も
の
に

〇
）
 

ス
テ

ー
ク

ホ
ル
ダ

ー
の
種

類
 

過
去

（
5
年
程

度
前

）
 

最
近
 

１
. 
投
資
家
 

1 
 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 

２
. 
ES
G
評
価
機
関
 

1 
 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 

３
.
 
一
般
消
費
者
 

1
 
 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 

４
.
 
B
 
t
o
 
B
顧
客
（
外
資
系
）
 

1
 
 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 

５
.
 
B
 
t
o
 
B
顧
客
（
日
系
）
 

1 
 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 

６
. 
NG
O
/N
P
O、

地
域
社
会
 

1 
 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 

７
.
 
政
府
（
法
制
化
含
む
）
 

1
 
 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 

８
．
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

1 
 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 

 （
ア

）
 上

記
質

問
【

A
】

で
「

1
.
投
資

家
」
「

2
.
E
S
G
評

価
機

関
」

に
〇

（
最

近
の

2
.
も

し
く

は
3
.
）

を
さ

れ
た

方
に

お
伺
い
し

ま
す

。
 

問
い

合
わ
せ
等

の
内

容
に
つ

い
て

教
え
て

く
だ

さ
い
。

 
 

（
複
数

回
答

可
）
 

1
.
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
す
る
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
 

2
.
 
人
権
へ
の
負
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
／
疑
わ
れ
る
自
社
の
事
例
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
 

3
.
 
E
S
G
評
価
機
関
か
ら
の
調
査
で
回
答
を
求
め
ら
れ
た
 

4
.
 
質
問
を
受
け
た
経
験
は
な
い
 

5
.
 
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 上
記

質
問
（
ア

）
で

1
.
も
し

く
は

2
.
と
回

答
さ

れ
た
場

合
に

お
答
え

く
だ

さ
い
。

 

具
体

的
な

質
問

内
容

に
つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
（

自
由

記
述

）
 

       

1
.
問
い
合
わ
せ
等
全
く
な
い
 

2
.
多
少
問
い
合
わ
せ
等
が
あ
る
 

3
.
頻
繁
に
問
い
合
わ
せ
等
が
あ
る
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8 
  【

C
】

上
記

【
A
】

で
1
～

3
と

回
答

し
た
企

業
の

方
に
お

伺
い

し
ま
す

。
当

該
「
企

業
方

針
」
の

最
終

改
定
年

を
 

教
え

て
く
だ
さ

い
。

  
 

 

西
暦

  
  

  
 
 

  
年
 

 【
D
】

定
着

の
た

め
の

施
策
 

（
複

数
回
答

可
）
 

1
.
経
営
層
が
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い
る
 

2
.
「
企
業
方
針
」
の
順
守
を
求
め
る
手
続
き
を
事
業
活
動
に
組
み
込
ん
で
い
る
 

3
.
「
企
業
方
針
」
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
教
育
・
啓
発
を
行
っ
て
い
る
 

4
.
特
に
定
着
の
た
め
の
施
策
は
行
っ
て
い
な
い
 

5
.
そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 質
問

3
-
2
 
人

権
へ

の
負

の
影

響
の

特
定

・
評

価
、
予

防
・

軽
減

・
対

処
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

 

さ
い

。
 

【
A
】

負
の

影
響

の
特

定
・
評

価
の

実
施
有

無
 

（
複
数

回
答

可
）
 

1
. 

事
業
の
ほ
ぼ
す
べ
て
で
実
施
 

2
. 

事
業
を
行
っ
て
い
る
国
・
地
域
の
ほ
ぼ
す
べ
て
で
実
施
 

 
 

3
. 

人
権
リ
ス
ク
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
事
業
を
中
心
に
実
施
 

【
具
体
的
な
事
業
名
】
 
 

  4
. 

人
権
リ
ス
ク
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
国
・
地
域
を
中
心
に
実
施
 

【
具
体
的
な
国
・
地
域
名
】
 
 

  5
. 

ビ
ジ
ネ
ス
上
重
要
な
国
・
地
域
を
中
心
に
実
施
 

【
具
体
的
な
国
・
地
域
名
】
 
 

  6
.
実
施
し
て
い
な
い
 

7
.
そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 以
降

の
質

問
【

B
】

～
【

F】
は

上
記

質
問

【
A
】

で
1
.～

 
5
.
に

回
答

し
た

企
業

の
方

に
お

伺
い

し
ま

す
。

 

そ
れ

以
外
の
方

は
『

Ｐ
１
０

の
質

問
３

-
３

』
に

お
進
み

く
だ

さ
い
。

 

【
B
】

評
価

を
実

施
し

た
対
象

範
囲

 
（
評

価
を

実
施
し

た
範

囲
に
〇

）
 

1
.
研
究
開
発
 

2
.
原
料
調
達
 

3
.
調
達
先
（
1
次
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
 
・
 
2
次
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
）
 
＊
該
当
す
る
も
の
に
〇
 

4
.
生
産
 

5
.
流
通
 

6
.
広
報
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
販
売
 

7
.
製
品
の
使
用
・
廃
棄
 

7 
  質

問
3
．
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

に
関

す
る

取
り

組
み

 

 質
問

3
-
1
 
「

企
業

方
針

」
に

よ
る

「
ビ

ジ
ネ

ス
と

人
権

」
の

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
の

状
況

に
つ

い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
（

下
記

参
考

参
照

）
 

 【
A
】

 
人

権
を

尊
重
す

る
責

任
を
果

た
す

た
め
に

貴
社

が
規
定

し
て

い
る
「

企
業

方
針

」
に
つ

い
て

教
え
て

く
だ

さ
い

。
(
１

つ
に

○
)
 
 

1
.
人
権
を
尊
重
す
る
責
任
を
果
た
す
た
め
の
「
企
業
方
針
」
（
以
降
「
人
権
方
針
」）

が
独
立
し
て
あ
る
 

2
.
「
人
権
方
針
」
が

C
S
R
方
針
や
行
動
規
範
な
ど
そ
の
他
の
公
表
し
て
い
る
「
企
業
方
針
」
に
組
み
込
ま
れ
て
 

い
る
 

3
.
「
人
権
方
針
」
は
あ
る
が
、
公
表
し
て
い
な
い
 

4
.
「
人
権
方
針
」
の
策
定
を
検
討
中
 
 
 

 

5
.
「
人
権
方
針
」
の
策
定
予
定
は
な
い
 

6
.
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 （
参
考

)「
指
導

原
則
」

に
お
け

る
人
権

尊
重
の

た
め
の

「
企
業

方
針
」

に
つ
い

て
 

「
指

導
原

則
」
に

お
い

て
は

、
企

業
が

人
権

を
尊

重
す

る
責

任
を

果
た

す
た

め
の

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
を

、
「

企
業

方

針
」

を
通

し
て
表

明
す

べ
き

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

一
般

的
に

「
企

業
方

針
」

と
は

、
企

業
が

そ
の

理
念

を
実

現
す

る

た
め

に
ど

の
よ
う

に
活

動
す

る
か

を
示

す
方

針
を

指
し

ま
す

が
、

「
指

導
原

則
」

に
お

い
て

は
よ

り
具

体
的

に
下

記

の
５
要
件
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

 (
a
)
企
業
の
最
上
層
レ
ベ
ル
に
よ
る
承
認
が
あ
る
こ
と
。
 

(
b
)
内
部
及
び
／
ま
た
は
外
部
の
適
切
な
専
門
家
に
よ
り
情
報
提
供
を
受
け
た
こ
と
。
 

(
c
)
企
業
の
従
業
員
，
取
引
関
係
者
及
び
そ
の
他
企
業
活
動
・
製
品
も
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
に
直
接
関
係
し
て
い
る
者
に
 

対
す
る
人
権
配
慮
へ
の
期
待
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

(
d
)
一
般
に
入
手
可
能
で
，
か
つ
内
外
問
わ
ず
全
従
業
員
，
共
同
経
営
/
共
同
出
資
者
及
び
そ
の
他
関
係
者
に
周
知
さ
 

れ
て
い
る
こ
と
 

(
e
)
企
業
全
体
に
定
着
さ
せ
る
た
め
に
企
業
活
動
方
針
や
手
続
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

(
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
 
原
則
１
６
よ
り
)
 

 

以
降

の
質

問
【

B
】

～
【

D】
は

、
上

記
質

問
【

A
】
で

1
.
～

3
.
い

ず
れ

か
に

回
答

し
た

企
業
の

方
に

お
伺
い

し
ま

す
。

そ
れ
以
外

の
方

は
『
Ｐ

８
の

質
問
３

-
２

』
に

お
進

み
く

だ
さ
い

。
 

【
B
】

企
業

方
針

の
中

で
、
貴

社
の

責
任
に

お
い

て
人
権

を
尊

重
す
べ

き
と

考
え
て

い
る

範
囲

  
（

１
つ

に
○
）

 

1
.
主
な
調
達
先
及
び
国
内
外
の
主
要
グ
ル
ー
プ
会
社
並
び
に
顧
客
 

2
.
主
な
調
達
先
及
び
国
内
外
の
主
要
グ
ル
ー
プ
会
社
 

 

3
.
国
内
外
の
主
要
グ
ル
ー
プ
会
社
 

4
.
国
内
の
主
要
グ
ル
ー
プ
会
社
 
 

 
 
 
 
 

5
.
本
社
の
み
 

6
.
そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
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 質
問

3
-
3
 
重

要
と

認
識

し
て

い
る

人
権

リ
ス

ク
 

 【
A
】
自

社
に
と

っ
て

国
内
及

び
海

外
で
、
現

在
重
要
と

認
識

し
て
い

る
、
ま
た
将

来
重

要
と
な

る
こ

と
が
考

え
ら

れ
る

人
権
課
題

に
つ

い
て
教

え
て

く
だ
さ

い
。

な
お
、

回
答

に
際
し

て
＊

の
あ
る

も
の

に
つ
い

て
は

P
1
1
の

解
説

も
ご

参
照

く
だ

さ
い

。
 
 
 
 
 
  

 
 

現
在
 

将
来
 

１
＝
重
要

と
認
識
し

、
取
り

組
み
を
行

っ

て
い
る
  

 
 
 
 

２
＝
重
要

と
認
識
し

、
取
り

組
み
を
検

討

し
て
い
る

 
 
 

３
＝
重
要

と
認
識
し

て
い
る

が
、
取
り

組

み
も
検
討

も
し
て
い

な
い
。
 

４
＝
重
要

と
認
識
し

て
い
な

い
 

（
該
当
す

る
箇
所
に

数
字
を

記
入
）
 

将
来
重
要

と
な
る
人

権
リ
ス

ク
に
○
を

し
て

く
だ
さ
い

。
 

（
複
数
回

答
可
）
 

国
内
 

海
外
 

国
内
 

海
外
 

1
.
児
童
労
働
 

 
 

 
 

2
.
強
制
労
働
 

 
 

 
 

3
.
雇
用
・
職
業
に
お
け
る
差
別
 
 
※
1
 

 
 

 
 

4
.
職
場
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
 

 
 

 
 

5
.
結
社
の
自
由
・
団
体
交
渉
権
の
侵
害
 

 
 

 
 

6
.
労
働
者
の
健
康
・
労
働
安
全
に
関
す
る
問
題
 

 
 

 
 

7
.
違
法
な
長
時
間
労
働
 

 
 

 
 

8
.
不
公
正
な
賃
金
、
労
働
条
件
 

 
 

 
 

9
.
女
性
の
人
権
の
侵
害
 

 
 

 
 

1
0
.
消
費
者
の
人
権
の
侵
害
 
 
※
2
 

 
 

 
 

1
1
.
消
費
者
情
報
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
 

 
 

 
 

1
2
.
子
ど
も
の
権
利
の
侵
害
（
児
童
労
働
以
外
）
※
3
 

 
 

 
 

1
3
.
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
人
種
、
民
族
、
先
住
民
等
）
の

人
権
の
侵
害
 

 
 

 
 

1
4
.
外

国
人

労
働

者
の

人
権

問
題

（
技

能
実

習
生

以

外
）
 

 
 

 
 

1
5
.
 
技
能
実
習
制
度
に
お
け
る
人
権
問
題
 

 
 

 
 

1
6
.
強

制
立

ち
退

き
、

土
地

に
関

す
る

権
利

の
問

題
 
 

※
4
 

 
 

 
 

1
7
.
警
備
に
伴
う
人
権
問
題
 
 
 
※
5
 

 
 

 
 

1
8
.
汚
職
・
腐
敗
に
よ
る
人
権
問
題
 
 
 
※
6
 

 
 

 
 

1
9
.
紛
争
・
軍
と
の
関
与
、
兵
器
転
用
 

 
 

 
 

2
0
.
紛
争
鉱
物
 
 
※
7
 

 
 

 
 

2
1
.
製
品
の
使
用
に
伴
う
人
権
侵
害
（
製
品
誤
使
用
）
 

 
 

 
 

2
2
.
水
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
欠
如
 

 
 

 
 

9 
 8
.
従
業
員
の
人
事
制
度
、
労
働
環
境
 

9
.
地
域
社
会
 

1
0
.
投
融
資
 

1
1
.
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

【
C
】

実
施

頻
度

 
 
(
１

つ
に

○
)
 

1
.
 
数
年
お
き
に
見
直
し
 

2
.
 
過
去

5
年
以
内
に
単
発
で
実
施
 

3
.
 
過
去

5
年
以
上
前
に
単
発
で
実
施
 

4
.
 
そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

【
D
】

評
価

方
法

 
（

複
数
回

答
可

）
 

1
.
外
部
の
専
門
家
に
依
頼
 

 
 

 
 
 
 
2
.ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
協
働
 

3
.
経
営
層
を
巻
き
込
ん
で
実
施
 

 
 
 
 
 
4
.複

数
の
部
署
間
で
連
携
し
て
実
施
 

 

5
.
C
S
R
部
な
ど
単
独
部
署
で
実
施
 

6
.
そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

具
体

的
な

評
価

方
法

に
つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 （

自
由

記
述

）
 

     【
E
】

調
達

先
の

監
査

に
つ
い

て
 
 

 
 

 
全

調
達
金

額
の

何
％
に

相
当

す
る
調

達
先

に
つ
い

て
監

査
を
実

施
し

て
い
ま

す
か

 
(
１
つ

に
○

) 

1
.
 
全
調
達
金
額
の

2
5
％
以
上
の
調
達
先
に
つ
い
て
実
施
 

2
.
 
全
調
達
金
額
の

5
％
以
上
～
2
5
％
未
満
の
調
達
先
に
つ
い
て
実
施
 

3
.
 
全
調
達
金
額
の

1
％
以
上
～
5
％
未
満
の
調
達
先
に
つ
い
て
実
施
 

4
.
 
全
調
達
金
額
の

0
～

1
％
未
満
の
調
達
先
に
つ
い
て
実
施
 

5
.
 
調
達
先
に
行
う
ア
ン
ケ
ー
ト
の
み
で
監
査
は
実
施
し
て
い
な
い
 

6
.
 
調
達
先
に
行
う
ア
ン
ケ
ー
ト
も
監
査
も
行
っ
て
い
な
い
 

7
.
 
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

【
F
】

予
防

・
軽

減
・

対
処
の

た
め

の
ス
テ

ー
ク

ホ
ル
ダ

ー
と

の
協
働

 
 
（

複
数
回

答
可

）
 

1
.
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や

N
G
O
と
協
働
し
た
実
績
が
あ
る
 

2
.
国
際
機
関
や
政
府
と
協
働
し
た
実
績
が
あ
る
 

3
.
今
後
協
働
す
る
予
定
が
あ
る
 

4
.
特
に
協
働
す
る
予
定
は
な
い
 

5
.
そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】

 
以

降
の

設
問
は

上
記

質
問
【

F
】

で
.
1
も
し

く
は

2
.
と
回

答
し

た
企
業

の
方

に
お
伺

い
し

ま
す
。

 

具
体

的
な
ス
テ

ー
ク

ホ
ル
ダ

ー
と

の
協
働

の
内

容
に
つ

い
て

教
え
て

く
だ

さ
い

。
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 （

自
由

記
述
）
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 【
B
】

 
グ

ロ
ー

バ
ル
な

サ
プ

ラ
イ
チ

ェ
ー

ン
が
抱

え
る

人
権
リ

ス
ク

で
、
特
に

重
要

と
考
え

る
上

位
3
課

題
に

つ
 

い
て

、
重
要
と

考
え

ら
れ
る

理
由

を
お
答

え
く

だ
さ
い

。
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 （

自
由

記
述
）

 

人
権

課
題
（

上
記
質

問
3
-
3【

A
】

の
表

よ
り

上
位
３

つ
）
※

該
当

の
番

号
を

記
入
し

て
下
さ

い
。
 

重
要

と
考

え
る
理

由
 

  

 

  

 

  

 

【
C
】

 
我

が
国

で
は

、
人

権
リ

ス
ク
に

直
結

す
る
と

の
認

識
が
必

ず
し

も
十
分

で
な

い
よ
う

な
こ

と
が

、
グ

ロ
ー

 
 

バ
ル

化
に
伴
い

、
し

ば
し

ば
人

権
リ

ス
ク
と

な
り

得
る
と

の
指

摘
が
あ

り
ま

す
。
貴
社

に
お

い
て
懸

念
さ

れ
る

ケ
ー
ス
が

あ
れ

ば
お
答

え
く

だ
さ
い

。
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
（

複
数

回
答
可

）
 

1
.
女
性
登
用
（
管
理
職
の
少
な
さ
、
一
般
職
等
の
人
事
制
度
）
 

2
.
働
き
方
・
労
務
管
理
（
長
時
間
労
働
や
サ
ー
ビ
ス
残
業
等
）
 

3
.
パ
ワ
ハ
ラ
、
セ
ク
ハ
ラ
 

4
.
外
国
人
の
労
働
問
題
 

5
.
礼
拝
や
服
装
、
食
事
な
ど
の
宗
教
に
伴
う
問
題
 

6
.L
GB
T 

7
.
障
が
い
者
 

8
.
特
に
そ
う
い
っ
た
ケ
ー
ス
は
な
い
 

9
.
そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 具
体

的
な

内
容

に
つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 
 
  
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
（

自
由

記
述

）
 

      【
D
】

わ
が

国
に

お
け

る
技
能

労
働

実
習
生

を
巡

る
課
題

に
つ

い
て
教

え
て

く
だ
さ

い
。
 

（
複

数
回
答
可

）
 

1
.
自
社
に
お
け
る
就
労
状
況
を
把
握
し
、
課
題
が
あ
れ
ば
対
処
し
て
い
る
 

2
.
グ
ル
ー
プ
企
業
に
お
け
る
就
労
状
況
を
把
握
し
、
課
題
が
あ
れ
ば
対
処
し
て
い
る
 

3
.
調
達
先
に
お
け
る
就
労
状
況
を
把
握
し
、
課
題
が
あ
れ
ば
対
処
し
て
い
る
 

4
.
就
労
状
況
の
把
握
及
び
取
り
組
み
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
 

5
.
就
労
状
況
に
つ
い
て
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
当
面
取
り
組
む
予
定
は
な
い
 

6
.
自
社
と
は
関
係
が
な
い
と
考
え
て
い
る
 

7
.
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

11
 

 

2
3
.
保
健
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
欠
如
 

 
 

 
 

2
4
.
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
欠
如
 

 
 

 
 

2
5
.
表
現
の
自
由
の
侵
害
 

 
 

 
 

2
6
.
A
I
に
よ
る
差
別
 
 
※
8
 

 
 

 
 

2
7
.
忘
れ
ら
れ
る
権
利
の
侵
害
 
 
 
※
9
 

 
 

 
 

2
8
.
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ヘ
イ
ト
行
為
 

 
 

 
 

そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 
 

 
 

 （
注

）
上

記
質

問
3
-
3
【
A

】
及

び
選

択
肢

の
作

成
に

つ
い

て
は

、
ジ

ェ
ト
ロ

・
ア

ジ
ア

経
済

研
究

所
の

「
日

系
企

業
の

責
任

あ
る

サ
プ

ラ
イ

チ
ェ

ー
ン

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
」
を

参
考

に
し

ま
し

た
。

 

  ＜
解

 
説

＞
 

*
１

 
雇

用
・
職

業
に

お
け

る
差

別
：
 
そ

の
人

の
能

力
や

該
当

す
る

職
務

に
必

要
な

要
件

に
関

係
の

な
い

特
徴

を
理

由
に

、
他

者
と

は
異

な
る

、

も
し

く
は

不
利

な
処

遇
を

行
う

こ
と

。
こ

の
よ

う
な

特
徴

に
は

、
人

種
、

肌
の

色
、

性
別

、
宗

教
、

政
治

的
見

解
、

出
身

国
、

社
会

的
出

身
、

年

齢
、

障
が

い
、

H
IV

／
エ

イ
ズ

へ
の

感
染

、
労

働
組

合
へ

の
加

入
、

性
的

指
向

な
ど

が
挙

げ
ら

れ
る

。
 

*
2
 
消

費
者

の
人

権
：
 
1
9
6
2

年
に

ア
メ

リ
カ

の
消

費
者

利
益

の
保

護
に

関
す

る
特

別
教

書
に

お
い

て
、

①
安

全
で

あ
る

権
利

、
②

知
ら

さ
れ

る
権

利
、

③
自

由
選

択
の

権
利

、
④

意
見

が
反

映
さ

れ
る

権
利

を
提

示
。

そ
の

後
、

⑤
消

費
者

教
育

を
受

け
る

権
利

が
追

加
さ

れ
、

こ
れ

ら
５

つ
が

消
費

者
の

利
益

を
守

る
た

め
に

と
る

べ
き

行
動

の
世

界
的

な
指

針
と

な
っ

た
。

日
本

の
消

費
者

基
本

法
で

は
、

被
害

の
救

済
を

追
加

。
 

*
3
 
子

ど
も

の
権

利
：
 
「
児

童
の

権
利

に
関

す
る

条
約

(子
ど

も
の

権
利

条
約

)」
で

は
、

1
8

歳
未

満
の

児
童

を
権

利
を

も
つ

主
体

と
位

置
づ

け
、

①
生

き
る

権
利

（
す

べ
て

の
子

ど
も

の
命

が
守

ら
れ

る
こ

と
）
、

②
育

つ
権

利
（
も

っ
て

生
ま

れ
た

能
力

を
十

分
に

伸
ば

し
て

成
長

で
き

る
よ

う
、

医
療

や
教

育
、

生
活

へ
の

支
援

な
ど

を
受

け
、

友
達

と
遊

ん
だ

り
す

る
こ

と
）
、

③
守

ら
れ

る
権

利
（
暴

力
や

搾
取

、
有

害
な

労
働

な
ど

か
ら

守
ら

れ
る

こ
と

）
、

④
参

加
す

る
権

利
（
自

由
に

意
見

を
表

し
た

り
、

団
体

を
作

っ
た

り
で

き
る

こ
と

 
）
を

提
示

。
 

*
4
 
強

制
立

ち
退

き
、

土
地

に
関

す
る

権
利

の
問

題
：
 
国

・
軍

・
地

方
自

治
体

等
に

よ
る

強
制

立
退

き
と

は
、

適
切

な
形

態
の

保
護

を
与

え
る

こ
と

な
く
、

個
人

、
集

団
、

共
同

体
が

特
定

の
住

居
、

場
所

に
住

み
生

活
す

る
能

力
を

排
除

・
制

限
す

る
よ

う
な

行
為

。
国

際
的

に
認

め
ら

れ
た

様
々

な
人

権
に

対
し

て
重

大
な

侵
害

を
な

す
も

の
と

し
て

認
識

さ
れ

て
い

る
。

 

*
5
 
警

備
に

伴
う

人
権

問
題

：
 
（
特

に
途

上
国

で
）
企

業
の

施
設

や
採

掘
現

場
な

ど
を

警
備

し
て

い
る

政
府

ま
た

は
民

間
の

治
安

要
員

が
地

域
住

民
や

難
民

等
に

対
し

て
過

度
な

暴
力

を
働

く
な

ど
の

人
権

侵
害

が
発

生
し

て
い

る
。

 

*
6
 
汚

職
・
腐

敗
に

よ
る

人
権

問
題

：
 
（
特

に
法

の
支

配
が

確
立

し
て

い
な

い
新

興
国

・
途

上
国

で
）
腐

敗
・
汚

職
が

存
在

す
る

と
、

本
来

人
権

を
保

護
す

る
た

め
の

政
府

の
規

制
や

制
度

が
機

能
し

な
く
な

り
、

人
権

侵
害

に
つ

な
が

る
結

果
と

な
る

。
 

*
7
 
紛

争
鉱

物
：
 
武

装
勢

力
に

よ
る

一
般

市
民

の
虐

殺
や

略
奪

・
誘

拐
・
児

童
兵

の
徴

用
な

ど
の

非
人

道
的

行
為

が
行

わ
れ

て
い

る
紛

争

地
域

（
コ

ン
ゴ

民
主

共
和

国
お

よ
び

周
辺

国
等

）
に

お
い

て
産

出
さ

れ
、

そ
の

鉱
物

の
売

却
資

金
が

紛
争

当
事

者
の

資
金

源
と

な
り

、
結

果
的

に
紛

争
を

長
引

か
せ

る
こ

と
に

加
担

す
る

こ
と

と
な

る
鉱

物
の

こ
と

。
 

*
8
 
Ａ

Ｉに
よ

る
差

別
：
 
意

図
的

に
差

別
的

な
Ａ

Ｉを
開

発
す

る
場

合
だ

け
で

な
く
、

Ａ
Ｉは

ソ
フ

ト
ウ

エ
ア

に
学

習
さ

せ
る

デ
ー

タ
が

必
要

で
あ

り
、

古
い

固
定

観
念

や
偏

見
に

関
す

る
デ

ー
タ

も
一

緒
に

吸
収

す
る

こ
と

か
ら

、
差

別
的

で
不

公
正

な
判

断
を

下
す

こ
と

が
あ

る
。

 

*
9
 
忘

れ
ら

れ
る

権
利

：
 
ネ

ッ
ト

上
の

個
人

情
報

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
侵

害
情

報
、

誹
謗

中
傷

を
削

除
し

て
も

ら
う

権
利

の
こ

と
。

「
消

去
権

」
「
削

除
権

」
「
忘

却
権

」
な

ど
と

も
呼

ば
れ

て
い

る
。

欧
州

司
法

裁
判

所
は

こ
の

権
利

を
決

め
る

裁
定
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   【
D
】

通
報

に
対

応
す

る
仕
組

み
 
 
（

複
数

回
答

可
）
 

1
.
重
要
な
通
報
に
つ
い
て
経
営
層
が
判
断
す
る
仕
組
み
が
整
備
さ
れ
て
い
る
 

2
.
外
部
の
専
門
家
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う
仕
組
み
が
整
備
さ
れ
て
い
る
 

3
.
現
場
レ
ベ
ル
で
判
断
し
て
対
応
し
て
い
る
 

4
.
そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 【
E
】

追
跡

評
価

 
 
(
１

つ
に

○
)
 

1
.
対
応
を
行
っ
た
重
要
な
通
報
に
つ
い
て
、
改
善
状
況
の
追
跡
評
価
を
行
っ
て
い
る
 

2
.
対
応
を
行
っ
た
重
要
な
通
報
に
つ
い
て
、
改
善
状
況
の
追
跡
評
価
を
行
う
場
合
も
あ
る
 

3
.
改
善
状
況
の
追
跡
評
価
は
特
に
行
っ
て
い
な
い
 

4
.
そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

  【
F
】

具
体

例
 

重
要

な
通
報
へ

の
対

処
の
方

法
に

つ
い
て

、
可

能
な
範

囲
で

教
え
て

く
だ

さ
い

。（
自

由
記
述
）

 

        質
問

3
-
5
 
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

に
関

す
る

情
報
開

示
の

状
況

に
つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

 【
A
】

一
般

に
公

表
し

て
い
る

情
報

 
（
複

数
回

答
可
）

 

1
.
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
す
る
方
針
「
人
権
方
針
」
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
 

2
.
社
員
研
修
の
詳
細
 

3
.
人
権
へ
の
負
の
影
響
を
評
価
し
、
予
防
・
軽
減
・
対
処
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
 

4
.
顕
著
な
人
権
課
題
の
提
示
 

5
.
顕
著
な
人
権
課
題
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
行
っ
た
措
置
 

6
.
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
 

7
.
苦
情
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
詳
細
 

8
.
重
要
評
価
指
標
（
K
P
I
）
に
基
づ
く
進
歩
状
況
 

9
.
特
に
公
表
し
て
い
な
い
 

1
0
.
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
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 【
E
】

新
し

い
テ

ク
ノ

ロ
ジ
ー

が
及

ぼ
す
人

権
へ

の
影
響

に
つ

い
て
、

懸
念

し
て
い

る
リ

ス
ク
が

あ
れ

ば
教
え

て
 

く
だ

さ
い

。
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 （

自
由

記
述
）

 

例
：

AI
等
の
活
用
に
よ
り
固
定
観
念
や
偏
見
が
反
映
さ
れ
や
す
く
な
る
こ
と
に
よ
る
差
別
（
特
定
層
の
採
用
や
商
品
提

供
の
拒
否
、
犯
人
視
）、

Io
T
に
よ
る
私
的
な
領
域
の
情
報
収
集
や
干
渉
、
自
動
化
し
た
製
品
の
人
権
侵
害
責
任
の
所
在

な
ど

 
       質

問
3
-
4
 
苦

情
処

理
メ

カ
ニ

ズ
ム

の
設

置
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
（

下
記

参
考

参
照

）
 

 （
参
考
）

非
国
家

主
体
に

よ
る
苦

情
処
理

の
仕
組

み
 

1
.
苦
情
に
対
す
る
早
期
の
対
処
と
直
接
救
済
を
可
能
に
す
る
た
め
、
企
業
は
，
悪
影
響
を
受
け
た
可
能
性
の
あ
る
個
 

人
及
び
共
同
体
の
た
め
に
運
用
レ
ベ
ル
で
実
効
的
な
苦
情
処
理
の
仕
組
み
を
構
築
し
ま
た
は
そ
れ
に
参
加
す
べ
き
 

で
あ
る
。
 

2
.
人
権
関
連
の
基
準
の
尊
重
に
基
礎
を
お
く
業
界
、
多
数
の
利
害
関
係
機
関
及
び
そ
の
他
の
協
同
的
取
組
は
、
実
効
 

的
な
苦
情
処
理
の
仕
組
み
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
 

(
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
 
原
則
２
９
、
３
０
よ
り
)
 

 【
A
】

貴
社

の
苦

情
処

理
メ
カ

ニ
ズ

ム
を
誰

が
利

用
で
き

ま
す

か
 

 (
複

数
回

答
可
)
 

1
.
 
従
業
員
 

 
 

2
.
 
調
達
先
 

 
3
.
 
顧
客
 

4
.
 
そ
の
他
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
N
G
O
な
ど
）
 

 
 

5
.
 
設
置
な
し
 

6
.
 
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 以
降

の
質

問
【

B
】

～
【

F】
は

、
上

記
質

問
【

A
】
で

1
.
～

4
.
の

い
ず

れ
か

に
回

答
し

た
企
業

の
方

に
お
伺

い
し

ま
す

。
そ
れ
以

外
の

方
は
『

Ｐ
１

４
の
質

問
３

-
５

』
に

お
進

み
く
だ

さ
い

。
 

 【
B
】

受
付

窓
口

 
（

複
数
回

答
可

）
 

1
.
外
部
に
設
置
 

 
2
.
経
営
層
に
直
通
 

3
.
人
事
部
 

 
4
.
C
S
R
部
  

5
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 【
C
】

過
去

3
年

以
内

の
通
報

お
よ

び
対
応

状
況

 
（
複

数
回

答
可
）

 

1
.
重
要
な
通
報
が
あ
り
、
影
響
を
是
正
す
る
た
め
の
対
処
を
行
っ
た
 

2
.
重
要
な
通
報
が
あ
り
、
潜
在
影
響
を
予
防
す
る
た
め
の
対
処
を
行
っ
た
 

3
.
通
報
は
あ
っ
た
が
、
重
要
な
も
の
は
な
か
っ
た
 

4
.
通
報
は
僅
少
ま
た
は
な
か
っ
た
 

5
.
通
報
窓
口
を
設
け
て
い
な
い
 

6
.
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
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 質
問

4
-
2
 
経

営
ト

ッ
プ

の
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

に
関

す
る

認
識

・
関

与
に

つ
い

て
お

答
え

く

だ
さ

い
。

 

 【
A
】

経
営

ト
ッ

プ
は

「
ビ
ジ

ネ
ス

と
人
権

」
の

重
要
度

を
ど

の
程
度

認
識

・
関
与

し
て

い
ま
す

か
。
 

(
１

つ
に

○
) 

1
.
強
く
認
識
し
、
関
与
し
て
い
る
 

 
2
.
強
く
認
識
は
し
て
い
る
が
、
関
与
は
し
て
い
な
い
 

3
.
認
識
は
薄
い
が
、
関
与
し
て
い
る
 

 
4
.
認
識
は
薄
く
、
関
与
も
し
て
い
な
い
 

5
.
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 （
ア

）
上

記
質

問
【

A
】

で
「

強
く

認
識

し
て

い
る

」
（

1
.
ま

た
は

2
.
）

と
回

答
さ

れ
た

場
合

に
お

伺
い

し
ま

す
。
 

１
）
経

営
ト
ッ

プ
が

そ
の
よ

う
に

認
識
さ

れ
て

い
る
理

由
や

き
っ
か

け
は

主
に
何

で
す

か
。
 
（

複
数

回
答

可
）
 

 
 
１
.
 
経
営
ト
ッ
プ
の

C
S
R
等
へ
の
関
心
が
高
い
か
ら
 

 
 
２
.
 
国
際
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
の
場
で
主
流
化
し
つ
つ
あ
る
か
ら
 

 
 
３
.
 
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
か
ら
 

 
 
４
.
 
E
S
G
投
資
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
か
ら
 

５
．
他
社
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
ら
 

 
 
６
.
 
担
当
部
門
が
積
極
的
に
説
明
し
た
か
ら
 

 
 
７
.
 
わ
か
ら
な
い
 

 
 
 
 
８
.
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
）
 

 （
イ

）
上
記
質

問
【

A
】

で
「

認
識

が
薄
い

」
（

3
.
ま

た
は

4
.
）

と
回
答

さ
れ

た
場
合

に
お

伺
い
し

ま
す

。
 

ど
の

よ
う
な
理

由
か

ら
経
営

ト
ッ

プ
が
そ

の
よ

う
な
認

識
で

あ
る
と

お
考

え
で
す

か
。

 
（
複

数
回

答
可
）

 

 
 
１
.
 
経
営
ト
ッ
プ
の

C
S
R
等
へ
の
関
心
が
低
い
か
ら
 

 
 
２
.
 
事
業
に
直
接
的
に
関
係
な
い
か
ら
 

 
 
３
.
 
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
の
要
請
が
な
い
か
ら
 

 
 
 
 
４
.
 
他
社
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
か
ら
 

 
 
 
 
５
.
 
わ
か
ら
な
い
 

 
 
 
 
６
.
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
）
 

  質
問

4
-
3
 
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

の
社

内
浸

透
と
活

用
し

て
い

る
ツ

ー
ル

に
つ

い
て

 

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 【
A
】
「

ビ
ジ
ネ

ス
と

人
権
」

の
社

内
浸
透

に
お

け
る
取

り
組

み
や
工

夫
が

あ
れ
ば

教
え

て
く
だ

さ
い

。
 

（
複

数
回
答
可

）
 

1
. 
全
社
対
象
の
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
み
の
研
修
は
除
く
）
 

2
.
 
海
外
赴
任
時
の
集
合
研
修
 

3
.
 
特
定
し
た
人
権
リ
ス
ク
に
関
連
す
る
部
門
へ
の
集
合
研
修
 

4
.
 
経
営
ト
ッ
プ
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
発
信
 

5
.
 
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
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 【

B
】

英
国

現
代

奴
隷

法
（

U
K
 
M
o
d
e
r
n
 
S
l
a
v
e
r
y
 
A
c
t
 
2
0
1
5
）

1
へ

の
対
応

 
(
1
つ

に
〇

)
 

1
.
日
本
本
社
で
対
応
し
て
い
る
 

2
.
英
国
・
欧
州
現
地
法
人
で
対
応
し
て
い
る
 

3
.
該
当
す
る
が
対
応
し
て
い
な
い
 

4
.
該
当
し
な
い
 

5
.
存
在
に
つ
い
て
知
ら
な
い
 

6
.
そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

  質
問

4
．
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

を
推

進
す

る
た

め
の

社
内

体
制

 

 質
問

4
-
1
 
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

を
担

当
し

て
い

る
主

管
部

門
と

関
係

部
門

体
制

と
最

高
責

任

者
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

.
 

 【
A
】
「

ビ
ジ
ネ

ス
と

人
権
」

を
担

当
し
て

い
る

主
管
部

門
と

関
係
部

門
体

制
を
お

答
え

く
だ
さ

い
。
 

（
該

当
す
る
箇

所
に

○
）

 

 
 

主
管

部
門
 

関
係

部
門
 

１
 

包
括
的
に
担
当
す
る
委
員
会
・
部
署
 

1
 

2
 

２
 

C
S
R
関
連
部
署
 

1
 

2
 

３
 

人
事
部
 

1
 

2
 

４
 

総
務
部
 

1
 

2
 

５
 

主
管
部
門
な
し
 

1
 

2
 

６
 

そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

1
 

2
 

 

【
B
】
「

ビ
ジ
ネ

ス
と

人
権
」

を
担

当
す
る

最
高

責
任
者

は
い

ま
す
か

。
 

 
(
1
つ

に
〇

) 

1
.
担
当
役
員
が
明
確
に
決
ま
っ
て
い
る
 

2
.
内
容
に
応
じ
て

C
S
R
、
人
事
な
ど
複
数
の
役
員
が
担
当
し
て
い
る
 

3
.
役
員
レ
ベ
ル
で
は
明
確
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
な
い
 

4
.
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

           
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
1  
英
国
で
事
業
活
動
を
行
う
営
利
団
体
・
企
業
の
う
ち
、
年
間
の
売
上
高
が
一
定
規
模
を
超
え
る
も
の
に
対
し
て
、
奴
隷
労
働
と
人
身

取
引
が
な
い
こ
と
を
担
保
す
る
た
め
に
実
施
し
た
取
組
み
に
つ
い
て
、
年
次
で
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
（

Sl
av

er
y 

an
d 

H
um

an
 

Tr
af

fic
ki

ng
 S

ta
te

m
en

t）
を

作
成
・
公
開
す
る
こ
と
を
求
め
る
法
律
。

20
16

年
3
月

31
日
以

降
に
終
了
す
る
会
計
年
度
か
ら
適

用
が
始
ま
っ
て
い
る
。
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 質
問

4
-
4
 
投

融
資

（
融

資
及

び
M
&
A
等

）
を

さ
れ
て

い
る

企
業

の
方

の
み

お
答

え
く

だ
さ

い
。

 
 

 【
A
】
投

融
資
の

際
に

特
に
留

意
す

べ
き
点

と
し

て
「
加

担
」
（

自
ら
は

人
権

侵
害
し

な
く

と
も
、

投
融

資
な
ど

を
通

じ
て
加
担

す
る
）
が

考
え

ら
れ

ま
す

。
加

担
リ

ス
ク
を

避
け

る
た
め

の
社

内
手
続

き
・
ル

ー
ル
等
（

人

権
に

関
す
る
投

融
資

ポ
リ
シ

ー
等

）
は
あ

り
ま

す
か
？

 
(
1
つ

に
〇

)
 

 1
. 

社
内
手
続
き
・
ル
ー
ル
等
（
人
権
に
関
す
る
投
融
資
ポ
リ
シ
ー
等
）
が
あ
る
 

2
. 

現
在
は
な
い
が
、
検
討
中
 

3
. 

社
内
手
続
き
・
ル
ー
ル
等
は
な
い
 

4
. 

そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 （
ア

）
上
記
質

問
【

A
】

で
「

1
.
社

内
手
続

き
・

ル
ー
ル

等
が

あ
る
」

と
回

答
さ
れ

た
場

合
に
お

伺
い

し
ま
す

。
 

具
体

的
な
社
内

手
続

き
や
ル

ー
ル

等
（
人
権

に
関

す
る
投

融
資

ポ
リ
シ

ー
等

）
に
つ
い

て
お

答
え
で

き
る

範
囲

内

で
教

え
て
く
だ

さ
い

。
（
自
由

記
述

）
 

       質
問

4
-
5
 
ビ

ジ
ネ

ス
と

人
権

に
関

す
る

取
り

組
み
が

、
も

た
ら

す
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

な
効

果
に

つ
い

て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 【
A
】
ビ

ジ
ネ
ス

と
人

権
に
関

す
る

取
り
組

み
が

、
生
産

性
や

競
争
力

、
ブ

ラ
ン
ド

評
価

の
向
上

な
ど

、
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

な
効
果
を

も
た

ら
し
た

経
験

が
あ
れ

ば
教

え
て
く

だ
さ

い
。
 

(
複

数
回

答
可

)
 

1
.
生
産
性
の
向
上
 

2
.
人
材
維
持
、
人
材
獲
得
に
貢
献
 

3
.
企
業
評
価
の
向
上
 

4
.
現
地
政
府
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
関
係
性
が
改
善
 

5
.
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
・
改
良
に
寄
与
 

6
.
そ
の
他
 
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
に

関
す
る

取
り

組
み
が

も
た

ら
す
ポ

ジ
テ

ィ
ブ
な

効
果

の
具
体

的
な

内
容
に

つ
い

て
教
え

て

く
だ

さ
い

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
（

自
由

記
述

）
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 社
内

浸
透
に
お

け
る

具
体
的

な
取

り
組
み

や
工

夫
に
つ

い
て

教
え
て

く
だ

さ
い

。（
自

由
記
述
）

 
      【

B
】
「

ビ
ジ
ネ

ス
と

人
権
」

を
推

進
す
る

上
で

活
用
し

て
い

る
ツ
ー

ル
が

あ
れ
ば

教
え

て
く
だ

さ
い

。
 

(
複

数
回

答
可
)
 

＜
指

針
・
ガ
イ

ダ
ン

ス
＞
 

1
.
 
国
連
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
」
 

2
. 
IS
O2
60
00
 

3
.
 
O
E
C
D
多
国
籍
企
業
行
動
指
針
 

4
.
 
責
任
あ
る
企
業
行
動
に
関
す
る

O
E
C
D
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
 

5
.
 
O
E
C
D
 
紛
争
地
域
お
よ
び
高
リ
ス
ク
地
域
か
ら
の
鉱
物
の
責
任
あ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
た
め
の
 

デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
 

6
.
 
上
記

4
.
5
以
外
の

O
E
C
D
 
責
任
あ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
た
め
の
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
ガ
イ
ダ
 

ン
ス
 

7
.
 
I
L
O
「
多
国
籍
企
業
及
び
社
会
政
策
に
関
す
る
原
則
の
三
者
宣
言
」
 

8
.
 
日
本
弁
護
士
連
合
会
「
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
(
手
引

)
」
 

9
.
 
国
連
指
導
原
則
報
告
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
 

1
0
.
 
G
R
I
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
 

1
1
.
 
U
N
E
P
 
人
権
ガ
イ
ダ
ン
ス
ツ
ー
ル
 

1
2
.
 
赤
道
原
則
（
イ
ク
エ
ー
タ
ー
原
則
）
 

1
3
.
 
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

＜
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム

・
業

界
イ
ニ

シ
ア

チ
ブ
＞

 

1
4
.
 
R
B
A
(
R
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
B
u
s
i
n
e
s
s
 
A
l
l
i
a
n
c
e
：
責
任
あ
る
企
業
同
盟
 
※
旧

E
I
C
C
）
 
 

1
5.
 S
A8
00
0（

S
oc
ia
l 
Ac
c
ou
nt
ab
il
it
y
 8
00
0）

  

1
6
.
 
S
E
D
E
X
 
(
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
エ
シ
カ
ル
情
報
共
有
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
）
 

1
7
.
 
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
・
ネ
ッ
ト
 
ワ
ー
ク
・
ジ
ャ
パ
ン
「
C
S
R
調
達
 
セ
ル
フ
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
 

ツ
ー
ル
・
セ
ッ
ト
」
 

1
8
.
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
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 質
問

5
．
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

を
社

会
全

体
で

進
め

て
い

く
た

め
に

 

 質
問

5
-
1
 
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

に
関

し
て

政
府

や
公

的
機

関
・

国
際

機
関

に
対

す
る

要
望

・

期
待

に
つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

 【
A
】
指

導
原
則

が
救

済
メ
カ

ニ
ズ

ム
の
一

つ
と

し
て
提

示
し

て
い
る

、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
多

国
籍

企
業
行

動
指

針
に

基

づ
く

Ｎ
Ｃ

Ｐ
（

N
a
t
i
o
n
a
l
 C
o
n
t
a
c
t
 P
o
i
n
t
）

の
わ

が
国

に
お

け
る

現
在

の
体

制
に

つ
い

て
、

考
え

を
お

聞
か

せ
く
だ
さ

い
（

１
つ
に

○
）
。
 

1
.
現
行
の
体
制
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
 

2
.
改
善
す
べ
き
で
あ
る
 

3
.
Ｎ
Ｃ
Ｐ
に
つ
い
て
知
ら
な
い
、
わ
か
ら
な
い
 

4
.
そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 】

 

 （
参

考
）

Ｎ
Ｃ

Ｐ
（

N
a
t
i
o
na
l 
C
o
n
t
a
c
t
 
P
o
i
n
t
）

に
つ

い
て

 

O
E
C
D
多

国
籍

企
業

行
動

指
針

の
普

及
、
同

行
動

指
針

に
関

す
る

照
会

処
理

、
問

題
解

決
支

援
の

た
め

、
各

国
に

設
置

さ
れ
た
「

連
絡
窓

口
」
。

我
が

国
に

お
い

て
は

外
務

省
・

厚
生

労
働

省
・

経
済

産
業

省
の

三
者

で
構

成
。

日
本

N
C
P

は
討
議
す

る
場
を

提
供
し

、
産
業

界
、
労

働
者
団

体
及
び

そ
の
他

の
利
害

関
係
当

事
者
が

そ
の
問

題
を
効

率
的
に

か

つ
時

宜
を

得
た

方
法

に
よ

り
適

用
可

能
な

法
律

に
従

っ
て

処
理

す
る

こ
と

を
支

援
す

る
。
手

続
結

果
は

、
O
E
C
D
ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

お
よ

び
日

本
N
C
P
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
。

 

 （
ア

）
上
記
質

問
【

A
】

で
「

2
.
改

善
す
べ

き
で

あ
る
」

と
回

答
さ
れ

た
場

合
に
お

伺
い

し
ま
す

。
 

わ
が

国
の
Ｎ
Ｃ

Ｐ
に

つ
い
て

改
善

す
べ
き

と
考

え
る
点

を
具

体
的
に

お
答

え
く
だ

さ
い

（
自
由

記
述

）
。
 

        【
B
】

独
立

し
た

国
内

人
権
機

関
の

設
立
に

つ
い

て
、
考

え
を

お
聞
か

せ
く

だ
さ
い

（
１

つ
に
○

）
。
 

1
.
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関
（
政
府
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
組
織
と
し
て
）
を
設
立
す
べ
き
で
あ
る
 

2
.
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関
（
政
府
の
支
援
を
受
け
る
独
立
し
た
民
間
組
織
で
、
人
権
に
関
す
る
調
査
や
企

業
へ
の
取
り
組
み
支
援
を
行
う
シ
ン
ク
タ
ン
ク
等
と
し
て
）
を
設
立
す
べ
き
で
あ
る
 

3
.
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
政
府
内
の
委
員
会
等
と
し
て
設
立
す
べ
き
で
あ
る
 

4
.
設
立
は
不
要
で
、
各
省
庁
間
の
連
携
強
化
な
ど
既
存
の
組
織
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
 

5
.
わ
か
ら
な
い
、
知
ら
な
い
 

6
.
そ
の
他
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 】
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 質
問

4
-
6
 
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

に
お

け
る

課
題

に
つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

 【
A
】

「
ビ

ジ
ネ

ス
と

人
権
」

に
お

い
て
課

題
に

感
じ
て

い
る

こ
と
を

教
え

て
く
だ

さ
い

。
（
複

数
回

答
可
）

 

1
.
取
り
組
み
の
必
要
性
を
社
内
に
説
明
し
て
も
危
機
感
を
持
っ
て
も
ら
え
な
い
 

2
.
事
業
と
の
関
連
付
け
が
難
し
い
 

3
.
人
権
に
関
す
る
固
定
観
念
、
狭
い
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
で
き
な
い
 

4
.
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
規
制
へ
の
対
応
が
物
理
的
に
難
し
い
 

5
.
対
応
で
き
る
体
制
が
社
内
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
 

6
.
最
低
限
取
り
組
み
が
必
要
な
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
 

7
.
最
新
の
状
況
の
把
握
が
で
き
て
い
な
い
 

8
.
社
内
・
社
外
の
関
係
者
に
重
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
 

9
.
そ
の
他
 
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 「
ビ

ジ
ネ
ス
と

人
権

」
に
お

け
る

課
題
の

具
体

的
な
内

容
に

つ
い
て

教
え

て
く
だ

さ
い

（
自
由

記
述

）
 

                           次
ペ

ー
ジ

に
お

進
み

く
だ

さ
い

。
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 「
ビ

ジ
ネ

ス
と

人
権

」
に
関

し
て

政
府
や

公
的

機
関
・

国
際

機
関
に

対
す

る
要
望

・
期

待
の
具

体
的

な
内
容

に

つ
い

て
教
え
て

く
だ

さ
い
（

自
由

記
述
）

 

         【
D
】
欧

州
諸
国

な
ど

で
は
、
人

権
デ

ュ
ー
・
デ

ィ
リ
ジ

ェ
ン

ス
に
関

す
る

情
報
開

示
を

義
務
化

し
て

い
る
国

も

あ
り

ま
す
が
、

日
本

に
お
け

る
義

務
化
に

つ
い

て
率
直

な
感

想
を
お

答
え

く
だ
さ

い
（

１
つ
に

○
）
。
 

 

1
.
直
ち
に
情
報
開
示
を
義
務
化
す
べ
き
で
あ
る
。
 

2
.
将
来
的
に
は
義
務
化
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
義
務
化
は
適
当
で
は
な
い
。
 

3
.
各
企
業
の
自
主
性
に
委
ね
る
べ
き
で
、
将
来
的
に
も
義
務
化
す
べ
き
で
な
い
。
 

4
.
わ
か
ら
な
い
、
知
ら
な
い
 

5
.
そ
の
他
 
【

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 （
ア

）
上

記
質

問
【

E
】
で
「

1
.
直

ち
に
情

報
開

示
を
義

務
化

す
べ
き

で
あ

る
」
と

回
答

さ
れ
た

場
合

に
お
伺

い

し
ま

す
。
 

「
ビ

ジ
ネ

ス
と

人
権

」
に
関

す
る

情
報
開

示
を

「
直
ち

に
情

報
開
示

を
義

務
化
す

べ
き

」
と
す

る
理

由
を
お

答

え
く

だ
さ
い
。

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

（
自

由
記
述

）
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 （
参
考
）

国
内
人

権
機
関

に
つ
い

て
 

裁
判
所
と

は
別
に

、
人
権

侵
害
か

ら
の
救

済
と
人

権
保
障

を
推
進

す
る
た

め
の
機

関
の
こ

と
。
各

国
で
は

、
1
2
0
以

上
の
国
内

人
権
機

関
が
設

置
さ
れ

て
お
り

、
日
本

政
府
は

国
際
機

関
か
ら

設
立
を

求
め
る

勧
告
を

数
次
に

わ
た
っ

て

受
け
て
い

る
も
の

の
、
上

記
要
件

を
満
た

す
機
関

の
設
置

に
は
至

っ
て
い

な
い
。
 

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
各
国

に
は
人

権
に
関

す
る
調

査
や
企

業
へ
の

啓
発
・

活
動
支

援
を
行

う
シ
ン

ク
タ
ン

ク
機
能

と
し
て

の

機
関
や
、

国
会
オ

ン
ブ
ズ

マ
ン
の

よ
う
に

政
府
機

関
の
活

動
を
監

視
す
る

機
関
、

女
性
や

障
害
者

差
別
や

拘
禁
施

設

内
の
人
権

侵
害
な

ど
を
課

題
別
に

専
門
的

に
取
り

扱
う
複

数
の
人

権
機
関

が
発
展

し
て
い

る
。
ア

メ
リ
カ

で
は
、

政

府
か
ら
独

立
し
た

雇
用
機

会
均
等

委
員
会

や
公
民

権
委
員

会
が
活

動
し
て

い
る
。
 

 【
C
】
現

在
、
政

府
が

進
め
て

い
る

Ｎ
Ａ
Ｐ
（

ビ
ジ
ネ
ス

と
人

権
に
関

す
る

国
別
行

動
計

画
）
に

期
待

す
る

こ
と

は
ど

の
よ
う
な

こ
と

で
す
か

。
あ

て
は
ま

る
も

の
を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

（
複
数

回
答

可
）。

 

1
.
人
権
に
関
す
る
国
際
行
動
規
範
に
対
す
る
国
民
的
理
解
を
促
進
す
る
こ
と
 

2
.
指
導
原
則
が
求
め
る
国
際
行
動
規
範
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
特
定
し
、
そ
れ
を
埋
め
る
た
め
政
策
的
ロ
ー
ド
マ

ッ
プ
を
明
確
に
す
る
こ
と
 

3
.
日
本
が
国
際
社
会
か
ら
人
権
を
尊
重
し
て
い
な
い
と
見
ら
れ
が
ち
な
政
策
・
制
度
を
是
正
す
る
こ
と
 

4
.
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
す
る
一
定
の
法
制
化
を
は
か
る
こ
と
 

5
.
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
に
関
し
て
企
業
の
自
主
的
な
取
り
組
み
の
為
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
整
備
を
す
る
こ
と
 

6
.
企
業
の
国
際
競
争
力
を
維
持
・
向
上
す
る
と
い
う
視
点
に
た
つ
こ
と
 

7
.
企
業
に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
へ
の
取
り
組
み
に
対
す
る
政
府
の
支
援
を
強
化
す
る
こ
と
 

8
.
日
本
に
お
け
る
労
働
者
の
人
権
を
担
保
す
る
こ
と
 

9
.
グ
ロ
ー
バ
ル
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
お
い
て
企
業
が
抱
え
る
人
権
リ
ス
ク
へ
の
対
応
力
を
強
化
す
る
こ
と
 

1
0
.
グ
ロ
ー
バ
ル
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
で
人
権
リ
ス
ク
を
抱
え
る
国
に
対
す
る
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ビ
ル
デ
ィ
ン

グ
支
援
を
す
る
こ
と
 

1
1
.
人
権
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
構
築
す
る
こ
と
 

1
2.

 企
業
が
自
主
的
に
人
権
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
こ
と
を
推
進
・
支
援
す
る
た
め
の
相
談
窓
口
の
設
置
 

（
国
内
外
）
を
す
る
こ
と
 

 
1
3
.
海
外
に
お
け
る
人
権
リ
ス
ク
に
関
す
る
情
報
提
供
（
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
等
）
を
政
府
や
公
的
機
関
が
積
極
的
 

に
行
う
こ
と
 

1
4
.
特
に
期
待
す
る
こ
と
は
な
い
 

1
5
.
わ
か
ら
な
い
、
知
ら
な
い
 

1
6
.
そ
の
他
【
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 （
参

考
）

Ｎ
Ａ

Ｐ
（

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
に

関
す

る
国

別
行

動
計

画
、

 
N
a
t
i
o
n
al
 
A
c
t
i
o
n
 
P
l
a
n
）

に
つ

い
て

 

「
ビ
ジ
ネ

ス
と
人

権
に
関

す
る
指

導
原
則

」
の
普

及
と
、

各
国
に

て
指
導

原
則
に

沿
っ
た

具
体
的

政
策
の

実
施
の

た

め
の

行
動

計
画

。
日

本
政

府
は

、
2
0
1
6
年

末
に

策
定

を
公

約
・
公

表
し

、
現

在
、
外

務
省

総
合

外
交

政
策

局
人

権
人

道
課
を
主

管
と
し

て
関
係

省
庁
と

ス
テ
ー

ク
ホ
ル

ダ
ー
と

の
意
見

交
換
を

実
施
中

。
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  貴
社

名
 

 

所
在

地
 

〒
 

 

ご
回

答
者
 

※
1
 

（
 
 
）
C
S
R
関
連
部
署
 
（
 
 
）
人
事
関
連
部
署
部
 
 

（
 
 
）
総
務
関
連
部
署
 
（
 
 
）
経
営
企
画
関
連
部
署
 
 
 

（
 
 
）
そ
の
他
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

部
署
名
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
  
  
 
  
  
  
  

 
 
 

ご
担
当
者
名
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

電
話

番
号
 

 

E
-

m
a

i
l 

 

主
た

る
事

業
分

野
 

※
2
 

（
1

つ
に

○
）
 

 
1
.
 
農
林
水
産
業
 

 
2
.
 
鉱
業
 

 
3
.
 
建
設
業
 

 
4
.
 
食
品
工
業
 

 
5
.
 
繊
維
工
業
 

 
6
.
 
パ
ル
プ
・
紙
工
業
 

 
7
.
 
出
版
・
印
刷
業
 

 
8
.
 
化
学
工
業
 

 
9
.
 
石
油
製
品
・
石
炭
製
品
工
業
 

1
0
.
 
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
製
品
工
業
 

1
1
.
 
ゴ
ム
製
品
工
業
 

1
2
.
 
窯
業
 

1
3
.
 
鉄
鋼
業
 

1
4
.
 
非
鉄
金
属
工
業
 

1
5
.
 
金
属
製
品
工
業
 

1
6
.
 
機
械
工
業
 

1
7
.
 
電
気
機
械
工
業
 

1
8
.
 
輸
送
用
機
械
工
業
 

1
9
.
 
精
密
機
械
工
業
 

2
0
.
 
そ
の
他
の
工
業
 

2
1
.
 
運
輸
・
通
信
・
公
益
業
 

2
2
.
 
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
 

2
3
.
 
卸
売
・
小
売
業
 

2
4
.
 
サ
ー
ビ
ス
業
 

2
5
.
 
金
融
業
 

2
6
.
 
そ
の
他
（
 

）

資
本
金
 
※
3
 

 
百
万
円
 

売
上
高
 
※
4
 

単
体
 

 
百
万
円
 

連
結
 

 
百
万
円
 

従
業
員
数
 

単
体
 

 
人
 

連
結
 

 
人
 

海
外

売
上

の
比

率
 

（
1

つ
に

○
）
 

1
.
 
全
く
な
い
 
 
 
 
 
 
 
 
2
. 
15
％
未
満
 

3
.
 
1
5
％
以
上
～
5
0
％
未
満
 
 
 
4
. 
50
％
以
上
 

区
 
 
分
 

（
1

つ
に

○
）
 

1
.
 
上
場
第
一
部
 

2
.
 
上
場
第
二
部
 

3
.
 
上
場
そ
の
他
 

4
.
 
非
上
場
 

株
式

の
所

有
者

構
成
 

国
内
機
関
投
資
家
 

 
（

％
）
 

国
内
個
人
等
 

（
％

）
 

国
内
そ
の
他
法
人
 

（
％

）
 

外
国
法
人
等
 

（
％

）
 

※
1
 
複

数
部

署
で

の
回

答
が

必
要

な
場

合
は

、
１

つ
の

回
答

に
と

り
ま

と
め

て
い

た
だ

き
、

と
り

ま
と

め
を

担
当

さ

れ
た
部
署
、
ご
担
当
者
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

※
2
主
た
る
事
業
分
野
は
、
貴
社
の
平
成

29
年
度
の
売
上
高
に
占
め
る
ウ
ェ
イ
ト
を
参
考
に
最
も
適
当
な
業
種
を
 

1
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

※
3
 
資
本
金
：
相
互
会
社
等
、
資
本
金
を
持
た
な
い
会
社
は
空
欄
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
4
 
売

上
高

：
売

上
高

の
指

標
が

な
い

場
合

は
、

営
業

収
入

等
の

売
上

に
相

当
す

る
数

値
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

持

ち
株
会
社
で
単
体
の
売
上
高
が
な
い
場
合
は
、 「

0
」
と
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

ご
協

力
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

 

質
問

6
．

貴
社

の
概

要
、

ご
回

答
者

の
所

属
部

署
名

・
役

職
等

に
つ

い
て
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 質
問

5
-
2
 
「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」

に
関

し
て

業
界
団

体
に

対
す

る
要

望
・

期
待

に
つ

い
て

 

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

 【
A
】
「

ビ
ジ
ネ

ス
と

人
権
」

に
関

し
て
業

界
団

体
に
お

い
て

、
現
に

取
り

組
ん
で

い
る

活
動
ま

た
は

業
界
団

体

に
対

す
る
要
望

・
期

待
が
あ

れ
ば

お
答
え

く
だ

さ
い
。

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
（

複
数

回
答

可
 
該

当
箇

所
に
〇

）
 

 
現

に
取
り

組
ん
で

い
る

も
の
 

要
望
・
期
待
（
今

後
取
り

組
ん
で
欲

し
い
も

の
）
 

1
.
業
界
ル
ー
ル
の
整
備
 

 
 

2
.
自

主
的

な
取

り
組

み
の
た

め
の

ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
整
備

【
名
称
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 
 

3
.
業
界
に
お
け
る
重
要
な
人
権
リ
ス
ク
の
特
定
 

 
 

4
.
共
通
で
課
題
に
対
処
す
る
た
め
の
仕
組
み
の
整
備
 

 
 

5
.
業
界
と
し
て
の
救
済
シ
ス
テ
ム
の
構
築
 

 
 

6
.
研
修
の
実
施
や
情
報
提
供
 

 
 

7
.
特
に
な
い
 

 
 

8
.
そ
の
他
 
【
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
】
 

 
 

 「
ビ

ジ
ネ

ス
と

人
権

」
に
関

し
て

業
界
団

体
に

対
す
る

要
望

・
期
待

の
具

体
的
な

内
容

や
実
施

し
て

い
る
連

携

や
取

り
組

み
事

例
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 （

自
由

記
述

）
 

        質
問

5
-
3
 
こ

れ
ま

で
の

質
問

以
外

で
、「

ビ
ジ

ネ
ス

と
人

権
」
に

関
し

て
ご

意
見

が
あ

れ
ば

自
由

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

自
由

記
述

）
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５．「企業活動が人権に当たる影響」についての消費者意識に関するアンケート調査 
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■「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査結果 

調査対象人数： 日本：1,024 人、米国：108 人（米国在住）、英国：108 人（英国在住） 

実施期間： 2018 年 11 月 15 日～12 月 6 日 

 

1.年齢構成 

 
2.性別 

 
3.職業 

 
 
4.個人年収 

 

日本 (1,024)

アメリカ (108)

イギリス (108)

n=

国別

16.4

16.7

16.7

16.7

16.7

16.7

16.7

16.7

16.7

16.7

16.7

16.7

16.8

16.7

16.7

16.7

16.7

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代以下 20代 30代 40代 50代 60歳以上

日本 (1,024)

アメリカ (108)

イギリス (108)

n=

国別

49.8

50.0

50.0

50.2

50.0

50.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男 女 その他

日本 (1,024)

アメリカ (108)

イギリス (108)

n=

国別

3.2

8.3

7.4

37.8

30.6

40.7

16.5

5.6

7.4

5.7

9.3

11.1

17.2

10.2

14.8

19.6

36.1

18.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会社経営者・役員 常勤勤務 非常勤勤務、パート・アルバイト 自営業主 学生 その他（専業主婦・主夫、無職）

日本 (1,024)

アメリカ (108)

イギリス (108)

n=

国別

37.5

11.1

16.7

18.9

25.0

21.3

13.5

21.3

25.9

6.2

12.0

13.9

3.2

7.4

4.6

3.0

15.7

10.2

17.7

7.4

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～199万円 200～399万円 400～599万円 600～799万円 800～999万円 1000万円以上 わからない・答えたくない

253 254

116680 新時代の「ビジネスと人権」.indb   253 2019/05/23   9:16:16



 
 

Q１︓あなたは以下のようなニュースや事例を聞いたことがありますか︖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q２︓あなたは以下の用語を聞いたことがありますか︖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●米英は日本と比べ、プライバシーの無断利用の事例に関する認知度が 20%程度高い。 

●原材料に関する事例の認知度は 3 ヵ国とも高くないが、パーム油の事例について英国は認知度が顕著に高い。 

●「フェアトレード」「ダイバーシティ」に関する米英の認知度は約 90%で、日本と比べて 20～30％高い。また「エシカル消費」

の日本での認知度は極端に低い。（ただし元々の言語が英語であるという点を差し引く必要がある） 

●「NGO/NPO」の米英での認知度が低い理由は、個別の団体名での認知度は日本よりも大きく高いことから、「Charity」「CSO」

など別の呼び方をしていることが原因と考えられる。 

中
国
工
場
の
労
務
・
労
働
環
境
問

題
の
事
例

ア
ブ
ラ
ヤ
シ
農
園
を
作
る
際
の
先

住
民
の
強
制
撤
去
の
事
例

ア
フ
リ
カ
の
紛
争
鉱
物
問
題
の
事

例 コ
ッ

ト
ン
農
家
の
農
薬
散
布
・
健

康
被
害
の
事
例

S
N
S
の
個
人
情
報
を
政
府
が
無

断
使
用
す
る
事
例

日本 (1,024) 51.7 18.7 29.1 19.4 35.6

アメリカ (108) 46.3 20.4 28.7 25.0 57.4

イギリス (108) 55.6 49.1 33.3 36.1 55.6

国別

n=

51.7 

18.7 

29.1 

19.4 

35.6 

46.3 

20.4 

28.7 
25.0 

57.4 55.6 

49.1 

33.3 
36.1 

55.6 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
日本 アメリカ イギリス

C
S
R

C
S
V

E
S
G

三
方
よ
し

S
D
G
ｓ

ダ
イ
バ
ー

シ
テ
ィ

L
G
B
T

パ
リ
協
定

フ
ェ

ア
ト
レ
ー

ド

エ
シ
カ
ル
消
費

N
G
O
/
N
P
O

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
、

ヘ
イ
ト
行
為

日本 (1,024) 44.4 21.0 23.8 26.1 21.5 70.2 68.0 69.2 58.9 15.1 74.7 80.2

アメリカ (108) 44.4 38.0 44.4 15.7 28.7 88.9 86.1 68.5 88.9 58.3 42.6 78.7

イギリス (108) 58.3 43.5 45.4 13.9 36.1 90.7 78.7 64.8 95.4 73.1 45.4 77.8

※スコアは認知_計（「内容について概ね理解している」＋「聞いたことはあるが、内容についてよく理解していない」）　

国別

n=

44.4 

21.0 23.8 26.1 
21.5 

70.2 68.0 69.2 

58.9 

15.1 

74.7 
80.2 

44.4 
38.0 

44.4 

15.7 

28.7 

88.9 86.1 

68.5 

88.9 

58.3 

42.6 

78.7 

58.3 

43.5 45.4 

13.9 

36.1 

90.7 

78.7 

64.8 

95.4 

73.1 

45.4 

77.8 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
日本 アメリカ イギリス
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Ｑ３－１︓あなたが普段購入したり使用したりしている、品質が良く値段も手頃な商品やサービスがあるとします。 
ある時、その商品やサービス、また提供する企業に関連する、人権侵害に関わるニュースを耳にしました。 
そうした情報は、あなたの商品やサービスを買いたい・利用したいという気持ちにどの程度影響しますか。 

 
 
 
 
 

n=日本︓1024、米国︓108、英国︓108 

 

19.6 
40.7 

27.8 

13.6 
27.8 
26.9 

12.1 
38.0 
39.8 

7.4 
35.2 

24.1 

8.5 
28.7 
27.8 

8.6 
28.7 

24.1 

6.2 
24.1 

18.5 

9.9 
36.1 
35.2 

6.8 
17.6 

22.2 

6.4 
23.1 
22.2 

5.3 
17.6 
16.7 

4.8 
22.2 

12.0 

19.3 
23.1 

21.3 

16.1 
27.8 

25.9 

15.5 
28.7 

22.2 

14.3 
28.7 

31.5 

12.5 
22.2 
25.9 

11.7 
29.6 

28.7 

11.5 
25.9 

29.6 

12.5 
21.3 

15.7 

13.5 
32.4 

28.7 

11.4 
28.7 
29.6 

10.4 
22.2 

18.5 

8.1 
13.9 

12.0 

34.6 
13.0 

32.4 

40.6 
16.7 

26.9 

40.4 
18.5 

21.3 

44.0 
19.4 

27.8 

43.0 
19.4 

26.9 

43.3 
21.3 
33.3 

45.3 
25.9 
29.6 

39.6 
22.2 

29.6 

40.8 
24.1 

28.7 

41.5 
27.8 

25.9 

36.0 
32.4 

36.1 

29.6 
25.0 

38.0 

21.8 
13.0 

12.0 

23.8 
15.7 

12.0 

27.3 
1.9 

9.3 

28.4 
5.6 

10.2 

30.1 
13.9 

13.0 

29.9 
11.1 

8.3 

31.7 
9.3 

14.8 

31.7 
8.3 

12.0 

33.1 
15.7 

12.0 

33.1 
5.6 

13.0 

40.4 
16.7 
18.5 

44.5 
17.6 

21.3 

4.7 
10.2 

6.5 

5.9 
12.0 

8.3 

4.6 
13.0 

7.4 

5.9 
11.1 

6.5 

6.0 
15.7 

6.5 

6.5 
9.3 

5.6 

5.3 
14.8 

7.4 

6.3 
12.0 

7.4 

5.8 
10.2 

8.3 

7.5 
14.8 

9.3 

7.9 
11.1 
10.2 

13.0 
21.3 

16.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

日本
アメリカ
イギリス

日本
アメリカ
イギリス

日本
アメリカ
イギリス

日本
アメリカ
イギリス

日本
アメリカ
イギリス

日本
アメリカ
イギリス

日本
アメリカ
イギリス

日本
アメリカ
イギリス

日本
アメリカ
イギリス

日本
アメリカ
イギリス

日本
アメリカ
イギリス

日本
アメリカ
イギリス

SN
S

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

配
車

ア
プ

リ

セ
ク

ハ
ラ

エ
ビ

強
制

労
働

チ
ョ

コ
レ

ー
ト

児
童

労
働

洗
剤

パ
ー

ム
油

ア
パ

レ
ル

強
制

労
働

国
産

野
菜

強
制

労
働

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン

児
童

労
働

・

紛
争

鉱
物

コ
ッ

ト
ン

危
険

労
働

自
動

車

差
別

金
融

先
住

民

鉄
道

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

大いに影響がある 影響がかなりある 影響がある

●人権侵害に関わるニュースが購入や利用に「影響がある（大いに影響がある、影響がかなりある、影響がある）」と回答

した人の割合は、すべての項目において米英が日本よりも高い。 

●より身近な事例である SNS・プライバシーと配車アプリ・セクハラでは、その差が一桁に収まっている。 
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20.3 
39.8 

25.0 

17.9 
35.9 

31.4 

22.4 
41.3 

32.2 

17.4 
36.7 

31.1 

17.6 
26.3 
25.3 

16.3 
34.9 

30.1 

14.3 
29.3 

27.4 

18.8 
41.9 

27.6 

15.5 
30.0 
30.2 

14.0 
26.7 

25.0 

14.2 
26.9 

18.2 

11.7 
21.2 

19.4 

18.6 
15.7 

28.4 

25.7 
25.6 

24.4 

32.7 
27.2 

23.3 

37.6 
34.4 

34.4 

33.9 
32.9 

32.2 

33.5 
27.9 

33.3 

37.7 
31.7 

33.3 

30.4 
22.1 

28.7 

34.7 
31.3 
32.6 

27.1 
34.9 

28.6 

26.1 
33.3 

35.1 

25.3 
30.3 

29.9 

30.9 
14.5 

21.6 

36.8 
14.1 

22.1 

33.7 
10.9 

20.0 

36.8 
11.1 

21.1 

38.9 
21.1 

23.0 

38.6 
18.6 

25.8 

41.2 
22.0 

21.4 

37.7 
20.9 

27.6 

39.1 
26.3 
23.3 

43.4 
22.1 

26.2 

44.8 
26.9 

32.5 

48.3 
19.7 

35.8 

29.6 
28.9 

25.0 

19.2 
21.8 

20.9 

10.9 
17.4 

23.3 

7.7 
16.7 

11.1 

9.6 
18.4 
19.5 

10.6 
18.6 

9.7 

6.2 
17.1 

15.5 

12.5 
14.0 
16.1 

10.7 
10.0 
12.8 

15.1 
14.0 

16.7 

14.4 
12.8 

13.0 

13.6 
22.7 

14.9 

0.5 
1.2 
0.0 

0.4 
2.6 
1.2 

0.3 
3.3 

1.1 

0.4 
1.1 

2.2 

0.0 
1.3 
0.0 

1.1 
0.0 

1.1 

0.6 
0.0 

2.4 

0.6 
1.2 
0.0 

0.0 
2.5 
1.2 

0.3 
2.3 

3.6 

0.6 
0.0 

1.3 

1.1 
6.1 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

SN
S

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

配
車

ア
プ

リ

セ
ク

ハ
ラ

エ
ビ

強
制

労
働

チ
ョ

コ
レ

ー
ト

児
童

労
働

洗
剤

パ
ー

ム
油

ア
パ

レ
ル

強
制

労
働

国
産

野
菜

強
制

労
働

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン

児
童

労
働

・

紛
争

鉱
物

コ
ッ

ト
ン

危
険

労
働

自
動

車

差
別

金
融

先
住

民

鉄
道

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

価格が高くても他社のものを選択する 多少高い程度であれば他社のものを選択する

価格が同じであれば他社のものを選択する （他社のものを含め）購入自体を控える

その他

Ｑ３－２︓当該企業の商品の購入を止め、人権侵害に関わっていない他社のものを選択しますか。  

            

            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（753） 
（83） 
（88） 

（720） 
（78） 
（86） 

（697） 
（92） 
（90） 

（673） 
（90） 
（90） 

（655） 
（76） 
（87） 

（651） 
（86） 
（93） 

（645） 
（82） 
（84） 

（634） 
（86） 
（87） 

（626） 
（80） 
（86） 

（608） 
（86） 
（84） 

（529） 
（78） 
（77） 

（435） 
（66） 
（67） 

n 

●「高くても（高くても、多少高い程度であれば）他社を選択する」と回答した人の割合は、すべての項目において米英が

日本よりも高い。 

●日本においても、製品選択に「影響がある」と回答した人の約 40～50%が、「高くても他社を選択する」と回答している。 
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Ｑ４︓あなたは企業が関わる以下の人権問題について聞いたことがありますか︖ 

 
 
 

 

Ｑ５︓あなたが商品やサービスを購入・利用する際に、重視する観点はどれですか。（複数回答可） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児
童
労
働

強
制
労
働

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

結
社
の
自
由
・
団
体
交
渉
権
に
対

す
る
不
当
労
働
行
為

労
働
者
の
健
康
・
労
働
安
全
を
損

な
う
企
業
対
応

長
時
間
労
働

不
公
正
な
賃
金
、

労
働
条
件

女
性
差
別

障
が
い
者
差
別

外
国
人
労
働
者
差
別

左
記
以
外
の
差
別

消
費
者
の
健
康
・
安
全
を
損
な
う

企
業
対
応

消
費
者
情
報
の
不
正
取
得
・
漏

洩
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
侵
害

汚
職
、

腐
敗

い
ず
れ
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い

日本 (1,024) 74.2 88.6 95.3 54.5 71.0 94.1 88.7 92.4 89.6 86.8 35.2 65.7 76.5 87.4 2.0

アメリカ (108) 82.4 69.4 88.9 72.2 66.7 79.6 78.7 85.2 78.7 68.5 66.7 62.0 74.1 50.9 7.4

イギリス (108) 80.6 65.7 73.1 51.9 62.0 79.6 76.9 73.1 69.4 69.4 65.7 62.0 65.7 48.1 9.3

国別

n=

74.2 

88.6 
95.3 

54.5 

71.0 

94.1 
88.7 

92.4 
89.6 

86.8 

35.2 

65.7 

76.5 

87.4 

2.0 

82.4 

69.4 

88.9 

72.2 

66.7 

79.6 78.7 

85.2 

78.7 

68.5 66.7 
62.0 

74.1 

50.9 

7.4 

80.6 

65.7 

73.1 

51.9 

62.0 

79.6 
76.9 

73.1 
69.4 69.4 

65.7 
62.0 

65.7 

48.1 

9.3 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
日本 アメリカ イギリス

●企業が関わる人権問題について聞いたことがある人の割合は、日本は米英よりも高い回答となっている。 

●特に身近な問題である「ハラスメント」「長時間労働」「女性差別」の割合は 90％を超えている。 

●「社会への影響」「環境への影響」を重視する割合は、日本は米英の約半分。 

●日本は「安全・安心」を重視する割合が他国よりも高い。 

品
質
・
性
能

安
全
・
安
心

価
格

デ
ザ
イ
ン
性

環
境
へ
の
影
響

社
会
へ
の
影
響

生
産
者
や

販
売
者
に
対
す
る

信
頼

流
行
や

他
者
か
ら
の
評
価

そ
の
他

日本 (1,024) 82.8 76.6 82.5 38.3 21.6 19.3 30.9 12.8 0.2

アメリカ (108) 82.4 64.8 85.2 46.3 38.0 37.0 45.4 12.0 0.0

イギリス (108) 72.2 57.4 72.2 38.9 42.6 34.3 46.3 15.7 0.9

国別

n=

82.8 

76.6 

82.5 

38.3 

21.6 19.3 

30.9 

12.8 

0.2 

82.4 

64.8 

85.2 

46.3 

38.0 37.0 

45.4 

12.0 

0.0 

72.2 

57.4 

72.2 

38.9 
42.6 

34.3 

46.3 

15.7 

0.9 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
日本 アメリカ イギリス
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Ｑ６－１︓企業の人権問題への取り組みは、あなたの判断にどの程度プラスの影響を与えますか。 
以下のケースについて教えてください。 

 
 
 
 
 

n=日本︓1024、米国︓108、英国︓108 

 
Ｑ６－２︓給与面やリターン面（投資収益）を考慮した場合、当該企業をどの程度積極的に選択しますか。 

以下のケースについて教えてください。 
 
 
 
 

 

8.4 
29.6 

26.9 

25.8 
43.5 

33.3 

8.6 
18.5 

16.7 

15.5 
38.0 

28.7 

23.9 
31.5 

34.3 

17.4 
31.5 

32.4 

34.7 
21.3 

24.1 

28.9 
11.1 

24.1 

38.8 
28.7 
32.4 

31.4 
3.7 

12.0 

18.1 
8.3 

4.6 

29.5 
9.3 

12.0 

10.0 
7.4 
8.3 

3.3 
5.6 
3.7 

5.8 
12.0 

6.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

同
性

パ
ー

ト
ナ

ー
長

時
間

労
働

投
資

大いに影響がある 影響がかなりある 影響がある 殆ど影響しない 全く影響しない

4.7 
11.5 
12.8 

10.1 
21.5 

19.2 

9.4 
11.8 

17.0 

24.0 
30.2 

31.4 

39.8 
30.1 

37.4 

32.7 
24.7 

31.8 

46.7 
36.5 

44.2 

37.5 
37.6 

37.4 

41.9 
40.0 

37.5 

23.7 
21.9 

11.6 

11.9 
10.8 

6.1 

15.4 
22.4 

13.6 

1.0 
0.0 
0.0 

0.7 
0.0 
0.0 

0.6 
1.2 
0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

同
性

パ
ー

ト
ナ

ー
長

時
間

労
働

投
資

給与・配当が低くても当該企業を選択する 多少給与・配当が低くても当該企業を選択する

給与・配当が他社と同程度であっても選択する 給与・配当が他社より低ければ他社を選択する

その他

●企業の人権問題への取り組みが判断に「影響がある（大いに影響がある、影響がかなりある、影響がある）」と回答

した人の割合は、すべての項目において米英が日本よりも高い。 

●その中でも長時間労働については、日本においても約半数が「影響がある（大いに影響がある、影響がかなりある、

影響がある）」と回答。 

●人権問題に取り組む企業を「給与が低くても（低くても、多少低くても）選択する」と回答した人の割合は、労働面におい

ては、日本は米英よりも低い。 

●長時間労働については、日本でも半数が「給与が低くても当該企業を選択する」と回答。 

（600） 
（96） 
（86） 

（805） 
（93） 
（99） 

n 

（663） 
（85） 
（88） 
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Ｑ７︓あなたは、以下の項目で企業のイメージに与える影響が大きいと考えるものはどれですか。（複数回答可） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ８︓現在ビックデータや AI といった新しい技術に関する注目が高まっています。反面、そうした技術の利用による人権 

問題も想定されます。新技術が広く開発・普及していくことに、あなたは懸念がありますか︖ 
(想定される問題の例) 
・AI を導入したサービスで過去の統計や情報を基にした差別（例えばローン審査や採用判断において、ある属性の人 
に対して差別的な判断を⾏ったり、誤った情報利用を⾏うなど） 
・IoT や顔認証の利用による私的な領域の情報収集 

 
 
 
 

 
 

日本 (1,024) 50.1

アメリカ (108) 73.1

イギリス (108) 75.9

※懸念している_計（「非常に懸念している」＋「やや懸念している」）

n=

国別

懸念し
ている_

計

11.7

32.4

25.9

38.4

40.7

50.0

30.4

13.0

14.8

7.1

6.5

4.6

12.0

6.5

3.7

0.4

0.9

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に懸念している やや懸念している あまり関心がない 自分には関係がない よくわからない その他

●「人権への取り組み」が企業イメージに影響を与えると考える人の割合は、日本は米英より 20％近く低い。 

●日本が米英と同程度、企業イメージに影響があると考える項目は「製品・サービスの安全・品質」。それ以外は全て日

本の方が低い。 

製
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
安
全
・
品
質

従
業
員
の
労
働
環
境

調
達
先
へ
の
対
応

人
権
へ
の
取
り
組
み

環
境
へ
の
取
り
組
み

社
会
貢
献
活
動

経
営
者
へ
の
信
頼

不
祥
事
の
予
防
と
発
生
後
の
対
応

そ
の
他

日本 (1,024) 81.2 59.7 30.0 48.1 42.6 28.1 44.1 51.0 0.2

アメリカ (108) 79.6 67.6 45.4 70.4 56.5 48.1 63.0 53.7 0.9

イギリス (108) 82.4 73.1 55.6 65.7 62.0 46.3 59.3 55.6 0.0

国別

n=

81.2 

59.7 

30.0 

48.1 

42.6 

28.1 

44.1 

51.0 

0.2 

79.6 

67.6 

45.4 

70.4 

56.5 

48.1 

63.0 

53.7 

0.9 

82.4 

73.1 

55.6 

65.7 
62.0 

46.3 

59.3 
55.6 

0.0 
0%

20%

40%

60%

80%

100%
日本 アメリカ イギリス

●新技術について懸念している人の割合は、日本は米英に比べ 20%以上低い。 

●「非常に懸念している」割合は米国が最も高い。 
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Ｑ9︓あなたは以下の団体について聞いたことがありますか。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

・

イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ

ナ
ル

ヒ
ュ
ー

マ
ン
・
ラ
イ
ツ
・

ウ
ォ
ッ

チ

ヒ
ュ
ー

マ
ン
・
ラ
イ
ツ
・

ナ
ウ

プ
ラ
ン
・

イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ

ナ
ル

ユ
ニ
セ
フ

ワ
ー

ル
ド
・
ビ
ジ
ョ

ン

セ
ー

ブ
・
ザ
・

チ
ル
ド
レ
ン

W
W
F

グ
リ
ー

ン
ピ
ー

ス

赤
十
字
社

国
連
グ
ロ
ー

バ
ル
・

コ
ン
パ
ク
ト

上
記
の
ど
れ
も
知
ら
な
い

日本 (1,024) 22.1 8.2 6.4 4.9 81.3 13.0 35.0 42.5 40.9 84.0 6.9 7.6

アメリカ (108) 58.3 54.6 45.4 29.6 63.0 42.6 67.6 53.7 52.8 66.7 40.7 3.7

イギリス (108) 71.3 55.6 43.5 36.1 76.9 54.6 80.6 75.9 71.3 74.1 38.0 3.7

国別

n=

22.1 

8.2 6.4 4.9 

81.3 

13.0 

35.0 

42.5 40.9 

84.0 

6.9 7.6 

58.3 
54.6 

45.4 

29.6 

63.0 

42.6 

67.6 

53.7 52.8 

66.7 

40.7 

3.7 

71.3 

55.6 

43.5 

36.1 

76.9 

54.6 

80.6 
75.9 

71.3 
74.1 

38.0 

3.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
日本 アメリカ イギリス

●日本は「ユニセフ」と「赤十字社」の認知度が非常に高く、環境系の団体が 4 割程度で続く。人権系の団体については

最大でも 3 割強の認知度となっている。 

●米英ではどの団体も平均的に高い数値となっており、市民社会の影響力の違いを読み取ることができる。 

（ただし回答者のすべてが団体の性格について正確に理解しているかという点に関しては慎重にみる必要がある） 
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「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査

【Q2】あなたは以下の用語を聞いたことがありますか？
内容について概ね理
解している

聞いたことはあるが、
内容についてよく理
解していない

聞いたことがない

（企業の社会的責任：
） □ □ □

（ 共 通 価 値 の 創 造 ：
） □ □ □

（環境： 、社会：
、ガバナンス： ） □ □ □

三方よし □ □ □
（国連持続可能な開発目標：

） □ □ □

ダイバーシティ □ □ □
□ □ □

パリ協定 □ □ □
フェアトレード □ □ □
エシカル消費 □ □ □

□ □ □
ヘイトスピーチ、ヘイト行為 □ □ □

2

「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査

【Q1】あなたは以下のようなニュースや事例を聞いたことがありますか？

１．低価格で品質がよい服を製造している中国の工場で、労働者が危険な状況で働かされ
ていたり、適正な賃金が支払われていなかったりしたケースがある。

２．洗剤や食料品に使われているパーム油（「アブラヤシ」の実から採れる油）が、ある
国の地元住民を強制的に追い出して作られた農園のアブラヤシを原料に作られていたケー
スがある。

３．スマートフォンや自動車などの身近な製品に使われている金やコバルトなどの希少金
属が、アフリカの採掘場で子どもたちによって採掘され、販売によって得たお金が武装勢
力の資金源となっているケースがある。

４．ある国で服の原料となるコットン（綿花）を育てるために大量の農薬が必要であるに
も関わらず、口や体を守るものを何もつけない状態で女性たちが栽培に携わっているケー
スがある。

５．ある国の工場で働いている外国人の技能実習生について、ほぼ休みがない状態で朝か
ら晩まで働き、最低賃金を下回る報酬しか支払われていないケースがある。

６．ある国のテーマパークのパレードに出演するダンサーが過酷な条件で働かされ、ケガ
をしても労災申請を出さないよう指導されたケースがある。

７．ある国の宅配便の運搬では長時間労働が常態化しており、残業代も未払いの状態が続
いていたケースがある。

８．ある国では、政府からの要請に基づき、SNS利用者の情報が、利用者本人に知らされ
ずに政府に提供されているケースがある。

聞いたことがある 聞いたことがない

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □
1
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「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査

１． １ ２ ３ ４ ５

＜衣類・日用品＞

㋓社の服の縫製と素材提供を請け負っている中国企業
の工場で、違法な時間外労働や、粉塵や化学物質によ
る健康被害をもたらす可能性のある環境に労働者が置
かれていると市民団体が告発した。

2． １ ２ ３ ４ ５

コットン（綿花）の生産には、大量の農薬が使われて
おり、労働の主な担い手である女性たちはマスクもつ
けずに作業を行なっている。㋔社はコットンの主要な
生産地であるインドから原材料を輸入し、衣類を製
造・販売している。

3． １ ２ ３ ４ ５
洗剤メーカー㋕社は、インドネシアでパーム油を生産
する現地企業 社の大口取引先の一つ。 社はアブラヤ
シの農園開発の際、住んでいた住民を強制的に追い出
したことが問題視され、㋕社の洗剤に対する国際的な
不買運動が広まっている。・洗剤メーカー ㋕社

・洗剤の原料にインドネシア産
のパーム油を利用

・アパレルブランド ㋓社
・中国製の服を販売、ファスト
ファッションで人気

・アパレルブランド ㋔社
・インドで生産されたコットン
を使った衣類を販売

製品・サービス 耳にしたニュース

【Q３続き】

4
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＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】当該企業の
商品の購入を止め、人権侵害に関わっていない他社のも
のを選択しますか。

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】当該企業の
商品の購入を止め、人権侵害に関わっていない他社のも
のを選択しますか。

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】当該企業の
商品の購入を止め、人権侵害に関わっていない他社のも
のを選択しますか。

購入・利用意欲への影響

当該企業の
商品の購入を止め、人権侵害に関わっていない他社のも

１．価格が高くても他社のものを選択する
２．多少高い程度であれば他社のものを選択する
３．価格が同じであれば他社のものを選択する
４．（他社のものを含め）購入自体を控える
５. その他【 】

１．価格が高くても他社のものを選択する
２．多少高い程度であれば他社のものを選択する
３．価格が同じであれば他社のものを選択する
４．（他社のものを含め）購入自体を控える
５. その他【 】

１．価格が高くても他社のものを選択する
２．多少高い程度であれば他社のものを選択する
３．価格が同じであれば他社のものを選択する
４．（他社のものを含め）購入自体を控える
５. その他【 】

「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査

【Q３】あなたが普段購入したり使用したりしている、品質が良く値段も手頃な商品やサービスがあるとしま
す。ある時、その商品やサービス、また提供する企業に関連する、人権侵害に関わるニュースを耳にしました。

そうした情報は、あなたの商品やサービスを買いたい・利用したいという気持ちにどの程度影響しますか。

１． １ ２ ３ ４ ５

購入・利用意欲への影響
＜食品＞

製品・サービス 耳にしたニュース

㋐社はガーナにある農園から原料となるカカオを購入
している。市民団体による調査で、その農園で働く労
働者のうち、半分以上が 歳以下の子どもたちである
ことがわかった。違法な児童労働であり、作業での農
薬や刃物の使用は子どもたちの身体に危険をもたらす。・お菓子メーカー ㋐社

・ガーナ産カカオ100%にこだ
わったチョコレートを販売

2．

スーパーを展開する㋑社は、タイから直輸入したエビ
を販売している。海外の新聞で、エビのエサを生産す
る業者が、ミャンマーなどの周辺国から人身売買で売
り飛ばされた労働者に、船上での長時間のただ働き
や、暴行、さらには処刑まで行っていたと報道され
る。

・スーパー ㋑社
・タイ産のエビを直輸入して販
売

．

㋒社は契約農家で作られた国産野菜を使い加工食品を
提供している。野菜の栽培から出荷までを担っている
のは、出稼ぎに来たベトナム人労働者たち。最低賃金
以下の時給で、残業代も払われない状況で働いてい
る。・食品企業 ㋒社

・国産の野菜を使った加工食品
を販売
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１ ２ ３ ４ ５

１ ２ ３ ４ ５

3

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】当該企業の
商品の購入を止め、人権侵害に関わっていない他社のも
のを選択しますか。

１．価格が高くても他社のものを選択する
２．多少高い程度であれば他社のものを選択する
３．価格が同じであれば他社のものを選択する
４．（他社のものを含め）購入自体を控える
５. その他【 】

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】当該企業の
商品の購入を止め、人権侵害に関わっていない他社のも
のを選択しますか。

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】当該企業の
商品の購入を止め、人権侵害に関わっていない他社のも
のを選択しますか。

１．価格が高くても他社のものを選択する
２．多少高い程度であれば他社のものを選択する
３．価格が同じであれば他社のものを選択する
４．（他社のものを含め）購入自体を控える
５. その他【 】

１．価格が高くても他社のものを選択する
２．多少高い程度であれば他社のものを選択する
３．価格が同じであれば他社のものを選択する
４．（他社のものを含め）購入自体を控える
５ その他【 】
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「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査

１． １ ２ ３ ４ ５

＜サービス＞

国内の大手金融機関である㋙社。成長拡大のため、世
界各地のプロジェクトに投資している。米国の石油パ
イプラインの建設プロジェクトでは、先住民の生活が
脅かされるとして国際的な反対運動が巻き起こり、投
資している金融機関の責任が問われている。

2． １ ２ ３ ４ ５

近年急成長を果たした、タクシーの配車アプリを展開
する㋚社。「成績さえ良ければ、何をやってもよい」
と、セクハラを容認していた。

3． １ ２ ３ ４ ５

SNS最大手の㋛社では、様々なアプリが使える。その
うちの一つの性格診断アプリを通じて、個人情報が数
百万人単位で不正に収集され、選挙に利用されていた
ことが分かった。

【 ３続き】

製品・サービス 耳にしたニュース

・配車アプリ大手 ㋚社
・利便性が人気で急激に成長し、
国際的に事業を展開している

・SNS最大手 ㋛社
・世界で最大の利用者数を誇る

・大手金融機関 ㋙社
・世界各地への投資を活発に
行っている

6

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】当該企業の
サービスの利用を止め、人権侵害に関わっていない他社
のものを選択しますか。

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】当該企業の
サービスの利用を止め、人権侵害に関わっていない他社
のものを選択しますか。

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】当該企業の
サービスの利用を止め、人権侵害に関わっていない他社
のものを選択しますか。
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購入・利用意欲への影響

の
他社

他社

１．コストが高くても他社のものを選択する
２．多少高い程度であれば他社のものを選択する
３．コストが同じであれば他社のものを選択する
４．（他社のものを含め）利用自体を控える
５ その他【 】

１．コストが高くても他社のものを選択する
２．多少高い程度であれば他社のものを選択する
３．コストが同じであれば他社のものを選択する
４．（他社のものを含め）利用自体を控える
５. その他【 】

１．価格が高くても他社のものを選択する
２．多少高い程度であれば他社のものを選択する
３．価格が同じであれば他社のものを選択する
４．（他社のものを含め）購入自体を控える
５. その他【 】

「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査

１． １ ２ ３ ４ ５

＜ハード＞

自動車メーカー㋖社はインドにも事業を展開。現地の
工場では、管理者側の暴力行為や差別的な発言をきっ
かけに従業員が暴徒化し、工場が ヵ月以上停止するな
どの労使紛争が発生した。

2． １ ２ ３ ４ ５

スマートフォンの内部にはレアメタルと呼ばれる希少
な金属が使われている。そのレアメタルの採掘地であ
るアフリカのコンゴでは、一部の採掘場が武装勢力に
より運営されている。そこでは児童労働が蔓延し、販
売収益は武装勢力の資金源となっていることが分かっ
ている。

3． １ ２ ３ ４ ５

鉄道を展開する㋘社。駅ビルの中に防犯カメラを多数
設置し、顔認証技術を活用して通行人の顔を撮影。特
徴を把握して通行人の動き追跡することで、人の流れ
を調べる実証実験が予定されていたが、反対により計
画は延期された。

製品・サービス 耳にしたニュース

・自動車メーカー ㋖社
・子会社がインドの工場で自動
車を生産し、現地で販売

・スマホメーカー ㋗社
・国際的に人気のスマートフォ
ンを販売している

・鉄道会社 ㋘社
・主要駅では駅ビルなどの商業
施設も運営

【Q３続き】
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購入・利用意欲への影響

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】当該企業の
商品の購入を止め、人権侵害に関わっていない他社のも
のを選択しますか。

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】当該企業の
商品の購入を止め、人権侵害に関わっていない他社のも
のを選択しますか。

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】当該企業の
サービスの利用を止め、人権侵害に関わっていない他社
のものを選択しますか。

の

当該企業の

他社

１．価格が高くても他社のものを選択する
２．多少高い程度であれば他社のものを選択する
３．価格が同じであれば他社のものを選択する
４．（他社のものを含め）購入自体を控える
５. その他【 】

１．価格が高くても他社のものを選択する
２．多少高い程度であれば他社のものを選択する
３．価格が同じであれば他社のものを選択する
４．（他社のものを含め）購入自体を控える
５ その他【 】

１．コストが高くても他社のものを選択する
２．多少高い程度であれば他社のものを選択する
３．コストが同じであれば他社のものを選択する
４．（他社のものを含め）利用自体を控える
５. その他【 】
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「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査

【 ６】あなたが商品やサービスを購入・利用する際に、重視する観点はどれですか。
（複数回答可）

□ 品質・性能

□ 安全・安心

□ 価格

□ デザイン性

□ 環境への影響

□ 社会への影響 （その商品やサービスの利用、あるいはそれらが生み
出される過程が人権の問題を惹起したり「持続可能な望ましい社会づ
くり」に悪影響を与えていないか）

□ 生産者や販売者に対する信頼

□ 流行や他者からの評価

8

□ その他【 】

「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査

【 ４】あなたは企業が関わる以下の人権問題について聞いたことがありますか？

聞いたこと
がある

聞いたこと
がない

児童労働 □ □

強制労働 □ □

ハラスメント □ □
結社の自由・団体交渉権に対す
る不当労働行為 □ □

労働者の健康・労働安全を損な
う企業対応 □ □

長時間労働 □ □

不公正な賃金、労働条件 □ □

聞いたこと
がある

聞いたこと
がない

女性差別 □ □

障がい者差別 □ □

外国人労働者差別 □ □

上記 以外の差別 □ □
消費者の健康・安全を損なう企
業対応 □ □

消費者情報の不正取得・漏洩、
プライバシーの侵害 □ □

汚職、腐敗 □ □

7

【Q５】企業が関わる人権問題について知っている事例を具体的に教えてください。
特にない場合は、回答せず次にお進みください。
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「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査

【 ８】あなたは、以下の項目で企業のイメージに与える影響が大きいと考えるものはどれですか。
（複数回答可）

製品・サービスの安全・品質 企業の責任として提供する製品やサービスの安全性や品質を重んじている

従業員の労働環境 従業員の処遇や職場環境の改善に努めている

調達先への対応 公平・公正な手続きにて、自社のサプライヤーやビジネスパートナーとの取引を行っている。ま
た、こうしたサプライヤーを理解し、業務改善など支援に努めている。

人権への取り組み
人を大切にしている。中でも、自社の従業員やビジネスパートナーを含むステークホルダー
（利害関係者）の権利を尊重し、ダイバーシティに前向きで、誠実な対応を継続的に行っ
ている。

環境への取り組み 汚染防止や温室効果ガス排出量削減やリサイクルなど、環境に配慮した企業活動を行って
いる

社会貢献活動 地域コミュニティや人々の持続的な発展に寄与するような慈善活動など、地域密着型の活
動を行っている

経営者への信頼 従業員と経営者の間に信頼関係があり、隠ぺいしない体質、経営の透明性がある。経営
者の顔が見える

不祥事の予防と発生後の対応 不祥事が起きないような体制が整備され、また発生した場合の危機対応が迅速になされ、
トップの説明責任が果たされている

10

その他【 】

「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査

１．

１ ２ ３ ４ ５

あなたは現在就職活動の最中です。就職先として
検討している企業が、同性パートナーや事実婚の
従業員に対しても、扶養手当や単身赴任手当、慶
弔休暇を付与する制度をスタートしました。

．
１ ２ ３ ４ ５

あなたは現在転職活動を行っています。転職先と
して検討している企業では、現在よりも勤務時間
の融通が利くなど各種の働きやすい制度があり、
有休も取得しやすい環境で、長時間労働を強いら
れることはほぼありません。

． １ ２ ３ ４ ５
あなたは現在新たな株式投資先を探しています。
株式投資先として検討しているメーカーでは、自
社だけでなく、海外の調達先の労働者に対しても
働きやすい環境を整備し、社外から高い評価を得
ています。

【 ７】企業の人権問題への取り組みは、あなたの判断にどの程度プラスの影響
を与えますか。以下のケースについて教えてください。

9

．給与が低くても当該企業を選択する
多少給与が低くても当該企業を選択する

．給与が他社と同程度であっても選択する
．給与が他社より低ければ他社を選択する

その他【 】

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】給与面を考
慮した場合、当該企業をどの程度積極的に選択しますか。

全
く
影
響
し
な
い

殆
ど
影
響
し
な
い

影
響
が
あ
る

影
響
が
か
な
り
あ
る

大
い
に
影
響
が
あ
る

判断への影響

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】給与面を考
慮した場合、当該企業をどの程度積極的に選択しますか。

＊【影響がある（３～５）と回答した方へ】リターン
（投資収益）を考慮した場合、当該企業をどの程度積極
的に選択しますか。

慮した場合、当該企業をどの程度積極的に選択しますか。

慮した場合、当該企業をどの程度積極的に選択しますか。

．給与が低くても当該企業を選択する
多少給与が低くても当該企業を選択する

．給与が他社と同程度であっても選択する
．給与が他社より低ければ他社を選択する

その他【 】

．リターンが低くても当該企業を選択する
多少リターンが低くても当該企業を選択する

．リターンが他社と同程度であっても選択する
．リターンが他社より低ければ他社を選択する

その他【 】
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「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査

【 】あなたのプロフィールについて教えてください。

－あなたの年齢をお答えください
代
代
代
代
代
代以上

－あなたの性別をお答えください
男
女
その他

－あなたの職業をお答えください
会社経営者・役員
常勤勤務
非常勤勤務、パート・アルバイト
自営業主
学生
その他（専業主婦・主夫、無職）

12

－あなたの個人年収をお答えください
～１９９万円
２００～３９９万円
４００～５９９万円
６００～７９９万円
８００～９９９万円
１０００万円以上
わからない・答えたくない

「企業活動が人権に与える影響」についての消費者意識に関するアンケート調査

【 ９】企業の人権問題に対する良い取り組みで、知っている例があれば教えてください。
特にない場合は、回答せず次にお進みください。

11

【 】現在ビックデータや といった新しい技術に関する注目が高まっています。反面、そうした技術の
利用による人権問題も想定されます。新技術が広く開発・普及していくことに、あなたは懸念がありますか？

想定される問題の例：
・ を導入したサービスで過去の統計や情報を基にした差別（例えばローン審査や採用判断において、ある属性の人
に対して差別的な判断を行ったり、誤った情報利用を行うなど）
・ や顔認証の利用による私的な領域の情報収集

．非常に懸念している
．やや懸念している
．あまり関心がない
．自分には関係がない
．よくわからない
その他【 】

【 】あなたは以下の団体について聞いたことがありますか。
「聞いたことがある団体」と「大体どのような活動を行っているか知っている団体」をお選びください。
あてはまるものがない場合は、「聞いたことがない」「知っているものがない」をお選びください。

アムネスティ・インターナショナル
ヒューマン・ライツ・ウォッチ
ヒューマン・ライツ・ナウ
プラン・インターナショナル
ユニセフ
ワールド・ビジョン

．セーブ・ザ・チルドレン
．
．グリーンピース
．赤十字社
．国連グローバル・コンパクト
聞いたことがない・
知っているものがない

「聞いたことがある団体」

「大体どのような活動を行ってい
るか知っている団体」

265 266
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